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農林水産部（水産林務関係）工事施工管理基準 

 

１．目  的  

この工事施工管理基準（以下「管理基準」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務関係）

の工事の施工について、契約図書に定められた工事目的物の品質及び出来形の確保を図るこ

とを目的とする。  

  

 ２．施工管理の基本構成  

（１）  工程管理  

受注者は、所定の工期内に工事を完成させるため、必要な作業及び日程を定めて工程

表（変更がある場合はこれに伴う変更工程表）を作成し、工事途中で計画と実行を比較

検討し、必要な措置をとるなど工事の進捗を管理するものとする。  

（２）  出来形管理  

受注者は、契約図書に定められた工事目的物の出来形を確保するため、出来形管理基

準に定める測定項目及び測定基準により、設計値と管理値を対比して記録した出来形管

理表又は出来形管理図を作成し出来形を管理するものとする。  

（３）  写真管理  

受注者は、工事記録写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後

明視出来ない箇所の施工状況・出来形寸法・品質管理状況及び工事中の災害状況等を写

真管理基準により撮影記録し、明確になるよう管理するものとする。  

（４）  品質管理  

受注者は、契約図書に定められた工事目的物の品質規格を確保するため、品質管理基

準に定める試験方法及び試験基準により試験又は測定し、その結果を管理図表及び記録

写真により管理するものとする。  

 

 ３．規格値  

（１）設計数値と出来形数値との差の許容限界をいい、管理基準により測定した各実測（試

験、検査、計測）値は、すべて規格値を満足していなければならない。また、実測値の

平均値（延長等にあっては、その合計延長）は、設計値を下回ってはならない。  

（２）測定値が管理基準から外れる場合は、監督員等の指示により手直しの措置を講じるも

のとする。ただし、上限を超えても構造上及び機能上に支障のない場合はこの限りでな

い。  
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［ １ ］  出 来 形 管 理 基 準 

 

 １．適  用  

この管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事に適用する。た

だし、契約図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工事の種類、規模、

施工条件等により、この基準によりがたいときは、監督員の承諾を得て他の方法によること

ができる。  

 

 ２．管理の実施  

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理計画担当者を定めなければなら

ない。  

（２）施工管理計画担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけれ

ばならない。  

（３）受注者は、工事目的物の測定及び記録写真の撮影等を工事の施工と並行して、管理の

目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。  

（４）受注者は、測定等の結果をその都度、管理図表に記録整備し、適切な管理のもとに保

管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請があれば直ちに提

出しなければならない。  

  

３．規格値  

受注者は、管理基準により測定した各実測（試験、検査、計測）値は、すべて規格値を満

足していなければならない。また、実測値の平均値（延長等にあっては、その合計延長）は、

設計値を下回ってはならない。 
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１．  共 通 工  

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

土 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

掘削工 

（切取工） 

基準高 

 

±  50 ＮＯ測点又は、施工

延長 ２ ０ｍ ご とに

１箇 所 の割 合 で測

定する。 

基準高の測定は、

中心線及び路肩で

測定する。 

ただし、３次元

計測技術を用いた

出来形管理を発注

者が指定する規定

により測点による

管理を行う場合

は、設計図書の測

点ごと。基準高は

中心線及び掘削部

の両端で測定。 

 

 

 

幅 

Ｗ 

－   0 

＋ 100 

法長 

ℓ 

－ 100 

＋  2% 

延長 

Ｌ 

 

－ 100 

法勾配 

ｎ 

 

± 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘削工 

（切取工） 

 
（面管理の場合） 

 平均

値 

個々

の計

測値 

１．３次元データに

よる 出 来形 管 理を

実施する場合、発注

者が 指 定す る 基準

に規 定 する 計 測精

度・計測密度を満た

す計 測 方法 に より

出来 形 管理 を 実施

する 場 合に 適 用す

る。 

２．個々の計測値の

規格 値 には 計 測精

度として±50 ㎜が

含まれている。 

３．計測は平場面と

法面（小段を含む）

の全面とし、全ての

点で 設 計面 と の標

高較 差 又は 水 平較

差を算出する。計測

密度は 1 点／㎡（平

面投影面積当たり）

以上とする。 

４．法肩、法尻から

水平方向に±5cm 以

内に 存 在す る 計測

点は、標高較差の評

価か ら 除く 。 同様

に、標高方向に±5cm

以内 に ある 計 測点

は水 平 較差 の 評価

から除く。 

５． 評 価す る 範囲

は、連続する一つの

面と す るこ と を基

本とする。規格値が

変わる場合は、評価

区間を分割するか、

ある い は規 格 値の

条件の最も厳し 

い値を採用する。 

 

平場 

 

標高較差 

 

 

±100 

 
 

±150 

 

法面 
（小段含む） 

 

水 平 又 は 標

高較差 

 

 
±100

  

 

 

 

 
±160 

 

法面 
( 軟 岩 Ⅰ B ～

硬岩) 

（小段含む） 

 
水 平 又 は 標

高較差 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
±100 

 

 

 

 

 

 
±330 
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1.共通工 

 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

土 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

盛土工 
（路体盛工） 

（路床盛工） 

  
ＮＯ測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇

所の割合で測定する。 

基準高の測定は、中

心線及び路肩で測定

する。 

ただし、３次元計

測技術を用いた出来

形管理を発注者が指

定する規定により測

点による管理を行う

場合は、設計図書の

測点ごと。基準高は

中心線及び掘削部の

両端で測定。 

 

基準高 

 

±50 

幅 

Ｗ 

－   0 

＋ 100 

法長 

ℓ 

－ 100 

＋  2% 

延長 

Ｌ 

 

－ 100 

法勾配 

ｎ 

± 10% 

 

 

盛土工 
（路体盛工） 

（路床盛工） 

 
（ 面 管 理 の 場

合） 

 

 

平均

値 

個々

の計

測値 

１．３次元データによ

る出来形管理を実施

する場合、発注者が指

定する基準に規定す

る計測精度・計測密度

を満たす計測方法に

より出来形管理を実

施する場合に適用す

る。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±50 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は平場面と法

面（小段を含む）の全

面とし、全ての点で設

計面との標高較差又

は水平較差を算出す

る。計測密度は 1 点／

㎡（平面投影面積当た

り）以上とする。 

４．法肩、法尻から水

平方向に±5cm以内に

存在する計測点は、標

高較差の評価から除

く。同様に、標高方向

に±5cm以内にある計

測点は水平較差の評

価から除く。 

５．評価する範囲は、

連続する一つの面と

することを基本とす

る。規格値が変わる場

合は、評価区間を分割

するか、あるいは規格

値の条件の最も厳し

い値を採用する。 

 
 
 
  

平場 
標高較差 

 

  

±100 

 

 

 

±150 

 

 

法面 
（ 小 段 含

む） 

水 平 又 は

標高較差 

 

 

±70 

 

 

±160 

 

  



  - 5 -  

1.共通工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

土 

 

 

工 

敷砂利工 

コンクリート 

路面工 

基準高 ± 50 ＮＯ測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

基準高の測定は、中心

線で測定する。 

※基準高は、路面工の

み 

 

厚さ ｔ 

t＜10 ㎝ 

－  15 

t≧10 ㎝ 

－  30 

幅 Ｗ －  50 

擁 

 

 

 

壁 

 

 

 

工 

石積（張）工 

ブ ロ ッ ク 積

（張）工 

基準高 ±  50 ＮＯ測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

ただし、法長及び断面の

変化点は必ず測定する。 

厚さは、上端部・下端部

の２箇所を測定する。 

ただし、３次元データに

よる出来形管理を実施

する場合、発注者が指定

する規定による管理方

法を用いることができ

る。 

 

  
    

 

厚さ 

ｔ1 

ｔ2 

 

－  20 

－  20 

法長 

  ℓ 

 

－  50 

法勾配 

  ｎ 

 

± 0.3 分 

延長 

  Ｌ 

 

－  50 

コンクリート 

擁壁工 

基準高 ± 50 ＮＯ測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の割

合で測定する。 

ただし、高さの変化点は

必ず測定する。 

※高さ、延長については

片側のみとする。 

３次元計測技術を用いた

出来形管理を発注者が指

定する規定により実施す

る場合は、規定する計測

精度・計測密度を満たす

計測方法により出来形管

理を実施することができ

る。 

 

  

高さ 

  ｈ 

  ｔ 

 

－  20 

－  10 

幅 

 Ｗ 

 

－  10 

裏込礫 
 

－  50 

法勾配 

  ｎ 

 

± 0.2 分 

延長 

  Ｌ 

 

－  50 

プレキャスト 

擁壁工 

基準高 ±  50 ＮＯ測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の割

合で測定する。 

※延長は、片側のみとす

る。 

３次元計測技術を用いた

出来形管理を発注者が指

定する規定により実施す

る場合は、規定する計測

精度・計測密度を満たす

計測方法により出来形管

理を実施することができ

る。 

 

  

延長 

  Ｌ 
－  50 

壁前傾 

  ｎ 

所定の安全 

率の範囲内 

コンクリート 

鍬止工 

基準高 ±  30 ＮＯ測点又は、施工延長

２０ｍごとに１箇所の割

合で測定する。 

ただし、高さの変化点は

必ず測定する。 

※高さ、延長については

片側のみとする。 

    

高さ 

  ｈ 
－  10 

幅 

  Ｗ 
－  10 

法勾配 

  ｎ 
± 0.2 分 

延長 

  Ｌ 
－  50 
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1.共通工 

区分 工種 項目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

 

擁 

 

壁 

 

工 

 

巨石積工 

巨石張工 

基準高 

 

 

± 500 

ＮＯ測点又は、施

工延長４０ｍご

とに１箇所の割

合で測定する。 

１施工箇所で２

箇所以上測定す

る。 

 

 

法長 

ℓ 

 

－  200 

延長 

Ｌ 

 

－  200 

基 

 

 

 

礎 

 

 

 

工 

コンクリート 

基礎工 

基準高 

 

 

±  30 

本体工事に準じ

て測定する。 

 

高さ 

ｈ 

 

－  10 

幅 

Ｗ 

 

－  10 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

栗石等基礎工 
（切込砂利、採石） 

（割栗石） 

（均しｺﾝｸﾘｰﾄ） 

幅 

Ｗ 

 

－  50 

本体工事に準じ

て測定する。 

 

厚さ 

ｔ 

 

－  10 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

胴 木 

梯子土台 

基準高 

 

 

± 50 

ＮＯ測点又は、施

工延長２０ｍご

とに１箇所の割

合で測定する。 

１施工箇所に最

低２箇所を測定

する。 

 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

木 杭 

基準高 

 

 

±  50 施工本数２０本

当たり１本測定

し、２０本未満は

２本測定する。 

 

根入長  

設計値以上 

偏心量 

ｄ 

 
末口径≧以下 

コンクリート杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

基準高 

 

 

＋ 100 

 

全数について杭

中心で測定する。 

打止まり沈下量、

偏心量、基準高を

測定する。 

 

 
    

根入長  

設計値以上 

偏心量 

 

  ｄ 

D／4 以内 

かつ 100 以

内 

場所打ち杭 

深礎杭 

基準高 

 

 

＋ 100 全数について杭

中心で測定する。 

打止まり沈下量、

偏心量、基準高を

測定する。 

    

根入長 設計値以上 

偏心量 

  ｄ 

D／4 以内 

かつ 100 以内 

深礎杭 150 以 

内 
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１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

矢 

 

板 

 

工 

鋼矢板 

軽量鋼矢板 
コンクリート矢

板 

幅広鋼矢板 

基準高 

 

 

± 50 

ＮＯ測点又は、施工延長

４０ｍごとに１箇所の割

合で測定する。 

１施工箇所に最低２箇所

を測定する。 

ただし、３次元計測技術

を用いた出来形管理を発

注者が指定する規定によ

り実施する場合は、規定

する計測精度・計測密度

を満たす計測方法により

出来形管理を実施す 

ることができる。 

 

根入長 

 

設計値以

上 

変位量 

(ｽﾞﾚ) 

 

  100 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

水 

 

 

 

路 

 

 

 

工 

 

 

 

等 

   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ U 型側

溝 

Ｌ型側溝 

Ｕ型ﾌﾘｭｳﾑ側溝 

自由勾配側溝 
コルゲート水路 

※基準高 ±  30 

施工延長４０ｍごとに１

箇所の割合で測定する。 

(断面の変化点では、必ず

測定する。) 

※道路路面と接する箇所

は±50 
ただし、３次元データに

よる出来形管理を実施す

る場合、発注者が指定す

る規定による管理方法を

用いることができる。  

延長 Ｌ －  50 

延長は、施工箇所ごとに

適用する。 

ただし、３次元データに

よる出来形管 理を実 施

し、発注者が指定する規

定により管理を行う場合

は、延長の変化点で測定。 

横断溝 

 
補強 

コンクリート 

※基準高 

FH ± 30 

施工箇所ごとに最低２箇

所を測定する。 

延長は、施工箇所ごとに

適用する。 

※道路路面と接する箇所

は±50 
３次元計測技術を用いた

出来形管理は、厚さ以外

の測定項目については発

注者が指定する規定によ

る測点の管理方法を用い

ることができる。 

 

延長 Ｌ  

－  50 

厚さ ｔ  

－  10 

高さ H  

－  10 

集水桝 

※ 1 基 準

高 

 

 

±  30 

施工箇所ごとに測定する 

※1 道路路面と接する箇

所は±50 

※2 は、現場打施工の場合

に適用する。 

３次元計測技術を用いた

出来形管理は、厚さ以外

の測定項目については発

注者が指定する規定によ

る測点の管理方法を用い

ることができる。 

 

※2 厚さ 

ｔ 

 

－  10 

※2 

Ｗ 

 

－  10 

※2 高さ 

ｈ 

 

－  20 

素掘側溝 

幅 － 50 施工延長 40ｍごとに１箇

所の割合で測定する。延

長 40ｍ以下のものは 1 施

行箇所につき 2 箇所 

 
高さ －  50 

延長 -0.1％ 

最大 200 

 



  - 8 -  

1.共 通 工 

ｃ 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定  

基 準 

測 定 箇 所 

法 

 

 

 

 

 

面 

 

 

 

 

 

 

工 

植生工 
（種子散布工） 

（張芝工） 

（筋芝工） 

（ 植 生 シ ー ト

工） 

（ 植 生 マ ッ ト

工） 

（植生筋工） 

 

 

（ 面 管 理 の 場

合） 

 平均 

値  
個 々

の 計

測 値  

１．３次元データ

による出来形管理

を実施する場合、

発注者が指定する

基準に規定する計

測精度・計測密度

を満たす計測方法

により出来形管理

を実施する場合に

適用する。 

２．個々の計測値

の規格値には計測

精度として±50mm 

が含まれている。 

３．計測は法面（小

段を含む）の全面

とし、全ての点で

設計面との標高較 

差または水平較差

を算出する。切土

法面の計測密度は

1 点／㎡（平面投影

面積当たり）以上、

盛土法面の計測密

度は 4 点／㎡（平

面 投 影 面 積 当 た

り）以上とするか、

面積及び延長を３

次元ＣＡＤソフト

により測定する場 

合は 100 点/㎡と

（平面投影面積当

たり）する。 

４．法肩、法尻から

水平方向に±５cm 

以内に存在する計

測点は、標高較差

の評価から除く。

同様に、標高方向

に±５ cm 以内に

ある計測点は水平

較差の評価から除

く。 

５．評価する範囲

は、連続する一つ

の面とすることを

基本とする。 

６．面積及び延長

の計測は、３次元

ＣＡＤソフトによ

り実施する。 

７．施工周囲の変

化点は、原則とし

て評定点等のデー

タ内で位置が明確

な箇所とする。た

だし、３次元点群

データ上で施工範

囲の変化点が明確

な場合は、発注者

と協議の上任意の

変化点を設定する

ことができる。 

 

切土法面 
（小段含む） 

水平又は

標高較差 
±100 ±160 

盛土法面 

４割＜勾配 

標高較差 -50 -170 

盛土法面 

4 割≧勾配 
（小段含む） 

標高較差 -60 -170 

※ただし、ここでの勾

配は、鉛直方向の長さ

に対する水平方向の

長さＸをＸ割とあら

わしたもの 

  

延長 Ｌ -200 

面積Ａ 

（法面に代えて計測） 

-2% 

※法面の計測を面積

A の計測に代えるこ

とができる 
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1.共 通 工 

ｃ 工 種 項 目 規格値

(㎜) 
測 定  

基 準 

測 定 箇 所 

法 

 

 

 

 

面 

 

 

 

 

 

覆 

 

 

 

 

工 

法枠工 
（ 現 場 打 法 枠

工） 

（ 現 場 吹 付 法

枠工） 

（ プ レ キ ャ ス

ト法枠工） 

 

（ 面 管 理 の 場

合） 

法長 ℓ 

sℓ＜10ｍ -100 施工延長 40ｍにつ

き１ヶ所、延長 40

ｍ以下のものは１

施工箇所につき２

ヶ所。 

 
sℓ≧10ｍ -200 

幅 ｗ -30 枠延延長 100ｍ

につき１ヶ所、

枠延延長 100ｍ

以下のものは１

施工箇所につき

２ヶ所。 

高さ ｈ -30 

枠中心間隔 ａ ±100 

延長 Ｌ -200 １施工箇所ごと 

面積Ａ 

（法長に代えて計測） 

-2% １．３次元データに

よる出来形管理を実

施する場合、発注者

が指定する基準に規

定する計測精度・計

測密度を満たす計測

方法により出来形管

理を実施する場合に

適用する。 

２．個々の計測値の

規格値には計測精度

として±50mm が含

まれている。 

３．計測密度は、法

長、延長、面積を計

測する場合には100

点／㎡（平面 

投影面積当たり）以

上とし、枠の幅、高

さ、枠中心間距離を

計測する場合 

は400点／㎡（平面投

影面積当たり）以上

とする。 

４．枠の幅は縦面間

の距離を計測し、高

さは上面と地面間の

距離を計測する。 

５．プレキャスト法

枠工は、法長及び延

長 の み の 計 測 と す

る。 

６．測定項目の計測

は、３次元ＣＡＤソ

フ ト に よ り 実 施 す

る。 

７．施工周囲の変化

点は、原則として評

定点等のデータ内で

位置が明確な箇所と

する。ただし、３次

元点群データ上で施

工範囲の変化点が明

確な場合は、発注者

と協議の上任意の変

化点を設定すること

ができる。 

※法長の計測を面積

A の計測に代えるこ

とができる 
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1.共 通 工 

ｃ 工 種 項 目 規格値

(㎜) 
測 定 基 準 測 定 箇 所 

暗 

 

渠 

 

工 

ヒューム管 

 

プ レ キ ャ ス ト

管 

 

プ レ キ ャ ス ト

ボックス 

基準高 

 

 

±  30 

施工箇所ごとに構造

図の寸法表示箇所を

測定する。 

厚さ、幅、高さは２箇

所以上（延長が２０ｍ

を超える場合は、３箇

所） 

二次製品の規格、寸法

については、製造工場

の証明書等による。 

※は、現場打施工の場

合に適用する。 

ただし、３次元データ

による出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定によ

る管理方法を用いる

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※幅 

  Ｗ 

 

－  10 

※高さ 

  ｈ 

 

－  10 

延長 

  Ｌ 

 

－  50 

１施工箇所ごと 

ただし、３次元データ

による出来形管理を

実施し、発注者が指定

する規定により管理

を行う場合は、延長の

変化点で測定。 

法 

 

 

 

 

 

面 

 

 

 

 

 

覆 

 

 

 

 

 

工 

客土吹付工 

 
植生基材吹付工 

 

厚さ 

ｔ 

ｔ＜5 ㎝ 

－  10 

施工面積２００㎡

につき１箇所以上、面

積２００㎡以下の箇

所は、１施工箇所につ

き２箇所、検査孔によ

り測定する。 

ただし、計測手法に

ついては、従来管理の

ほかに３次元計測技

術を用いた出来形管

理は、発注者が指定す

る規定による出来形

計測性能を有する機

器を用いることがで

きる。 

 

ｔ≧5 ㎝ 

－  20 

但し、吹付面に凹凸が

ある場合の最小吹付

厚は設計厚の 50%以上

とし、平均厚は設計厚

以上とする。  

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 

 
モルタル吹付工 

 

厚さ 

ｔ 

 

－  10 

施工面積２００㎡

につき１箇所以上、面

積２００㎡以下の箇

所は、１施工箇所につ

き２箇所、検査孔によ

り測定する。 

ただし、計測手法に

ついては、従来管理の

ほかに３次元計測技

術を用いた出来形管

理は、発注者が指定す

る規定による出来形

計測性能を有する機

器を用いることがで

きる。 

 
但し、吹付面に凹凸が

ある場合の最小吹付

厚は設計厚の 50%以上

とし、平均厚は設計厚

以上とする。 

  



  - 11 -  

１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

法 

 

 

 

 

面 

 

 

 

 

 

覆 

 

 

 

 

工 

法枠工 

 

コンクリート 

 

モルタル 

法 

長 

 

ℓ 

ℓ 

<10m 

 

－  50 

各測点及び変化点ご

とに測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ℓ 

≧10m 

 

－ 100 

幅 

  Ｗ 

 

－  10 枠延べ延長１００ｍ

につき１箇所、延長

１００ｍ以下の箇所

は、１施工箇所につ

き２箇所測定する。 

高さ 

  ｈ 

 

－  10 

吹 付 中 心

間隔 

  ａ 

 

± 100 

延長 

  Ｌ 

 

－  50 

各測点又は、施工箇

所ごとに測定する。 

ただし、計測手法に

ついては、従来管理

のほかに３次元計測

技術を用いた出来形

管理は、発注者が指

定する規定による出

来形計測性能を有す

る機器を用いること

ができる。 

法 

 

面 

 

覆 

 

工 

落石防止 

ネット張工 

縦横主ロー

プ 

ℓ1、ℓ2 

 

－   0 

全本数を測定する。 

 

 

 

縦横補助ロ

ープ 

ℓ3、ℓ4 

 

－   0 

縦横ロープ

間隔 

a、b 

 

±  50 

縦横主ロープの位置

で、最低縦２本横１

本を測定する。 

金網縦長 

    

ｈ 

 

±  50 
変化点ごとに測定す

る。 

金網横長 

Ｌ 

 

±  50 

変化点ごとに測定す

る。 

総延長は、設計値を

下回らないこと。 

金網 

重 ね 合 わ

せ 

 

±  50 

施工延長２０ｍに１

箇所測定する。２０

ｍ未満は最低２箇所

測定する。 

柵 

 

 

工 

編柵工 

基準高 

 

 

± 100 
基準高を設定する場

合に測定する。 

 

柵高 

    

ｈ 

 

－  50 

 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所に

つき２箇所以上測定

する。 

施工箇所ごとの延長

は±１００ 

施工総延長 

 

Ｌ 

 

－   0 
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１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

柵 

 

 

工 

丸太柵工 

 

（円柱加工） 

基準高 

 

 

± 100 

基準高を設定する場

合に測定する。 

 

 

   

柵高 

 

  H 

 

－  50 

 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所に

つき２箇所以上測定

する。 

施工箇所ごとの延長

は 

±１００ 

施工 

 

総延長 

 

  Ｌ 

 

 

－   0 

二次製品柵工 
( 落 石 防 護 柵 工 含

む) 

基準高 

 

 

 

±  50 

基準高を設定する場

合に測定する。 
 

柵高 

  ｈ 

 

－  50 

 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所に

つき２箇所以上測定

する。 

施工箇所ごとの延長

は 

±１００ 

支 柱 根 入

れ 
 

 

±  50 
施 工 総 延

長 

 

  Ｌ 

 

－   0 

根 

固 

工 

・ 

水 

制 

工 

・ 

土 

留 

工 

じゃ籠工 

厚さ 

  ｔ 

 

－  50 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所に

つき２箇所以上測定

する。 
  

法長 

  ℓ 

 

－ 100 

籠枠工 

ふとん籠工 

 

高さ 

  Ｈ 

  ｈ 

－ 100 

－  30 施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所に

つき２箇所以上測定

する。 

 

  

幅 

  Ｗ 

 

－  50 

延長 

  Ｌ 

 

－  50 

 

植 

 

樹 

 

工 

 

高 木 

中 木 

低 木 

株 物 

樹高 

幹周り 
枝張（葉張） 

 

設 計 値 以

上 

 

高木、中木について

は、樹種ごとの植栽

本数の２０％以上を

測定する。 

（ 低 木 、 株 物 は １

０％以上） 

測定する規格値は、

設計図書による。 

樹種ごとに記号及び番号を

符した植樹配置図を作成す

る。 

植栽本数 －   0 
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１．共 通 工 

区分 工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

擁 

 

 

 

 

 

壁 

 

 

 

 

 

工 

補強土壁工 

 
ジオブロック工法 

 

ワイヤーウォール

工法 

 
テールアルメ工法 

基準高 

 ±  50 
施工延長２０ｍごとに

１箇所の割合で測定す

る。 

施工箇所ごとに最低２

箇所以上測定する。 

ただし高さの変化点は

必ず測定する。 

施工箇所ごとの総延長

は設計値以上。 

３次元計測技術を用い

た出来形管理を発注者

が指定する規定により 

実施する場合は、規定

する計測精度・計測密

度を満たす計測方法に 

より出来形管理を実施

することができる。 

 

 

高さ 

ｈ 

 

－  50 

法勾配 

△ 

±0.03h 
かつ 30 ㎝以

内 

控え長さ 設計値以上 

延長 

Ｌ 

 

－  50 

 

安 

全 

施 

設 

小型標識 

カーブミラー 

設置高さ 

Ｈ 

 
設計値以上 

施工箇所１基ごとに測

定する。 

３次元計測技術を用い

た出来形管理は、発注

者が指定する規定によ 

る測点の管理方法を用

いることができる。 

 

 
 

基礎幅 

Ｗ 

 

－  0 

基礎高さ 

ｈ 

 

－  0 

ガードレール 

（ケーブル） 

取付高さ 

Ｈ 

＋  30 

－  20 

施工延長４０ｍごとに

１箇所測定する。 

施工延長４０ｍ未満の

箇所は最低２箇所測定

する。 

３次元計測技術を用い

た出来形管理は、発注

者が指定する規定によ 

る測点の管理方法を用

いることができる。 

 

 

基礎幅 

Ｗ 

 

－  0 

基礎高さ 

ｈ 

 

－  0 
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２．  水 産 工 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

単 体 魚 礁 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

対角線ｗ 

＋ 20 

－ 10 
１０個につき１個の

割合で測定する。 

 

壁厚 ｔ ± 10 

組 
 

立 
 

魚 
 

礁 

コンクリ

ート部材

組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋10×部材連数 

－ 5×部材連数 

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

鋼 製 部

材組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

化 学 系

(FRP) 部

材組立 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 
特記仕様書による。 

メーカー基準

を参照する。 

重鎮コン

クリート

製作 

長さ Ｌ 

幅  Ｗ 

高さ Ｈ 

＋ 30 

－ 10 

１０基につき１個の

割合で測定する。 

 

魚 礁 沈 設 

位 
 

 

置 

集中配置 

(乱 積 配

置) 

配置中心点 

± 30000 配置中心点  

ゾーン配

置 

配置中心点 

± 30000 

配置中心点 

ゾーン各点 
 

計画配置 

(相 対 配

置) 

配置中心点 

± 30000 全基  

高さ 

(乱 積 配

置) 

集中配置中心 

－ 0 

＋は規定しな

い 

特記仕様書による。 
集中配置最高

部 

幅 

Ｗ 

長さ 

Ｌ 

－ 0 特記仕様書による。  

着
定
基
質
工 

ブロック

製作工 

 

 

 
 魚礁タイプは魚礁工を適用する。 

ブロック

組立工 

 

 

 
 組立魚礁工を適用する。 
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２．水 産 工 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

着 

定 

基 

質 

工 

設置工 

位  置 

計画配置 

(相対配置) 

配置中心点 

± 30000 
全基 

 

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 
－ 0 全線 

 

石 材 

投入工 

投入位置 ± 30000 全点  

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 
－  1000 全線 

 

覆 砂 工 

投入位置 
特記仕様書 

による。 
全点 

 

幅  Ｗ 

長さ Ｌ 

＋ 5000 

－   0 
全線 

 

厚さ ｔ 

＋  200 

－  100 

10,000 ㎡未満は 1,000

㎡に１箇所、10,000 ㎡

以上は 2,000 ㎡に１箇

所 

 

浚 渫 工 
水深 

(底面・法面) 

＋   0 

－規定しない 
全点 

 

 

 

 

３．  漁 港 工 

工 種 項 目 規格値(mm) 測 定 基 準 摘 要 

 

漁港漁場関係工事出来形管理基準（水産庁編集・最新版）によるものとする。 
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４．  治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測定基準 摘  要 

治山ダム 

 

 谷止工 

 床固工 

副堤 

垂直壁 

 

 

基準高  

±   30 

設計図書に

表示してある

箇所で測定す

る。 

上記以外の

測定箇所は、現

地で検測でき

ない部分。 

※本堤・垂直壁

については、 

下流側で管理。 

 法勾配につ

いては、上下流 

３次元計測

技術を用いた

出来形管理は、

発注者が指定

する規定によ 

る測点の管理

方法を用いる

ことができる。 

ただし、発注者

が指定する規

定により管理

を行う場合は、

堤長の変化点

で測定。 

 

                 

 

堤 幅 

 W1.W2.W3 

 

－   10 

放水路幅 

ℓ1.ℓ2 

＋   30 

－   10     

※堤高さ 

   Ｈ 

＋   50 

－   30 

※堤延長 

L1.L2 

 

－   0 

法勾配 

     1:ｎ 

 

  ± 0.2 分 

コンクリ

ート 

 

水叩工 

基準高  

±   30 

設計図書に

表示してある

箇所で測定す

る。 

厚さは目地

及びその中間

点で測定する。 

３次元計測

技術を用いた

出来形管理は、

発注者が指定

する規定によ

る測点の管理

方法を用いる

ことができる。 

ただし、発注

者が指定する

規定により管

理を行う場合

は、堤長の変化

点で測定。 

 

幅 

   Ｗ 

 

－   30 

厚さ 

   ｔ 

 

－   20 

延長   Ｌ 
※側壁工、垂直

壁と併せて施工

する場合は管理

不要 

 

－   50 

鋼製ダム 
（ 不 透 過

型） 

 

谷止工 

床固工 

基準高 ±  50 設計図書に

表示してある

箇所で測定す

る。 

ダブルウォ

ール構造の場

合は、堤高、袖

高は＋の規格

値は適用しな

 

 

延長 

   Ｌ 

 

－  50 

堤 幅 

ｗ1.ｗ2 

 

－  50 

下流側倒れ 

   Δ 

          

± 0.02H1 
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袖

部 

基準高 ±  50 い。 

堤 幅 

ｗ3 

 

±  50 

下流側 

倒れ Δ 

          

± 0.02H2 

 

 

鋼製ダム 
（透過

型） 

 

谷止工 

床固工  

堤幅 

   ｗ 

Ａ型・Ｂ型・格子

型±10 

設計図書に

表示してある

箇所で測定す

る。 

 

          

 

 

 

 

コンクリート部の基準高、

天端幅、高さ、延長、法勾配

は治山ダムに準ずる。 

堤幅    Ｗ 
格子型  ±30 

堤長   Ｌ 
格子型  ±50 

延長   ℓ 格子型・Ｂ型  

±10 

高さ 

Ｈ 

 

 

Ａ型・Ｂ型・格子

型 ±10 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

 

根固工・水制工 

沈床工 

枠 工 

 

 

 

 

 

基準高 

 

 

± 150 

１組ごとに測定する。 

 

幅 

    Ｗ 

 

± 300 

高さ 

    Ｈ 

 

± 100 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

根固工・水制工 

捨石工 

基準高 

 

 

－ 100 
施工延長４０ｍごと

に１箇所測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所につ

き ２ 箇 所 以 上 測 定 す

る。  

幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

製作寸法 

 

 

 

幅 

    Ｗ 

 

－  10 ３０個に１個の割合

で測定する。 

１００個に１個の割

合 で 実 重 量 を 測 定 す

る。 

 

高さ 

    ｈ 

 

－  10 

長さ 

Ｌ 

 

－  10 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

据付層積 

基準高 

 

 

±  50 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

延長４０ｍ以下のも

のは、１施工箇所につ

き ２ 箇 所 以 上 測 定 す

る。 

延長は施工箇所ごと

に測定する。 

 

幅 

    Ｗ 

 

－  20 

延長 

    Ｌ 

 

－ 100 

 

根固工・水制工 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯ

ｸ 
 据付乱積 

基準高 

 

 

± 100 

幅 

    Ｗ 

 

－  50 

延長 

    Ｌ 

 

－ 100 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ製作寸

法 

幅 

    Ｗ 

 

±  10 

３０個に１個の割合

で測定する。 

１００個に１個の割

合 で 実 重 量 を 測 定 す

る。 

 

 
 

高さ 

    ｈ 

 

±  10 

厚さ 

ｔ 

 

±  10 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値(㎜) 測 定 基 準 測 定 箇 所 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ据付層

積 

 

 

 

基準高 

 

 

± 300 
各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。延

長 ４ ０ ｍ 以 下 の も の

は、１施工箇所につき

２箇所以上測定する。 

延長は施工箇所ごとに

測定する。 

ブロックの出入りに

ついては、計画図面に

ブロックの２／３、外

側に１／３を限度とし

て、１個以上の空白及

び独立したブロックが

ないことを確認する。 

 

 

 

 

幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－ 200 

 

根固工・水制工 

異 形 (消 波 )

ﾌﾞﾛｯｸ据付乱

積 

基準高 

 

 

± 500 

幅 

    Ｗ 

 

－ 100 

延長 

    Ｌ 

 

－ 200 

海岸工 
コンクリート 

上部工 

 

（波返工） 

（直立堤） 

基準高 

 

 

±  50 各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。  

 

 

※ 直 立 堤 の 場 合 は － 

20             

  波返工       

 
直立堤 

 
 

天端工 

 
    
基礎工 

 
測点を設定する場合は、

測点管理を原則とする。 

幅 

    Ｗ 

 

－  10 

高さ 

※   ｈ 

 

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート 

天端工 

 

（護岸工） 

基準高 

 

 

±  50 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

３次元計測技術を用

いた出来形管理を発注

者が指定する規定によ

り実施する場合は、規

定する計測精度・計測

密度を満たす計測方法

により出来形管理を実

施することができる。 

幅 

    Ｗ 

 

－  50 

厚さ 

    ｔ 

 

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート 

下部工 

 

（基礎工） 

基準高 

     FH 

 

±  30 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

幅 

    Ｗ 

 

－  10 

高さ 

    ｈ 

  

－  10 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 

 

海岸工 
コンクリート

ブロック工 

 

（傾斜堤） 

 

 

 

基準高 

    FH 

 

±  50 

 

各測点又は、施工延

長２０ｍごとに１箇所

の割合で測定する。 

ただし、３次元デー

タによる出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定による

管理方法を用いること

ができる。 

 

 

法長 

    ℓ 

 

－  50 

厚さ 

    ｔ 

 

－  20 

延長 

    Ｌ 

 

－  50 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリート 

 

護岸工 

流路工 

側壁工 

基準高 ±   30 各測点又は施工延長

２０ｍごとに１箇所の

割合で測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則とす

る。 

 ３次元計測技術を用

いた出来形管理を発注

者が指定する規定によ

り実施する場合は、規定

する計測精度・計測密度

を満たす計測方法によ

り出来形管理を実施す

ることができる。 

 
 

 
 

（側壁工） 

 

幅 

ℓ1 

＋   30 

－   10 

高さ      

ｈ 

 

－   20 

延長       

Ｌ 

 

－   50 

厚さ      

ｔ 

 

－   10 

法勾配     

ｎ 

 

 ± 0.2 分 

山腹工 

 

鋼製土留工 

基準高 ±   30 

設計図書に表示してあ

る箇所で測定する。 

 

 

 

 

 

天端幅     

ａ 

 

－   10 

放水路幅 

ℓ 

 

±   30 

高さ     

ｈ 

 

－   10 

延長 

L1.L2 

 

－    0 

法勾配    

ｎ 

 

 ± 0.2 分 

山腹工 

 

杭打工 

 （鋼管杭） 

基準高 ＋   100 全数について杭中心で 

測定する。 

傾斜は、縦断方向（道路

線形方向、橋軸方向等）

とそれに直交する横断

方向の２方向で測定。 

３次元計測技術を用い

た出来形管理を発注者

が指定する規定により

実施する場合は、規定す

る計測精度・計測密度を

満たす計測方法により

出来形管理を実施する

ことができる。 

 

杭長     

Ｌ 

 

－    0 

杭間隔 

ℓ 

 

±  100 

偏心量  d 

(中心線のｽﾞ

ﾚ) 

    D／4 以内 

かつ±100 以内 

杭の傾斜  

±   2.5° 

ℓ1 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

シャフト杭工 

基準高  

＋   100 

全 数 に つ い て 測 定 す

る。 

 

杭長     

Ｌ 

 

－    0 

杭間隔 

ℓ 

 

±  100 

偏心量   ｄ 

(中心線のｽﾞ

ﾚ) 

     

±150 以内 

山腹工 

 

 

アンカー工 

受圧版 

基準高 

 

±  100 

全数の２０％以上を測

定する。 

最低５箇所以上を測定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

受圧版 

幅     

Ｗ 

 

－   30 

受圧版 

高さ   Ｈ 

 

－   30 

受圧版 

厚さ   ｔ 

 

 

－   20 

 

受圧版 

延長 

L＜20 －100 

L≧20 －200 

施工箇所ごとに測定す

る。 

アンカー 

自由長 

 

－    0 
全本数を測定する。 

アンカー 

定着長 

 

－    0 

削孔長 

ℓ 

＋ 1.0% 

－    0 

全孔を測定する。 

削孔角 

θ 

 

± 2.5° 

軸間隔 Ｄ 

 

 

±  100 

テンドン挿入 設計余長 ＋ 0 

     －100 

グラウト注入

量 

 

 

各孔の注入実績 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

ロックボルト

工 

鋼材長 

 

＋  100 

－    0 

全孔の１０％以上を測

定する。 

最低５箇所以上を測定

する。 

 

削孔長 

 

＋  100 

－    0 

削孔角      

θ 

 

 ± 2.5° 

軸間隔      

ｄ 

 

±  50 

グラウト注入量 

 

 

全孔の注入実績 

全孔の総注入量を管理

する。 

山腹工 

 

集・排水 

ボーリング工 

  （横穴） 

施工位置 

基準高 

 

±  100 

全孔を測定する。 

 

 

 

削孔長      

Ｌ 

 

－    0 

削孔角 

 

 

 ± 2.5° 

削孔展開角  

 ± 1.5° 

保孔管挿入  

－    0 

山腹工 

 

集水井工 

(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ) 

基準高  

±  50 

１ 施 工 箇 所 ご と に

Ｎ．Ｓ．Ｅ．Ｗの４方向

について測定する。 

偏心量は、頭部の中

心と底面の中心のズレ

を測定する。 

 

 

 

 

深さ 

Ｈ  

 

－  100 

偏心量 

ｄ 

 

  150 

巻立て 

幅   Ｗ 

 

－  50 

巻立て 

厚さ  Ｔ 

 

－  30 

静水槽 

高さ  ｈ 

 

－  20 

静水槽 

厚さ  ｔ 

 

－  10 
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４．  治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

 地すべり 

排土工 

基準高  

±  100 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

※面管理の場合は、掘

削工（切取工）（面管理

の場合）を準用する。 

 

排土幅 

Ｂ，ｂ 

 

－  100 

切取法長 

Ｓ ℓ 

5ｍ未満 － 100 

5ｍ以上 － 2％ 

切取法勾配     

ｎ 

 

±  10％ 

山腹工 

 

 地すべり 

押え盛土工 

基準高  

±  100 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

※面管理の場合は、盛

土工（路体盛工）（路床

盛工）（面管理の場合）

を準用する。 

 

 

 

盛土幅     

Ｂ 

 

－  100 

盛土法長 

Ｓ ℓ 

5ｍ未満 － 100 

5ｍ以上 － 2％ 

盛土法勾配     

ｎ 

 

±  10％ 

山腹工 

 

ロープネット   

張工 

縦横主ロープ 

ℓ1.ℓ2 

 

－    0 

全本数を測定する。 

 

 

出来形展開図で管理す

る。 

縦横補助ロー

プ 

ℓ3.ℓ4 

 

－    0 

縦横ロープ間

隔 

   ａ．ｂ 

 

±   50 

縦 横 主 ロ ー プ の 位 置

で、最低縦２本横１本

を測定する。 

山腹法切工 

基準高  

±  100 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

※面管理の場合は、掘

削工（切取工）（面管理

の場合）を準用する。 

 

階段幅 

ｂ 

 

－  100 

切土法長 

Ｓ ℓ 

5ｍ未満 － 100 

5ｍ以上 － 2％ 

法勾配     

ｎ 

 

±  10％ 

延長 

Ｌ 

測点間 －100 

総延長 －  0 
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４．治山工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

山腹工 

 

地山補強土

工 

（ノンフレー

ム） 

鋼材長 

     Ｌ 

 

－    0 

全孔の１０％以上を

測定する。 

最低５箇所以上を測

定する。 

 
 表  補強 材 と杭 等 設 置位 置  

補 強 材  

間 隔  
管理 値  

2.0m 

一 辺 の長さが 3.0m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 7.0m 以 下で

ある 

1.9m 

一 辺 の長さが

2.85m 以 下でかつ 3

辺 合 計 長 が 6.65m

以 下 である 

1.8m 

一 辺 の長さが 2.7m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 6.3m 以 下で

ある 

1.7m 

一 辺 の長さが

2.55m 以 下でかつ 3

辺 合 計 長 が 5.95m

以 下 である 

1.6m 

一 辺 の長さが 2.4m

以 下 でかつ 3 辺 合

計 長 が 5.6m 以 下で

ある 

1.5m 

一 辺 の長さが

2.25m 以 下でかつ 3

辺 合 計 長 が 5.25m

以 下 である 
 

削孔長 

      

 

－    0 

削孔角 

θ 

 

± 2.5° 

補強材と杭等 

設置位置 
右表のとおり 

連結ワイヤー 

のタルミ 

 

30 

グラウト注入

量 

 
 

全孔の注入実績 

全孔の総注入量を管理

する。 

防風工 

 （静砂工） 

 （堆砂工） 

高さ     

ｈ 

 

－  100 施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

測点を設定する場合

は、測点管理を原則と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

幅 

Ｗ 

 

－  200 

延長 

Ｌ 

測点間 －100 

総延長 －  0 

作業道 

 

仮設道 

（指定） 

基準高※  

±  100 
ＮＯ測点又は、施工

延長２０ｍごとに１箇

所測定する。 

施工延長２０ｍ以下

は３箇所測定する。 

厚さは、左中右の 

1 カ所を測定する。 

 また、路面工の厚さ

は、40ｍに 1 カ所とす

る。 

※基準高を設定する場

合に測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

施工総延長は、設計値を

下回らないこと 

幅員 

Ｗ  

 

－    0 

延長 

(測点間距離)

Ｌ 

 

－ 0.5% 

路盤工幅 

路面工幅ｂ －   50 

路盤工 

路面工 

厚さ  ｔ －   20 

構造物 共通工の各工種

の規格値に準ず

る。 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

道路工 

（林道） 

基準高  

±   50 

基準高は、測点の中

心線上及び両端につ

いて測定する。 

幅は、全幅と中心線

から左右それぞれの

幅を、測点ごとに測定

する。 

延長は、測点ごとに

測定する。 

ＩＰは、全交点及び

全測点について測定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

幅員 

     

Ｗ 

＋  200 

－    0 

ＩＰ間 

距 離 

＋ 0.5% 

－ 0.2% 

測点間 

距 離 

 

±  100 

施工延長  

－    0 

ＩＰ点交角 

     

θ 

 

 ±   1° 

路床工 

置換工 

安定処理工 

基準高  

±   50 

 
基準高は、ＮＯ測点

の中心線上及び両端

について測定する。 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定

する。 

※厚さは、基準高の差

により、測定する。 

 

 

 幅 

  Ｗ 

 

－   50 

 

厚さ 

  ｔ 

 

－   50 

 

アスファル

ト舗装工 

 

下層路盤工 

幅 

 

－   50 
幅（全幅）、厚さは、

NO 測点ごとに測定す

る。 

※厚さは、掘り起こし

て、測定する。 

ただし、３次元データ

による出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定によ

る管理方法を用いる

ことができる。 

 

 

１０箇所の厚さの平均 

測定値  －20 ㎜ 

 
厚さ 

 

 

－   45 

厚さ 

 

－   30 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ア ス フ ァ ル ト

舗装工 

上層路盤工 

粒度調整路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）、厚さは、

ＮＯ測点ごとに測定す

る。 

※厚さは、掘り起こし

て、測定する。 

ただし、３次元デー

タによる出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定による

管理方法を用いること

ができる。 

 

 

 

１０箇の厚さの平均

測定値 －１２㎜ 

厚さ 

－   30 

ア ス フ ァ ル ト

舗装工 

上層路盤工 

セメント・石 

灰 安 定 処 理

路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）は、ＮＯ測

点ごとに測定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

ただし、３次元デー

タによる出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定による

管理方法を用いること

ができる。 

 

１０箇の厚さの平均測

定値     －８㎜ 

 

１工事のコアー採取は

最低３個とする。 

 

厚さ 

 

 

－   30 

ア ス フ ァ ル ト

舗装工 

上層路盤工 

加 熱 ア ス フ

ァ ル ト 安 定

処理路盤 

幅 

 

 

－   50 

幅（全幅）は、ＮＯ測

点ごとに測定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

ただし、３次元デー

タによる出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定による

管理方法を用いること

ができる。 

 

１０箇の厚さの平均測

定値     －８㎜ 

 

１工事のコアー採取は

最低３個とする。 

 

厚さ 

 

 

－   20 

アスファルト 

舗装工 

基層工 

表層工 

基準高  

±   50 

基準高は、ＮＯ測点

の中心線上及び両端に

ついて測定する。 

幅は、全幅と中心線

から左右それぞれの幅

を、ＮＯ測点ごとに測

定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

ただし、３次元デー

タによる出来形管理を

実施する場合、発注者

が指定する規定による

管理方法を用いること

ができる。 

 

１０箇の厚さの平均測

定値     －３㎜ 

 

１工事のコアー採取は

最低３個とする。 

 

 

幅 

 

 

－   25 

 

厚さ 

 

 

－    9 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

アスファルト

舗装工 

下層路盤工 

（面管理の場

合） 

基準高 ±90 
±90 ＋40 

－15 

＋50 

－15 

 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±10 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。この場合、

基準高の評価は省略

する。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事と

は、管理図等を描いた

上での管理が可能な工

事をいい、舗装施工面

積が 10,000 ㎡以上ある

いは使用する基層及び

表層用混合物の総使用

量が、3,000ｔ以上の場

合が該当する。 

小規模工事とは、中

規模以上の工事より規

模は小さいものの、管

理結果を施工管理に反

映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工

が 数 日 連 続 す る 場 合

で、次のいずれかに該

当するものをいう。 

①施工面積で 2,000 ㎡

以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表

層用混合物の総使用

量が 500t以上 3,000t

未満 

厚さあるい

は標高較差 

±90 ±90 
＋40 

－15 

＋50 

－15 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

アスファルト

舗装工 

上層路盤工 

・ 粒 度 調 整 路

盤工 

・セメント・石 

灰 安 定 処 理 路

盤 

（面管理の場

合） 

厚さあるい

は標高較差 
-54 -63 -8 -10 

 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±10 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事と

は、管理図等を描いた

上での管理が可能な工

事をいい、舗装施工面

積が 10,000 ㎡以上ある

いは使用する基層及び

表層用混合物の総使用

量が、3,000ｔ以上の場

合が該当する。 

小規模工事とは、中

規模以上の工事より規

模は小さいものの、管

理結果を施工管理に反

映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工

が 数 日 連 続 す る 場 合

で、次のいずれかに該

当するものをいう。 

①施工面積で 2,000 ㎡

以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表

層用混合物の総使用

量が 500t以上 3,000t

未満 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

アスファルト

舗装工 

上層路盤工 

・ 加 熱 ア ス フ

ァ ル ト 安 定 処

理路盤 

（面管理の場

合） 

厚さあるい

は標高較差 
-36 -45 -5 -7 

 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±10 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事と

は、管理図等を描いた

上での管理が可能な工

事をいい、舗装施工面

積が 10,000 ㎡以上ある

いは使用する基層及び

表層用混合物の総使用

量が、3,000ｔ以上の場

合が該当する。 

小規模工事とは、中

規模以上の工事より規

模は小さいものの、管

理結果を施工管理に反

映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工

が 数 日 連 続 す る 場 合

で、次のいずれかに該

当するものをいう。 

①施工面積で 2,000 ㎡

以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表

層用混合物の総使用

量が 500t以上 3,000t

未満 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

アスファルト

舗装工 

基層工 

（面管理の場

合） 

厚さあるい

は標高較差 
-20 -25 -3 -4 

 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±10 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事と

は、管理図等を描いた

上での管理が可能な工

事をいい、舗装施工面

積が 10,000 ㎡以上ある

いは使用する基層及び

表層用混合物の総使用

量が、3,000ｔ以上の場

合が該当する。 

小規模工事とは、中

規模以上の工事より規

模は小さいものの、管

理結果を施工管理に反

映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工

が 数 日 連 続 す る 場 合

で、次のいずれかに該

当するものをいう。 

①施工面積で 2,000 ㎡

以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表

層用混合物の総使用

量が 500t以上 3,000t

未満 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

アスファルト

舗装工 

表層工 

（面管理の場

合） 

厚さあるい

は標高較差 
-36 -45 -5 -7 

 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±10 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。 

 

 

工事規模の考え方 

中規模以上の工事と

は、管理図等を描いた

上での管理が可能な工

事をいい、舗装施工面

積が 10,000 ㎡以上ある

いは使用する基層及び

表層用混合物の総使用

量が、3,000ｔ以上の場

合が該当する。 

小規模工事とは、中

規模以上の工事より規

模は小さいものの、管

理結果を施工管理に反

映できる規模の工事を

いい、同一工種の施工

が 数 日 連 続 す る 場 合

で、次のいずれかに該

当するものをいう。 

①施工面積で 2,000 ㎡

以上 10,000 ㎡未満 

②使用する基層及び表

層用混合物の総使用

量が 500t以上 3,000t

未満  

平坦性 

― 

3mプロフィ

ルメーター

(σ)2.4 ㎜

以下 

直 読 式 (足

付き) 

(σ)1.75 ㎜

以下 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリー

ト舗装工 

 

基準高  

±   50 

 

基準高は、ＮＯ測点

の中心線上及び両端に

ついて測定する。 

幅は、全幅と中心線

から左右それぞれの幅

を、ＮＯ測点ごとに測

定する。 

厚さは、1,000 ㎡に１

個の割合でコアーを採

取して測定する。 

３次元計測技術を用

いた出来形管理を発注

者が指定する規定によ

り実施する場合は、規

定する計測精度・計測

密度を満たす計測方法

により出来形管理を実

施することができる。 

 

１０箇の厚さの平均測

定値     －３㎜ 

 

１工事のコアー採取は

最低３個とする。 

幅 

 

 

－   25 

厚さ 

 

 

－   10 

区画線工 

幅  

設計値以上 
幅、厚さは、各線種ごと

に１ヵ所テストピース

により測定。 

延長は総延長を測定す

る。 

 

厚さ  

設計値以上 

延長  

設計値以上 
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５．  道路工事 

工 種 項 目 

規格値（㎜） 

測 定 基 準 摘  要 

個々の測定

値 

（Ｘ） 

10個の測定

値の平均

(Ｘ10) 

＊面管理の

場合は測定

値の平均 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

中規

模以

上 

小規

模以

下 

コンクリー

ト舗装工 

（面管理の

場合） 

厚さあるい

は標高較差 

－22 －3.5 
 

１．３次元データによ

る出来形管理におい

て発注者が指定する

基準に規定する出来

形管理を実施する場

合、その他本基準に

規定する計測精度・

計測密度を満たす計

測方法により出来形

管理を実施する場合

に適用する。 

２．個々の計測値の規

格値には計測精度と

して±4 ㎜が含まれ

ている。 

３．計測は設計幅員の

内側全面とし、全て

の点で標高値を算出

する。計測密度は 1

点／㎡（平面投影面

積当たり）以上とす

る。 

４．厚さは、直下層の標

高値と当該層の標高

値 と の 差 で 算 出 す

る。 

５．厚さを標高較差と

し て 評 価 す る 場 合

は、直下層の目標高

さ＋直下層の標高較

差平均値＋設計厚さ

から求まる高さとの

差とする。 

 

 

工事規模の考え方 

 中規模とは、1層あ

たりの施工面積が

2,000㎡以上とする。 

 小規模とは、表層及

び基層の加熱アスファ

ルト混合物の総使用量

が500ｔ未満あるいは

施工面積が2,000㎡未

満。 

 維持工事において

は、平坦性の項目を省

略することが出来る。 

平坦性 ― 

コンクリー

トの硬化

後、3m プ

ロフィルメ

ーターによ

り機械舗設

の場合

(σ)2.4 ㎜

以下 

人力舗設の

場 合 (σ )3

㎜以下 

   

目地段差 ±2 
隣接する各目地に対し

て、道路中心線 

及び端部で測定。 

 



  - 34 -  

５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼橋上部工 

桁製作工 

 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ

ｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ラーメン） 

 

部材精度 

 

フランジ幅 

  Ｗ （ｍ） 

腹板高 

ｈ （ｍ） 

腹板間隔 

  ｂ’（ｍ） 

   

W≦0.5      

± 2 
主桁、主構造 

各支点及び各支間の

中央付近を測定する。 

 

  

I 型プレートガーター 

 

 

トラス弦材 

0.5＜W≦1.0  

±  3 

1.0＜W≦2.0  

±  4 

2.0＜W   

±（3＋W／2） 

床組など 

構造別に、５部材に

つき１個抜き取った部

材の中央付近を測定す

る。 

※上の W は左欄の

Ｗ、ｈ、ｂ’を代

表し たも のであ

る。 

板の平面度 

   δ（㎜） 

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀｰ及びﾄ

ﾗ ｽ等の部材の腹

板 

   ｈ／250 

箱桁及びﾄﾗｽ等の

ﾌﾗﾝｼﾞ鋼床版のﾃﾞ

ｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 

   ｂ／150 

 

 

主桁 

 各支点及び支間の中

央付近を測定する。 

 

 

フランジの 

直角度 

   δ（㎜） 

 

 

 

 

W／200 

 

部材長 

ℓ（ｍ） 

プレート 

ガーター 

ℓ≦10 

±   3 

原則として仮組立を

しない部材について、

主要部材の全数を測定

する。 
 

ℓ＞10 

±   4 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

 

部材長 

ℓ（ｍ） 

トラス 

アーチなど 

ℓ≦10 

±   2 

 

 
ℓ＞10 

±   3 

圧縮材の曲が

り 

δ（㎜） 

ℓ／1，000 

トラス、アーチ等 

 主要部材の全数を測

定する。 
 

鋼橋上部工 

桁製作工 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰ

ﾀｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ ラ ー メ

ン） 

 

仮組立精度 

 

 

全長、支間長 

   Ｌ（ｍ） 

 

±（10＋L／10） 
主桁、主構の全数を測

定する。 

 

主桁、主構の 

中心間距離 

   Ｂ（ｍ） 

Ｂ≦2 

±    4 各支点及び各支間の中

央付近を測定する。 
 

Ｂ＞2 

±（3＋B／2） 

主構の組立 

高さ 

   ｈ（ｍ） 

ｈ≦5 

±    5 

トラス、アーチ等 

 両端部及び中心部を

測定する。 

 
 

ｈ＞5 

±（2.5＋h／2） 

主桁、主構の 

通り 

   δ（㎜） 

L≦100 

5 ＋L／5 

最も外側の主桁又は

主構について、交点及

び支間中央の１点を測

定する。 

 

主桁 

L＞100 

   25 

主桁、主構の 

そり 

δ（㎜） 

L≦20 

－5～＋5 

プレートガーター 

 各主桁について１０

ｍ～１２ｍ間隔を測定

する。 

 

トラス、アーチ等 

 各主構の各格点を測

定する。 

 

20＜L≦40 

－5～＋10 

40＜L≦80 

－5～＋15 

80＜L≦200 

－5～＋25 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼橋上部工 

桁製作工 

 

（ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ

ｰ) 

（トラス） 

（アーチ） 

（ラーメン） 

 

仮組立精度 

 

主桁、主構の

橋端における

出入差 

δ（㎜） 

 

      10 
ど ち ら か 一 方 の 主 桁

（主構）端を測定する。  

主桁、主構の 

鉛直度 

δ（㎜） 

3＋h／1,000 

プレートガーター 

 各主桁の両端部を測

定する。 

トラス、アーチ等 

 支点及び支間中央付

近を測定する。 

 

現場継手部の 

すき間 

δ1.δ2

（㎜） 

      5 

     ※ ±  5 

主桁、主構の全継手数

の 

１／２を測定する。 

※は耐候性鋼材（裸使

用）の場合 
 

平面対角線長 

δ（㎜） 
δ≦15 

  

検査路製作工 

部材長 

ℓ（ｍ） 

ℓ≦10  ±  5 

ℓ＞10  ±  5 

図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

鋼製伸縮継

手製作工 

部材長 

   Ｗ（ｍ） 

W≦10 

－5～＋10 

W＞10 

－5～＋(5＋W／2) 

製品全数を測定する。 
 

組合せる伸縮

装置との高さ

の差 

 δ1（㎜） 

設計値 

   ±    4 
両端及び中央部付近を

測定する。 

 

 フィンガーの 

食い違い 

δ2（㎜） 

±    2 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

鋼製耐震連

結装置製作

工 

部材長 

ℓ（ｍ） 

ℓ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

ℓ＞10 

    ±   4 

鋼製排水管 

製作工 

部材長 

ℓ（ｍ） 

ℓ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

ℓ＞10 

  ±   4 

橋梁用高欄 

製作工 

部材長 

ℓ（ｍ） 

ℓ≦10 

    ±   3 図面の寸法表示箇所で

測定する。 

 

ℓ＞10 

    ±   4 

金属支承 

接合ボルト孔 

孔の直径差 

＋    2 

－    0 

製品全数を測定する。 

 

接合ボルト孔 

孔の中心距離 

≦1,000 ㎜ 

  ±    1 

＞1,000 ㎜ 

  ±  1.5 

アンカー 

ボルト孔 

孔の直径差 

≦100 ㎜ 

  ＋3・－1 

＞100 ㎜ 

  ＋4・－2 

アンカー 

ボルト孔 

孔の中心距離 

JIS－B－0412 

    並 級 

上沓の橋軸及

び直角方向の

長さ、寸法 

JIS－B－0412 

    中 級 

全移動量 

ℓ≦300 ㎜ 

±    2 

ℓ＞300 ㎜ 

± ℓ／100 

組立絶対高さ

(H) 

上 下 面 加 工 仕

上げ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造用 

H≦300㎜ 

±    3 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

金属支承 

組立絶対高さ

(H) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造用 

H＞300 ㎜ 

（H／200＋3） 

小 数 点 以 下 切

捨て 

 

 

鋳放し長さ寸

法 

鋳放し肉厚寸

法 

JIS－B－0412 

    並 級 

鋳放し加工寸

法 

JIS－B－0412 

    粗 級 

大型ゴム支承 

幅   Ｗ 

W.L.D≦500 ㎜ 

 

0 ～＋5 

製品全数を測定する。 

 

 

 

 

長さ  Ｌ 

500＜W.L.D 

≦1,500 ㎜ 

 

0 ～＋1% 

直径  Ｄ 

1,500＜W.L.D 

 

0 ～＋15 

厚さ  ｔ 

ｔ≦20 ㎜ 

 

0 ～＋1 

厚さ  ｔ 

20＜ｔ≦160 ㎜ 

 

0 ～＋5% 

厚さ  ｔ 

160＜ｔ 

 

0 ～＋8 

平面度  

±    1 

平行度 

ｔｅ≦16 

 

±    1 

平行度 

ｔｅ＞16 

 

±   10% 

アンカーフ

レーム製作 

（仮組立時） 

上面水平度 

  δ1（㎜） 
ｂ／500 

軸 心 上 を 全 数 測 定 す

る。 

 

鉛直度 

  δ2（㎜） 
ｈ／500 

高さ 

   ｈ（㎜） 
±    5 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

塗装工 

 

工場塗装工 

現場塗装工 

塗装厚 

ａ．ロット塗装厚の

平均値は、目標塗膜

厚合計値の９０％

以上。 

ｂ．測定値の最小値

は、目標塗膜厚合計

値の７０％以上。 

ｃ．測定値の分布の

標準値差は、目標塗

膜 厚 合 計 値 の ２

０％を超えない。た

だし、測定値の平均

値が目標塗膜厚合

計値より大きい場

合はこの限りでは

ない。 

工場塗装終了時に測

定する。ただし、工場上

塗りまで塗装する場合

は、下塗終了時と上塗

終了時に測定する。 

なお、鋼橋塗装便覧

にいうＣ塗装系の場合

は、無機ジンクリッチ

ペイント塗布後にも測

定する。 

１ ロ ッ ト の 大 き さ

は、５００㎡とする。 

１ロット当たりの測

定数は２５点とし、各

点の測定は５回行い、

その平均値をその点の

測定値とする。 

 

仮設工 

クレーン架設 

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架

設 

ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ

架設 

架設桁架設 

送出し架設 

ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架

設 

全長、支間 

 
－ 

各桁ごとに全数測定

する。 

 

桁、トランス

の中心間距離 
－ 

一連ごとの両端及び

支間中央について各上

下間を測定する。 

そり 

L≦40ｍ 

±   25 
主桁、主構を全数測定

する。 
L＞40ｍ 

±｛25＋(L－40)｝ 

現場継手工 

現場継手部の 

すき間 

δ1.δ2

（㎜） 

   5 

※ ± 5 

主桁、主構の全継手数

の１／２を測定する。 

δ1,δ2 のうち大きい

もの 

なお設計値が 5mm 未満

の場合は、すき間の許

容範囲の下限値を 0mm

とする。（例：設計値が

3mm の場合、すき間の許

容範囲は 0mm～8mm） 

※は耐候性鋼材（裸使

用）の場合 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

床版工 

基準高 

 

 

±   20 

基準高は、１径間当た

り２箇所（支点付近）で、     

１箇所当たり両端と中央

部の３点、幅は１径間当

たり３箇所、厚さは型枠

設置時におおむね１０㎡

に１箇所測定する。 

床版の厚さは型枠の検

査をもって代える。 

 

コンクリート橋も準用

する。 

 

測定箇所 

 

幅 

Ｗ 

 

±   30 

厚さ 

ｔ 

 

＋20 ～－10 

鉄筋の有効高 

 

 

±   10 

１径間当たり３断面測定

（両端及び中央部）する。 

１断面の測定箇所は断面

変 化 ご と に １ 箇 所 と す

る。 

鉄筋のかぶり 

 

設計値以上 

鉄筋間隔 

±   20 

有効高さがﾏｲﾅｽの

場合 

＋   10 

１径間当たり３箇所測定

（両端及び中央部）する。 

１箇所の測定は、橋軸方

向の鉄筋は全数、橋軸直

角方向の鉄筋は加工形状

ごとに２ｍの範囲を測定

する。 

支承工 

（鋼製支承） 

据付け高さ ±    5 

支承全数を測定する。 

Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

コンクリート橋も準用

する。 

 

※はコンクリート橋に

適用 

可動支承橋軸 

方向のずれ 

 

±   10 

支承中心間隔 

橋軸直角方向 

4＋0.5×（B－2） 

  ※ ±  5 

下沓の水平度 

橋軸方向 

 

1／100 

下沓の水平度 

橋軸直角方向 

 

1／100 

同一支承線上の

可動 

支承のずれの相

対誤差 

 

5 

支承工 

（ゴム支承） 

据付け高さ ±    5 支承全数を測定する。 

上部構造部材下面とゴ

ム支承面との接触面及び

ゴム支承と台座モルタル

との接触面に肌すきが無

いことを確認する。 

コンクリート橋も準用

する。 

支承中心間隔 
 

±   10 

支承の水平度 

橋軸方向 

橋軸直角方向 

1／300 以下 

   5 ㎜以下 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋面工 

基準高 

 

 

±   10 
基準高は、１径間当

たり３箇所（支点上及

び支間中央部）で、１箇

所について両端と中央

部の３点を測定する。 

幅、外形寸法は、１径

間当たり３箇所（両端

及び中央部）又は約１

０ｍごとに測定する。 

 

 

 

ｎ＝（連数－１） 

 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

橋長 ＋（15ｎ＋30） 

－    0 

幅員 ＋   20 

－   10 

断面外形寸法 ＋   10 

－    5 

橋面舗装 

 

舗装工に準ずる 

伸縮装置工 

(ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ) 

据付け高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 

両端及び中央部付近を

測定する。 

 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

表面の凹凸  

  3 

仕上げ高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 

伸縮装置工 

（鋼製ﾌｨﾝ

ｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ） 

据付け高さ  

±    3 

高さについては車道

端部、中央部において

車線方向に各３点合計

９点 

表面の凹凸は長手方

向( 橋軸直角方向）に

３ｍの直線定規で測っ

て凹凸が３mm 以下 

歯咬み合い部は車道

端部、中央部の計３点 

 

 

 

歯形板面の噛み合い部

の高低差：噛み合い部

中心 A、B 点の差 

 

 

コンクリート橋も準用

する。 

車線方向各点 

誤差の相対差 

 

     3 

表面の凹凸  

     3 

歯型板面の咬

み合部の高低

差 

 

     2 

縦方向間隔 

 

 

±    2 

横方向間隔 

 
±    5 

仕上げ高さ 舗装面に対し 

0 ～ －2 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

コンクリート 

橋上部工 

 

プレテンシ

ョン桁購入 

 

（スラブ橋） 

桁長 

  Ｌ（ｍ） 

L≦10m 

±   10 

桁全数について、測

定する。 

橋桁のそりは中央の

値とする。 

なお、ＪＩＳ製品の

場合は、ＪＩＳ認定工

場の成績表に変えるこ

とができる。ＪＩＳ製

品以外は、ＪＩＳ製品

に準ずる。 

 

L＞10m 

±  L／1,000 

断面外形寸法     

（㎜） 

 

±    5 

橋桁のそり 

δ1（㎜） 

 

±    8 

横方向の曲がり 

δ2（㎜） 

 

±   10 

ポストテン

ションＴ桁

製作工 

幅 （上） 

    Ｗ1 

＋   10 

－    5 全数について測定す

る。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッシン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部の

３箇所とする。 

 

ℓ：スパン長 

 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

±    5 

高さ 

    ｈ 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

    ℓ 

ℓ＜15m ± 10 

ℓ≧15m±（ℓ－5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

最大タワミ 

 

0.8 ℓ 

プレキャス

トセグメン

ト桁購入 

桁長 

    ℓ 

 

－ 

桁全数について、測

定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、図面の寸法表示

箇所で測定する。 

 

断面外形寸法 

    （㎜） 

 

－ 

プレキャス

トセグメン

ト桁組立工 

桁長 

スパン長 

    ℓ 

ℓ＜15m ± 10 桁全数について、測

定する。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッチン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部の

３箇所とする。 

ℓ:スパン長 

 

ℓ≧15m±（ℓ－5） 

かつ－30 ㎜以内 

 

横方向 

最大タワミ 

 

0.8 ℓ 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

Ｐ Ｃ ホ ロ ー

ス ラ ブ 製 作

工 

Ｒ Ｃ 場 所 打

ホ ロ ー ス ラ

ブ製作工 

 

ＰＣ版桁 

製作工 

基準高  

±   20 

桁全数について測

定する。 

基準高は、１径間当

たり２箇所（支点付

近）で１箇所当たり両

端と中央部の３点。幅

及び厚さは、１径間当

たり両端と中央部の

３箇所を測定する。 

横方向タワミの測

定は、プレストレッシ

ング後に測定する。 

 

ℓ：スパン長 

 

 

 

幅 

    W1.W2 

 

＋ 30 ～ － 5 

厚さ 

    ｔ 

 

＋ 20 ～ － 10 

桁長 

スパン長 

 

    ℓ 

ℓ＜15m 

±   10 

ℓ≧15m 

± （ℓ－5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

最大タワミ 

 

0.8 ℓ 

ＰＣ箱桁 

製作工 

ＰＣ片持 

箱桁製作工 

基準高  

±   20 

桁全数について測

定する。 

基準高は、１径間当

たり２箇所（支点付

近）で１箇所当たり両

端と中央部の３点。幅

及び厚さは、１径間当

たり両端と中央部の

３箇所を測定する。 

横方向タワミの測

定は、プレストレッシ

ング後に測定する。 

 

ℓ：スパン長 

 

 

 

幅 （上） 

    Ｗ1 

 

＋ 30 ～ － 5 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

＋ 30 ～ － 5 

内空幅 

    Ｗ3 

 

±    5 

高さ 

    ｈ1 

＋   10 

－    5 

内空高さ 

    ｈ2 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

    ℓ 

ℓ＜15m 

±   10 

ℓ≧15m 

± （ℓ－5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

最大タワミ 

 

0.8 ℓ 

 



  - 44 -  

５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ＰＣ押出し 

箱桁製作工 

基準高  

±   20 

桁全数について測定

する。 

横方向タワミの測定

は、プレストレッシン

グ後に測定する。 

桁断面寸法の測定箇

所は、両端部、中央部の

３箇所とする。 

 

 

ℓ：スパン長 

 

 

 

 

 

幅 （上） 

    Ｗ1 

 

＋ 30 ～ － 5 

幅 （下） 

    Ｗ2 

 

＋ 30 ～ － 5 

内空幅 

    Ｗ3 

 

±    5 

高さ 

    ｈ1 

＋   10 

－    5 

内空高さ 

    ｈ2 

＋   10 

－    5 

桁長 

スパン長 

 

    ℓ 

ℓ＜15m 

±   10 

ℓ≧15m 

± （ℓ－5） 

かつ－30 ㎜以内 

横方向 

最大タワミ 

 

0.8 ℓ 

地覆工 

幅 

    Ｗ1 

 

＋ 20 ～ － 10 

１径間当たり両端と中

央部の３箇所を測定す

る。 

 

 

高さ 

    ｈ 

 

＋ 20 ～ － 10 

有効幅員 

    Ｗ２ 

 

＋ 30 ～ 0 

 



  - 45 -  

５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋台 

基準高  

±   20 

橋軸方向の断面寸法

は、中央及び両端部。 

その他は寸法表示箇所

を測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ）はゴム支承の

場合。  

天端長 

    ℓ1 

 

－   20 

敷長 

    ℓ2 

 

－   20 

天端幅 

  Ｗ1 Ｗ2 

 

－   10 

敷幅 

     Ｗ3 

 

－   10 

高さ 

    ｈ1 

 

－   20 

橋壁の高さ 

    ｈ2 

 

－   10 

壁の厚さ 

    ｔ 

 

－   10 

橋壁間距離 

    ℓ 

 

±   30 

支間長及び 

中心線の変位 

 

±   30 

ア 

ン 

カ 

丨 

ボ 

ル 

ト 

箱 

抜 

 

計画高 

 

 

＋ 10 ～ － 30 

( ＋  10 ～  － 

20) 

平面位置 

 

 

±   20 

 

アンカー

ボルト孔

の鉛直度 

 

 

 

 

1/50 以下 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋脚 

基準高  

±   20 

橋軸方向の断面寸法

は、中央及び両端部。   

その他は寸法表示箇所

を測定する。 

 

天端長 

    ℓ1 

 

－   20 

基礎長 

    ℓ2 

 

－   20 

天端幅 

    Ｗ1 

 

－   10 

基礎幅 

    Ｗ2 

 

－   20 

高さ 

    ｈ 

 

－   20 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

橋台下部工 

 

ＲＣ橋脚 

厚さ 

ｔ 

 

－   10 

（  ）はゴム支承の

場合。 

 

 

 

橋脚中心間 

距離   ℓ  

 

±   30 

支間長及び 

中心線の変位 

 

±   30 

ア 

ン 

カ 

丨 

ボ 

ル 

ト 

箱 

抜 

計画高 
＋ 10 ～ － 30 

( ＋  10 ～  － 

20) 

平 面 位

置 

 

±   20 

 

ア ン カ

ー ボ ル

ト 孔 の

鉛直度 

 

1/50 以下 

基礎工 

 

オープンケ

ーソン基礎 

 

ニューマチ

ックケーソ

ン基礎 

基準高  

－  100 

各打設ロットごとに測

定する。 

 

 

 

ケーソンの 

長さ   ℓ 

 

－   30 

ケーソンの 

幅      Ｗ 

 

－   30 

ケーソンの 

高さ   ｈ 

 

－  100 

ケーソンの 

壁厚   ｔ 

 

－   10 

偏心量     

ｄ 

 

200 以内 

基礎工 

 

鋼管 

井筒基礎 

基準高  

±   50 

 

 

 

根入長  

設計値以上 

偏心量 

      

ｄ 

 

200 以内 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

 

 

基礎工 

 

 

コンクリート

杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

  

１．共通工 

基礎工に準ずる 

場所打杭 

深礎杭 
  

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

吹 付 け

コ ン ク

リート 

 

吹付け厚さ 

設計 吹付 け厚以

上。 

ただし、良好な岩

盤で施工端部、突

出部 等の 特殊な

箇所 は設 計吹付

け厚 の１ ／３以

上を 確保 するも

のとする。 

施工延長２０ｍごと

に図に示す（１）～（７）

及び断面変化点の検測

孔を測定する。 

（注）良好な岩盤とは、

道路トンネル技術基準

（構造編）にいう地盤

等級Ａ又はＢに該当す

る地盤とする。 

 

ロ ッ ク

ボルト 

位置間隔 

 

 

－ 

施工延長２０ｍごとに

断 面 全 本 数 を 測 定 す

る。 

 

削孔角度 

 

 

－ 

削孔深さ 

 

 

－ 

孔径 

 

 

－ 

突出量 

 

プレート下面から  

10 ㎝以内 

覆 工 コ

ン ク リ

ート 

 

側 壁 コ

ン ク リ

ート 

基準高 

（堆頂） 

 

±   50 

（１）基準高、幅、高

さは、施工延長２０ｍ

につき１箇所の割合で

測定する。 

（２）厚さは、 

イ．コンクリート打

設前の巻立空間を１打

設長の終点を図に示す

各点で測定、中間部は

コンクリート打設口で

測定する。 

 

 

幅 

（全幅） Ｂ 

 

－   50 

高さ 

（内法） ｈ 

 

－   50 

厚さ 

  ｔ1.ｔ2 

 

設計値以上 

延長      

Ｌ 

 

－ 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

 

  ロ．コンクリート打設後、覆工

コンクリートについて１

打設長の端面（施工継手の

位置）において、図に示す

各点の巻厚を測定する。 

ハ．検査孔による巻厚の測定

は、図の（１）は２０ｍに

１箇所、（２）～（３）は５

０ｍに１箇所の割合で測

定する。    

なお、トンネル延長が１

００ｍ以下のものについ

ては、１トンネル当たり２

箇所以上の検測孔による

測定を行う。 

   ただし、以下の場合には

左記の規格値は適用除外

とする。 

・良好な地山における岩

又は吹付 

コンクリートの部分的な

突出で、設計覆工厚の１

／３以下のもの。 

なお、変形が収束してい

るものに限る。 

・異常土圧による覆工厚

不足で、型枠の据付け時に

は安定が確認され、かつ別

途構造的に覆工の安全が

確認されている場合。 

・鋼アーチ支保工、ロック

ボルトの突出。 

 

床 版 コ

ン ク リ

ート 

幅 

    Ｗ 

 

－   50 

施工延長２０ｍにつき１箇

所の割合で測定する。 

延長４０ｍ以下のトンネル

は最低２箇所測定する。 

 
厚さ 

    ｔ 

 

－   30 
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５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

イ ン バ

ー ト 本

体工 

幅 

（全幅）Ｗ 

 

－   50 

 

（１）幅は、施工延長２

０ｍにつき１箇所測定

する。 

（２）厚さは、覆工の

イ．ロ．ハを準用する。 

なお、トンネル延長

が５０ｍ以下のものに

ついては、１トンネル

当たり２箇所以上の検

測 孔 に よ る 測 定 を 行

う。 

 ただし、以下の場合

には左記の規格値は適

用除外とする。 

・異常土圧による覆工

厚不足で、型枠の据付

け時には安定が確認さ

れ、かつ別途構造的に

覆工の安全が確認され

ている場合。 

・鋼アーチ支保工、ロッ

クボルトの突出。 

 

 

 

 

 

厚さ 

   ｔ1.ｔ2 

 

規格値以上 

延長 

    Ｌ 

 

－ 

地下 

排水工 

基準高  

±   30 
施工延長２０ｍにつ

き１箇所の割合で測定

する。 

延長４０ｍ以下は最

低２箇所測定する。 

延長は１施工箇所ご

とに測定する。 

 

幅 

  Ｗ1.Ｗ2 

 

－   50 

深さ     

ｈ 

 

－   30 

延長     

Ｌ 

 

－   50 

 



  - 50 -  

５．道路工事 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

ト 

 

ン 

 

ネ 

 

ル 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

坑門 

本体工 

基準高 

 

 

±   50 

設計図の寸法表示箇所

で測定する。 

 

 

幅 

  Ｗ1.Ｗ2 

 

－   30 

高さ 

ｈ＜３ｍ 

 

－   50 

高さ 

  ｈ≧３ｍ 

 

－  100 

延長     

Ｌ 

 

－  200 

明り巻工 

基準高 

 （拱頂） 

 

±   50 

基準高、幅、高さ、厚

さは、施工延長２０ｍ

につき１箇所を測定す

る。 

なお、厚さについて

は図に示す各点①～⑩

について測定する。 

延長４０ｍ以下は最

低２箇所測定する。 

 

 

 

 

 

幅 

（全幅） Ｗ 

 

－   50 

高さ 

（内法） ｈ 

 

－   50 

厚さ     

ｔ 

 

－   20 

延長     

Ｌ 

 

－ 

湧

水

処

理 

暗渠工 

幅     

Ｗ 

 

－   50 

施工延長２０ｍごと

に１箇所測定する。 

施工延長４０ｍ未満

の箇所は最低２箇所測

定する。 

施工総延長は設計値

以上とする。 

 

 

 

高さ       

ｈ 

 

－   30 

延長     

Ｌ 

 

－   50 
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６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

植栽工 

施工面積 

面積 

     ha 

 

－    0 １施工地で最低３箇

所測定する。 

１箇所とは、２辺と

その内角をいう。  

 

測点内角 

     α 

 

±   1° 

測点間距離 

     Ｌ 

 

±  0.5％ 

植栽工 

コンテナ苗 

植付け本数 

－  0 

プロット内の全本数を

測定する。 

プロットは 

20m×20m＝ 400m2 とす

る。 

プロットは５ha に１箇

所の割合で設定する。 

５ha 未満は２箇所設定

する。 

植穴、幅 

    ｄ －  0 プロット内で５箇所を

植穴、高さを測定する。 植穴、高さ 

    ｈ －  0 

根鉢、直径 

    ｄ －  0 

箱苗及び梱包苗は５０

０本に１本、コンテナ

苗は２００本に１本測

定する。 

根鉢、高さ 

    ｈ －  0 

樹高（苗長） 

    Ｈ 

県指定の規格値

以上 

根元径 

    ￠ 

県指定の規格値

以上 

植栽工 

 山行用苗 

植付け本数  

－    0 

プロット内の全本数を

測定する。 
プロットは 

２０ｍ×２０ｍ＝４０

０㎡とする。 

プロットは５ha に１箇

所の割合で設定する。 

５ha 未満は２箇所設定

する。 

植穴、幅 

     ｄ 

 

－    0 プロット内で５箇所を

測定する。 植穴、高さ 

     ｈ 

 

－    0 

樹高 

     Ｈ 

県指 定の 規格値

以上 

箱苗及び梱包苗は５

００本に１本、ポット

苗は２００本に１本測

定する。 

根元径 

     ￠ 

県指 定の 規格値

以上 

植樹工 

 

 大苗木 

 中苗木 

小苗木 

株物 

植付け本数 －    0 全数測定する。 

 

大苗・中苗木 

樹高   Ｈ 
規格値以上 

植栽樹種ごとの、２０％

以上を測定する。 

（最低１０本を測定） 
幹周り  ￠

枝張   Ｗ 

小苗木・株物 

樹高     Ｈ 

規格値以上 

植栽樹種ごとの、１０％

以上を測定する。 

（最低５本を測定） 
葉張   Ｗ 

株立数  本 
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 ６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

植樹工 

 

 大苗木 

 中苗木 

小苗木 

株物 

植穴、

幅     

ｄ 

 

－    0 
植 栽 樹 種 ご と の 、 １

０％以上を測定する。 

（最低５本を測定） 

 

 

 

 

 

 

樹種ごとに記号及び番

号を符した植樹配置図

を作成する。 

植穴、高さ     

ｈ 

 

－    0 

肥料 

堆肥 

 

－    0 

支柱 規格値以上 

本数調整伐 

 

伐倒本数 

 

＋   5% 

    －   0 
施工ブロックごとに全

数管理。 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

枝落とし 

本数  

±   0％ 
施工ブロックごとに全

数管理。 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

高さ 

      

ｈ 

 

－   0 

枝落とし B 

高さ 

    ｈ 

 

－   0 

標準地*1 内対象木の平

均枝下高 

*1 

・施工ブロックごと 1 箇所 

・2ha を超える場合は 1ha 増

すごとに 1 箇所追加 

・10m×10m 

 

管理方法 

①作業班の作業日報 

②ナンバーテープ等証

明出来るものであれば

内容は問わない。 

 

防風工 

 （丸太柵） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長２０ｍごと

に１スパン測定する。 

最 低 ２ ス パ ン 測 定 す

る。 

 

 

スパン延長 

     ±    ５０ 

 

 

 

止杭根入れ      

ｔ 

 

－    0 

柵高      

Ｈ 

 

－   50 

施工総延長      

Ｌ 

 

－    0 

防風工 

  （竹柵） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長２０ｍごと

に１スパン測定する。 

最 低 ２ ス パ ン 測 定 す

る。 

 

 

 

 

支柱根入れ      

ｈ 

 

－    0 

柵高      

Ｈ 

 

－   50 

※除伐の測定基準については枝落とし B に準じる 
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 ６．森林整備 

工 種 項 目 規格値（㎜） 測 定 基 準 摘  要 

防風工 

 （竹柵） 

施工総延長  

－    0 

スパン延長 

     ±    ５０ 

 

丸太柵工 

丸太径     

Φ 

 

±  10% 施工延長５０ｍごと

に１箇所の割合で測定

する。 

５０ｍ未満の施工地

は 最 低 ２ 箇 所 測 定 す

る。 

 

 

 

柵高     

ｈ 

 

±   50 

スパン延長     

ℓ 

 

±  100 

施工総延長     

Ｌ 

 

－    0 

防護柵工 

（鹿ネット） 

資材 

形状、寸法 

 

設計値以上 

施工延長５０ｍごと

に１箇所の割合で測定

する。 

 

 

 

柵高     

Ｈ 

 

±   50 

スパン延長     

ℓ 

 

±  100 

施工総延長     

Ｌ 

 

－    0 

防火線 

延長     

Ｌ 

 

－    0 
新設は５０ｍごとに

１箇所の割合で測定す

る。 

 

維持・修理は最低３

箇所以上測定する。 

 

 

側溝 

幅、高さ 

 

±   50 

表土はぎ取り

幅    Ｗ 

 

－    0 

刈り払い

幅    

Ｗ 

 

－    0 

作業路 

作業歩道 

幅員    

Ｗ 

延長    

Ｌ 

敷砂利幅  

ｂ 

敷砂利厚  

ｔ 

 

－    0 

起点、終点、中間３点

の５箇所を測定する。 

 

延 長 １ ０ ０ ｍ 未 満

は、起点、終点、中間点

の３箇所を測定する。 

 

 

 

※除伐の測定基準については枝落とし B に準じる 
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［ ２ ］  品 質 管 理 基 準 
 

 １．適  用  

   この基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する土木工事について適  

用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工

事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督員の承諾

を得て他の方法によることができる。  

 

 ２．管理の実施  

（１）受注者は、工事施工前に、品質管理計画及び品質管理担当者を定めなければ

ならない。  

（２）品質管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な品質管理を行わな

ければならない。  

（３）受注者は、試験等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速

やかに実施しなければならない。  

（４）受注者は、試験等の結果をその都度、品質管理表に記録整備し、適切な管理

のもと保管し、完成届と同時に提出しなければならない。なお、監督員の要請

があれば直ちに提出しなければならない。  

 

 ３．管理項目及び方法  

   受注者は、当該工事に使用する材料の品質を管理基準に定める試験項目、試験方

法、試験基準により適正に実施し、内容に応じて品質管理図表等を作成するものと

する。  

   品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている項目は全面的に実施し、

「その他」となっている項目は、設計図書で指定するもの及び監督員が指示するも

のを実施するものとする。なお、「試験成績表等による確認」に該当する項目は、

試験成績書やミルシートによって規定の品質（規格値）を満足しているか確認する

ことができるが、必要に応じて現場検収を実施しなければならない。  

 

 ４．規格値  

受注者は、品質管理基準により測定した各実測（試験、検査）値は、すべて規格

値を満足していなければならないものとする。  

 

  

 



 
品質管理基準・規格値 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

 

 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

配合試験  

特記仕様書で指示し

た場合。 

ＪＩＳ指定工場以外

の製品を使用する場

合。 

現場練りコンクリー

トの場合。 

 

 

塩化物総量 

アルカリ 

骨材反応対策 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

骨材試験を行う場合

は、工事開始前、工事

中１回以上/6 ヶ月及

び産地が変わった場

合。 

「コンクリートの耐

久性向上対策」によ

る。 

 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

 

骨材の 

ふるい分け 

試験 

JIS  A 1102 

JIS  A 5005 

JIS  A 5001-1～

4 JIS  A 5021 

工事開始前、工事中1

回/月以上及び産地が

変わった場合。 

 

設計図書による。 

 

生コン使用の場合は

年１回または材料の

変化時に建設技術情

報センターにおいて

施工の前年度以降に

実施した試験成績書

によりで品質の適合

を確認すれぼ施工ご

との試験を省略でき

る。（注1） 

骨材の密度 

及び吸水率 

試験 

JIS  A 1109 

JIS  A 1110 

JIS  A 5005 

JIS  A 5001-1～

4 JIS  A 5021 

工事開始前、工事中1

回/月以上及び産地が

変わった場合。 

絶乾密度：2.5 以上 

細骨材の吸収率：3.5%

以下 

粗骨材の吸収率：3.0%

以下 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

JIS  A 1121 

JIS  A 5005 

 

工事開始前、工事中1

回以上/か月及び産地

が変わった場合。 

ただし、砂利の場合

は、工事開始前、工事

中 1 回/月以上産地が

変わった場合。 

砕石 40%以下 

砂利 35%以下 

舗装ｺﾝｸﾘｰﾄは 35%以下 

ただし、積雪寒冷地の

舗装ｺﾝｸﾘｰﾄの場合は、

25% 

以下 

骨材の 

微粒分量 

試験 

JIS  A 1103 

JIS  A 5005 

JIS  A 5308 

 

工事開始前、工事中1

回以上/月以上及び産

地が変わった場合。 

（山砂の場合は、工事

中1回/週以上） 

粗骨材 

砕石 3.0%以下（ただし、粒形判断実積率が 58%

以上の場合は5.0％以下） 

スラグ粗骨材5.0%以下 

それ以外（砂利等）1.0%以下 

細骨材 

砕砂 9.0%以下（ただし、すりへり作用を受け

る場合は 5.0％以下） 

スラグ細骨材 7.0%以下（ただし、すりへり作

用を受ける場合 5.0%以下） 

それ以外（砂等）5.0%以下（ただし、すりへり

作用を受ける場合3.0%以下） 

砂の有機 

不純物試験 

JIS  A 1105 

 

工事開始前、工事中1

回以上/12 か月及び

産地が変わった場合。 

 

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強

度が９０％以上の場

合は使用できる。 

 

濃い場合は、JIS  A 

1142「有機不純物を含

む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮

強度による試験方法」

による。 

モルタルの圧縮

強度による砂の

試験 

JIS  A 1142 
試料となる砂の上部

における溶液の色が

標準色より濃い場合。 
圧縮強度の90%以上 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材中の 

粘土塊量

の試験 

JIS  A 1137 

工事開始前、工事中1回

以上/月及び産地が変

わった場合。 

細骨材 1.0%以下 

粗骨材 0.25％以下 
（注 1） 

硫酸ナト

リウムに

よる骨材

の安定性

試験 

JIS-A-1122 

JIS-A-5005 

砂、砂利、砕砂、砕石： 

工事開始前、工事中1回

以上/12 か月及び産地

が変わった場合。 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

寒冷地で凍結のおそれがあ

る地点に適用する。 

ｾﾒﾝﾄの 

物理試験 
JIS-R-5201 製造会社の試験成績表 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

ｾﾒﾝﾄの化

学分析 
JIS-R-5202 製造会社の試験成績表 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

ｾﾒﾝﾄの水

和熱測定 
JIS-R-5203 製造会社の試験成績表 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 
 

ｾﾒﾝﾄの蛍

光 X 線分

析方法 

JIS-R-5204 製造会社の試験成績表 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 
 

練混ぜ水

の 

水質試験 

上水道水及び上

水道水以外の水

の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中 1

回以上/12 か月及び水

質が変わった場合。 

懸濁物質の量：2g/ℓ以下 

溶解性蒸発残留物の量： 

1g/ℓ以下 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：始

発は 30分以内、終結は60

分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材令7

及び 28 日で 90%以上 

上水道を使用している場合

は試験に換え、上水道を使

用していることを示す資料

により確認を行う。 

回収水の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中1回

以上/12 か月及び水質

が変わった場合。 

スラッジ水の濃度は 1

回/日 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：始

発は 30分以内、終結は60

分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材令

7及び 28 日で 90%以上 

その源水は、上水道水及び

上水道水以外の水の規定に

適合すること。 

製

造

ﾌﾟﾗ

ﾝﾄ 

そ 

の 

他 

計量設備

の計量精

度 

 
工事開始前、工事中 1

回/6 か月以上。 

水   : ±１％以内 

セメント: ±１％以内 

骨材  : ±３％以内 

混和剤 : ±２％以内 

(高炉ｽﾗｸﾞ微粉末の場合: 

±１％以内) 

混和剤 : ±３％以内 

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの場合、印

字記録による確認を行う｡ 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

メ 

 

ン 

 

ト 

 

・ 

 

コ 

 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

｜ 

 

 

ト 

製 

 

 

造 

 

 

プ 

 

 

ラ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

試 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの場

合 

JIS-A-1119 

JIS-A-8603-1 

JIS-A-8603-2 

工事開始前、工事中1回

以上/12 か月。 

コンクリートの練り混ぜ

量 

公称容量の場合: 

コンクリート内のモルタ

ル量の偏差率：0.8%以下 

コンクリート内の粗骨材

量の偏差値：5%以下 

圧縮強度の偏差率：7.5%以

下 

コンクリート内空気量の 

偏差率：10％以下 

コンステンシー（スラン

プ）の偏差率： 15%以下 

小規模工事※で 1 種別当た

りの総使用量が 50 ㎥未満

の場合は 1 種別 1 回以上の

試験、またはﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ工場(JIS ﾏｰｸ表示認証製品

を製造する工場)の品質証

明書等のみとすることがで

きる。 

※小規模工事とは、以下の

工種を除く工種とする。 

(橋台、橋脚、杭類(場所打

杭、井筒基礎等)、橋梁上部

工(桁、床版、高欄等)擁壁工

(高さ 1m 以上)、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路、（内

幅2.0m 以上）護岸、ダム及

び堰、トンネル、舗装、その

他これらに類する工種及び

特記仕様書で指定された工

種 

連続ミキサの 

場合 

土木学会基準 

JSCE-I502-2013 

工事開始前、工事中1回

以上/12 か月。 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差：0.8%以

下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差：5%以下 

圧縮強度の差：7.5%以下 

空気量の差：1%以下 

スランプの差：3㎝以下 

細骨材の表 

面水率試験 
JIS-A-1111 2 回/日以上 設計図書による。 

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ以外の場

合に適用する。 

粗骨材の表

面水率試験 
JIS-A-1125 1 回/日以上 設計図書による。 

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ以外の場

合に適用する。 

塩化物 

総量規制 

「コンクリート耐

久性向上対策」に

よる。                                          

・荷卸し時 

鉄筋コンクリート重要

構造物に適用する。 

コンクリートの打設が

午前・午後にまたがる

場合は、午前 1 回コン

クリート打設前に行

い、その試験結果が塩

化物総量の 1/2 以下の

場合は、午後の試験を

省略することができ

る。(1 試験の測定回数

は3回とする)試験の判

定は 3 回の測定値の平

均値。 

原則０．３㎏／㎥以下 

小規模工事※で 1 種別当た

りの総使用量が 50 ㎥未満

の場合は 1 種別 1 回以上の

試験、またはﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ工場(JIS ﾏｰｸ表示認証製品

を製造する工場)の品質証

明書等のみとすることがで

きる。 

1 種別当たり総の使用量が

50m3 以上の場合は、50m3 ご

とに 1回の試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場

合は、「海砂の塩化物イオン

含有率試験方法」（JSEC-

C502,503）または設計図書

の規定により行う。 

※小規模工事とは、以下の

工種を除く工種とする。 

(橋台、橋脚、杭類(場所打

杭、井筒基礎等)、橋梁上部

工(桁、床版、高欄等)擁壁工

(高さ 1m 以上)、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路、（内

幅2.0m 以上）護岸、ダム及

び堰、ﾄﾝﾈﾙ、舗装、その他こ

れらに類する工種及び特記

仕様書で指定された工種 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

単位水量 

測定 

「レディーミク

ストコンクリー

トの品質確保に

ついて」によ

る。 

 

・荷卸し時 

「レディーミク

ストコンクリー

ト単位水量測定

要領（案）」参照 

 

1)測定した単位水量が、配合設計

±15kg/m3の範囲にある場合はその

まま施工してよい。 

2)測定した単位水量が、配合設計

±15kg/m3を超え±20kg/m3の範囲

にある場合は、水量変動の原因を

調査し、生コン製造者に改善を指

示し、その運搬車の生コンは打設

する。その後、配合設計±15kg/m3

以内で安定するまで、運搬車の3台

毎に1回、単位水量の測定を行う。 

3)配合設計±20kg/m3の指示値を越

える場合は、生コンを打込まず

に、持ち帰らせ、水量変動の原因

を調査し、生コン製造業者に改善

を指示しなければならない。その

後の全運搬車の測定を行い、配合

設計±20kg/m3以内になることを確

認する。更に、運配合設計±

15kg/m3以内で安定するまで,、運

搬車の3台毎に1回、単位水量の測

定を行う。その後の全運搬車の測

定を行い、配合設計±20kg/m3以内

になることを確認する。更に、運

配合設計±15kg/m3以内で安定する

まで、運搬車の3台毎に1回、単位

水量の測定を行う。 

なお、測定値が管理値または指示

値を超えた場合は1回に限り再試験

を実施できる｡ 

再試験を実施したい場合は2回の測

定結果のうち、配合設計との差の

絶対値の小さい方で評価してよ

い。 

示方配合の単位水量

の上限値は、 

粗骨材最大寸法が 20

㎜～25 ㎜の場合は

175 ㎏/m3、40 ㎜の場

合は165㎏/m3を基本

とする。 

【対象工種】 

1 鉄筋ｺﾝｸ ﾘ-ﾄ擁壁

（H≂5m 以上） 

2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（内空

断面積25 ㎡以上） 

3 橋梁（上・下部・床

板） 

4 トンネル 

5 治山ダム（H≂10m 以

上） 

6 その他測定が必要

と認められる重要構

造物 

※1.ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品を除

く 

※2.1 日当たりｺﾝｸﾘ-

ﾄ使用量が 100m3 未満

の場合でも、上記 1～

6に該当する場合は、

単位水量測定を実施

するものとする。 

スランプ 

試験 
JIS-A-1101 

・荷卸し時 

・圧縮強度、曲げ

強度試験用供試体

及び打ち込み中に

品質の変化が認め

られた時。ただ

し、道路橋鉄筋ｺﾝｸ

ﾘ-ﾄ床版にﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄ

ｺﾝｸﾘ-ﾄを用いる場

合は原則として全

運搬車測定を行

う。 

・道路床版の場

合、全運搬車測定

を行うがスランプ

試験の結果が安定

し良好な場合はそ

の後スランプ試験

の頻度について監

督員と協議し低減

することができ

る。 

 

スランプ 

5 ㎝以上 8㎝未満 

：許容差±1．5㎝ 

8 ㎝以上 18 ㎝以下 

：許容差±2.5 ㎝ 

2.5 ㎝：許容差±1.0 ㎝ 

小規模工事※で 1 種別

当たりの総使用量が50

㎥未満の場合は 1 種別

1回以上の試験、または

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場

(JIS ﾏｰｸ表示認証製品

を製造する工場)の品

質証明書等のみとする

ことができる。 

1 種別当たり総の使用

量が 50m3 以上の場合

は、50m3 ごとに 1回の

試験を行う。 

・骨材に海砂を使用す

る場合は、「海砂の塩化

物イオン含有率試験方

法」（JSEC-C502,503）ま

たは設計図書の規定に

より行う。 

※小規模工事とは、以

下の工種を除く工種と

する。 

(橋台、橋脚、杭類(場

所打杭、井筒基礎等)、

橋梁上部工(桁、床版、

高欄等)擁壁工(高さ

1m 以上)、函渠工、樋

門、樋管、水門、水路、

（内幅 2.0m 以上）護

岸、ダム及び堰、ﾄﾝﾈﾙ、

舗装、その他これらに

類する工種及び特記仕

様書で指定された工種 
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工種 種別 
試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

セ 

 

 

メ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

・ 

 

 

コ 

 

 

ン 

 

 

ク 

 

 

リ 

 

 

｜ 

 

 

ト 

 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

コンク

リート

の圧縮

強度試

験 

JIS-A-1108 

・荷卸し時又は工場出荷

時に運搬車から採取し

た試料。 

１回／日以上、原則とし

て１５０㎥（構造物の重

要度と工事規模に応じ

て打設量２０㎥～１５

０㎥）毎に１回、及び荷

卸し時に品質変化が認

められた時。 

 但し、道路橋鉄筋コン

クリート床版にレディ

ーミクストコンクリー

トを用いる場合は、原則

として全運搬車測定を

行う。 

・道路橋床版の場合、全

運搬車を行うが、スラン

プ試験の結果が安定し

良好な場合は、その後ス

ランプ試験の頻度につ

いて監督員と協議し低

減できる。 

・早強セメントの場合は

必要に応じて１回に付

き３個（３日強度）を追

加で採取できる。 

・鉄筋コンクリートの重

要構造物（注：参照）に

ついては、打設日１日に

つき２回（午前・午後）

とする。 

１回（供試体３本の平均

値）の試験結果呼び強度

の値の 85％以上。かつ 3

回の試験結果の平均値は

呼び強度以上であるこ

と。 

（1回の試験結果は、3個

の供試体の試験値の平均

値） 

・供試体の試料は荷卸し

場所にて採取し、標準養

生とする。 

 

・供試体は１回につき６

個採取（７日強度及び２

８日強度、各３本） 

 

・小規模工種※で１工事

当たりの総数量が５０㎥

未満の場合は、１工種１

回以上の試験、又は、レデ

ィーミクストコンクリー

ト工場の品質証明書のみ

とすることができる。 

※小規模工種とは、以下

の工種を除く工種とす

る。（橋台、橋脚、杭類（場

所打杭、井筒基礎等）、橋

梁上部工（桁、床版、高欄

等）、擁壁工（高さ１ｍ以

上）、函渠工、樋門、樋管、

水門、水路（内幅2.0m 以

上）、護岸、ダム及び堰、

トンネル、舗装、その他こ

れらに類する工事及び特

記仕様書で指定された工

種。） 

 

空気量

測定 

JIS-A-1116 

JIS-A-1118 

JIS-A-1128 

・荷卸し時 

・圧縮強度、曲げ強度

試験用供試体採取時及

びコンクリート打ち込

み中に品質の変化が認

められたとき。 

許容差 ±1.5％ 
小規模工種※については

圧縮強度試験に準ずる。 

そ 

 

の 

 

他 

コンクリ

ートの曲

げ強度試

験 

JIS-A-1106 

コンクリート舗装の場

合に適用し、打設日毎

に 2 回（午前・午後）

に行う。なお、テストピ

ースは１回につき 3 個

（4 週強度３本）とす

る。 

１回（供試体３本の平均

値）の試験結果は、呼び

強度の 85%以上、かつ回

の試験結果の平均値は呼

び強度以上。 

供試体の試料は荷卸し場

所にて採取し、標準養生

とする。 

コアによ

る強度試

験 

JIS-A-1107 
品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

コンクリ

ートの洗

い分析試

験 

JIS-A-1112 
品質に異常が認められ

た場合に行う。 
設計図書による。  

施 

工 

後 

試 

験 

必 

 

 

須 

ひび割れ 

調  査 

スケールによ

る測定 

本数、総延長、ひび割れ

幅等 
0.2 ㎜  

シュミッ

トハンマ

ーによる

試験 

コンクリート 

標準示方書 

（基準編） 

コンクリート標準示方

書（基準編）「硬化コン

クリートのテストハン

マー強度の試験方法」

による。 

 

設計基準強度 

任意の材齢の圧縮強度か

ら材齢２８日の圧縮強度

を推定する場合は附図－

１により参考とすること

ができる。 
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 附図―１ 材令任意の圧縮強度による材令 28 日の圧縮強度の推定 
 

 

 
 

注：重要構造物とはＰＣ桁（工場製作桁は除き、間詰・横桁は含む）、鋼橋のＰＣ床版、ＲＣ橋、井筒、水門、 

樋門等、擁壁（高さ２ｍ以上）治山工事の本堤及び副堤、その他上記に類するもののほか、特記仕様書に

示す 

構造物。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

材 

・ 

棒 

鋼 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

降伏点 

引張強さ 

伸び 

JIS-A-3112 

鋼材規格証明及び外況

検査。 

重要構造物を除き２ｔ

未満は規格証明を省略

することができる。 

JIS-A-3112 
特に試験を必要とする場

合は、監督員の指示によ

り行う。 

寸 法 JIS-G-3112 
同一形状、寸法のもの

１ロールごとに１個の

供試体を採取する。 

JIS-G-3112  

鋼 

 

 

 

材 

 

 

 

ガ 

 

 

 

ス 

 

 

 

圧 

 

 

 

接 

施 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

前 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

外観検査 

・目 視 
 圧接面の研磨状

況 

 たれ下がり 

 焼き割れ等 

 

・ノギス等に 

よる計測 

（詳細外観検査） 

 軸心の偏心 

 ふくらみ 

 ふくらみの長さ 

 圧接部のずれ折

れ曲がり等 

鉄筋メーカー、 

圧接作業班、 

鉄筋径毎に自動ガス圧

接の場合は各２本、手

動ガス圧接の場合は各

５本のモデル供試体を

作成する。 

 

 

 

 

 

熱間押抜方法以外の場

合。 

①軸心の偏心が鉄筋径 

（径が異なる場合は細 

い方の鉄筋）の1/5 以下。 

②ふくらみが鉄筋径の 

（径が異なる場合は細い

方の鉄筋）1.4 倍以上。 

ただし、ＳＤ490 の場合

は 1.5 倍以上。 

③ふくらみの長さが 1.1

倍以上。 

ただし、ＳＤ490 の場合

は 1.2 倍以上。 

④ふくらみの頂点と圧接

部のずれが1/4 以下。 

⑤折れ曲がりの角度が

2°以下。 

⑥片ふくらみの差が鉄筋

径（径が異なる場合は細

い方の鉄筋）の1/5 以下。 

⑦垂れ下がり、へこみ、

焼き割れが著しくない。 

⑧その他有害と認められ

る欠陥があってはならな

い。 

 

熱間押抜方法の場合。 

①ふくらみを押抜いた後

の圧接面に対応する位置

の割れ、へこみがない。 

②ふくらみの長さが鉄筋

径の1.1 倍以上。ただし、

ＳＤ490 の場合は 1.2 倍

以上。 

③鉄筋表面にオーバーヒ

ートによる表面不整があ

ってはならない。 

④その他有害と認められ

る欠陥があってはならな

い。 

モデル供試体の作成は、

実際の作業と同一条件同

一材料で行う。 

①ＳＤ490 以外の鉄筋を

圧接する場合 

・手動ガス圧接を行う場

合、材料、施工条件などを

特に確認する必要がある

場合には、施工前試験を

行う。 

特に確認する必要がある

場合とは、施工実績の少

ない材料を使用する場

合、過酷な気象条件、高所

などの作業環境下での施

工条件、圧接技量資格者

の熟練度などの確認が必

要な場合などである。 

・自動ガス圧接装置が正

常で、かつ装置の設定条

件に誤りのないことを確

認するため、施工前試験

を行わなければならな

い。 

②ＳＤ490 の鉄筋を圧接

する場合、手動ガス圧接、

自動ガス圧接、熱間押抜

法のいずれにおいても、

施工前試験を行わなけれ

ばならない。 

引張試験 
JIS-Z-3120 

JIS-Z-2241 
JIS G 3112 

手動ガス圧接の場合は、

工事着手前に作成した試

験片 5 本により、自動ガ

ス圧接の場合は同様に作

成した試料片 2 本により

実施する。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 

試験項

目 
試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

 

 

 

材 

 

 

 

ガ 

 

 

 

ス 

 

 

 

圧 

 

 

 

接 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

後 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

外観検

査 

・目 視 

 圧接面の研磨状

況 

 たれ下がり 

 焼き割れ等 

 

・ノギス等に 

よる計測 

（詳細外観検査） 

 軸心の偏心 

 ふくらみ 

 ふくらみの長さ 

 圧接部のずれ折

れ曲がり等 

・目視は全数実施す

る。 

・特に必要と認めら

れたものに対して

のみ詳細外観検査 

熱間押抜方法以外の場

合。 

①軸心の偏心が鉄筋径

（径が異なる場合は細い

方の鉄筋の1/5 以下。 

②ふくらみが鉄筋径の

（径が異なる場合は細い

方）1.4 倍以上。 

ただし、ＳＤ490 の場合は 

1.5 倍以上。 

③ふくらみの長さが鉄筋

径の 1.1 倍以上。 

ただし、ＳＤ490 の場合は

1.2 倍以上。 

④ふくらみの頂点と圧接

部のずれが鉄筋径の 1/4

以下。 

⑤折れ曲がりの角度が

2°以下。 

⑥片ふくらみの差が鉄筋

径（径が異なる場合は細

い方の鉄筋）の 1/5 以下。 

⑦垂れ下がり、へこみ、焼

き割れが著しくない。 

⑧その他有害と認められ

る欠陥があってはならな

い。 

熱間押抜方法の場合。 

①ふくらみを押抜いた後

の圧接面に対応する位置

の割れ、線状きず、へこみ

がない。 

②ふくらみの長さが鉄筋

径の 1.1 倍以上。ただし、

ＳＤ490 の場合は 1.2 倍

以上。 

③鉄筋表面にオーバーヒ

ートによる表面不整があ

ってはならない。 

④その他有害と認められ

る欠陥があってはならな

い。 

熱間押抜方法以外の場合。 

・規格値を外れた場合は下

記による。いずれの場合も

監督員の承諾を得るものと

し、処置後は外観検査及び

超音波探傷検査を行う。 

①は、圧接部を切り取って

再圧接する。 

②③は、再加熱し、圧力を加

えて所定のふくらみに修正

する。 

④⑥⑦は、圧接部を切り取

って再圧接する。 

⑤は、再加熱して修正する。 

 

熱間押抜方法の場合。 

・規格値を外れた場合は下

記による。いずれの場合も

監督員の承諾を得る。 

①②③は、再加熱、再加工、

再加圧、押抜きを行って修

正し、後外観検査を行う。 

④は、再加熱して修正し、修

正後外観検査を行う。 

 

超音波

探傷検

査 

JIS-Z-3062 

超音波深傷検査を原則

とする。 

抜取検査の場合は、各ロ

ットごとに 30%以上を

抜き取って実施する。 

（上限を 30 ヶ所とす

る。）ただし、1 作業班

が 1 日に施工した箇所

を1ロットとし、自動と

手動は別ロットとする。 

・各検査ロットごとに 30

ヶ所のランダムサンプリ

ングを行い、超音波深傷

検査を行った結果、不合

格箇所数が 1 箇所以下の

時はロットを合格とし、2

ヶ所以上のときはロット

不合格とする。ただし、合

否判定レベルは基準レベ

ルより－24 ㏈感度を高め

たレベルとする。 

規格値を外れた場合は、下

記による。 

・不合格ロットの全数につ

いて超音波探傷検査を実施

し、その結果不合格となっ

た箇所は、監督員の承諾を

得て、補強筋（ラップ長の2

倍以上）を添えるか、圧接部

を切り取って再圧接する。・

再圧接によって修正修正す

る場合には、修正後外観検

査及び超音波探傷検査を行

う。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ガ 

 

 

ス 

 

 

切 

 

 

断 

 

 

工 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

表面粗さ 目 視  

主要部材：50㎛以下 

二次部材：100 ㎛以下。 

（ただし、切削による場

合は 50 ㎛以下） 

表面粗さとは、JIS-B0601

（2013）に規定最大高さ粗

さ RZとする。 

ノッチ深

さ 

目 視 

計 測 
 

主要部材：ノッチがあっ

てはならない。 

二次部材：１㎜以下。 

ノッチ深さとは、ノッチ上

縁から谷までの深さを示

す。 

スラグ 目 視  

塊状のスラグが点在し、

付着しているが、痕跡を

残さず容易にはく離する

もの。 

 

上縁の溶

け 
目 視  

わずかに丸みを帯びてい

るが、滑らかな状態のも

の。 

 

そ 

 

の 

 

他 

平面度 目 視  

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。） 
 

ベヘル精

度 

計測器に 

よる計測 
 

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。） 
 

真直度 
計測器に 

よる計測 
 

設計図書による（日本溶

接協会規格「ガス切断面

の品質基準」に基づく。） 
 

溶 

 

 

 

 

 

 

 

 

接 

 

 

 

 

 

 

 

工 

 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

引張試験：

開先溶接 
JIS Z 2241 

試験片の形状： 

JIS Z 3121 1 号 

試験片の個数：2 

引張強さが母材の規格値

以上。 

溶接方法は「日本道路協会

道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋・鋼部材編20.8.4 溶接施

工 図20.8.1開先溶接施工

試験方法による。 

・なお、過去に同等もしくは

それ以上の条件で溶接施工

試験を行い、かつ施工経験

をもつ工場では、その時の

報告書によって溶接施工試

験を省略することができ

る。 

 

（非破壊検査を行う者の資

格） 

・磁粉探傷試験または浸透

探傷試験を行う者は、それ

ぞれの試験の種類に対応し

た JIS Z 2305（非破壊試

験―技術者の資格及び認

証）に規定するレベル 2 以

上の資格を有していなけれ

ばならない。 

・放射線透過試験を行う場

合は、放射線透過試験にお

けるレベル 2 以上の資格と

する。 

・超音波自動探傷試験を行

う場合は、超音波自動探傷

試験レベル3の資格とする。 

・手探傷による超音波探傷

試験を行う場合は、超音波

探傷試験におけるレベル 2

以上の資格とする。 

型曲げ試

験（19 ㎜未

満 の 裏 曲

げ）・（19 ㎜

以上の側曲

げ） 

：開先溶

接 

JIS Z 3122 

試験片の形状： 

JIS Z 3122 

 

試験片の個数：2 

亀裂が生じてはならな

い。 

ただし、亀裂の発生原因

がブローホールあるいは

スラグ巻き込みであるこ

とが確認され、かつ、亀裂

の長さが 3 ㎜以下の場合

は許容するものとする。 

衝撃試験： 

開先溶接 
JIS Z 2242 

試験片の形状： 

JIS Z 2242 V ﾉｯﾁ 

試験片の採取位置：「日

本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋･鋼

部材編20.8.4溶接施工

法図20.8.2衝撃試験片 

試験片の個数： 

各部位につき3 

溶着金属および溶接熱影

響部で母材の規格値以

上。 

（それぞれ3個の平均） 

マクロ試

験： 

開先溶接 

JIS G 0553 

に準ずる。 
試験片の個数：1 

欠陥があってはならな

い。 

非破壊試

験： 

開先溶接 

「日本道路協会道

路橋示方書・同解

説」Ⅱ鋼橋･鋼部材

編 20.8.6 外部きず

検査 20.8.7 内部き

ず検査規定による。 

試験片の個数： 

試験片継手全長 

「日本道路協会道路橋示

方書・同解説」Ⅱ鋼橋･鋼

部材編 20.8.6 外部きず

検査 20.8.7 内部きず検

査規定による。 

 

 

 

 

 

 



 
品質管理基準・規格値 

- 64 - 

工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

溶 

 

 

 

 

 

 

 

 

接 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

マクロ試

験 

すみ肉溶

接 

JIS G 0553 

に準ずる。 

試験片の形状： 

「日本道路協会道路橋

示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋・鋼部材編20.8.4 溶

接施工法図20.8.3すみ

肉溶接試験（マクロ試

験）溶接方法および試

験片の形状 

試験片の個数：1 

欠陥があってはならな

い。 

過去に同等もしくはそれ以

上の条件で溶接施工試験を

行い、かつ施工経験をもつ

工場では、その時の報告書

によって溶接施工試験を省

略することができる。 

引張試験 

ｽﾀｯﾄﾞ溶接 
JIS Z 2241 

試験片の形状： 

JIS B 1198 

試験片の個数：3 

降伏点は 235N/㎜ 2 以上 

引張強さは400～550N/㎜

2、 

伸びは20%以上とする。た

だし溶接で切れてはいけ

ない。 

 

過去に同等もしくはそれ以

上の条件で溶接施工試験を

行い、かつ施工経験をもつ

工場では、その時の報告書

を提出することにより溶接

施工試験を省略することが

できる。 曲げ試験 

ｽﾀｯﾄﾞ溶接 
JIS Z 3145 

試験片の形状： 

JIS Z 3145 

試験片の個数：3 

溶接部に亀裂を生じては

ならない。 

突合せ継

手の内部

欠陥に対

する検査 

JIS Z 3104 

JIS Z 3060 

放射線透過試験の場合

は JIS Z 3104 によ

る。 

超音波探傷試験（手探

傷）の場合は JIS Z 

3060 による。 

試験で検出されたきず寸

法は、設計上許容される

以下でなければならな

い。 

ただし、寸法によらず表

面の開口した割れ等の面

状きずはあってはならな

い。 

なお、放射線透過試験に

よる場合において、板厚

が 25 ㎜以下の試験の結

果については、以下を満

たす場合は合格としてよ

い。 

・引張応力を受ける溶接

部、JIS Z 3014 付属書

4（透過写真によるきずの

像の分類方法）に示す 2

類以上とする。 

・圧縮応力を受ける溶接

部、JIS Z 3014 付属書

4（透過写真によるきずの

像の分類方法）に示す 3

類以上とする。 

・なお、板厚が 25㎜を超

える場合は、内部きず寸

法の許容値を板厚の 1/3

とする。ただし、疲労の影

響が考えられる継手で

は、所定の強度等級を満

たす上で許容できるきず

の寸法はこの値より小さ

い場合があるので注意す

る。 

・「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編

表‐解 20.8.6 及び表‐解

20.8.7 溶接施工 図 20.8.7

に各継手の強度等級を満たす

上での内部きず寸法の許容値

が示されている。なお、表‐解

20.8.6 及び表‐解 20.8.7 示

されていない強度等級を低減

させた場合などの内部きず寸

法の許容値は、「日本道路協会

道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼

橋・鋼部材編 8.3.2 継手の強

度等級に示されている。 

 

(非破壊検査を行う者の資格） 

・磁粉探傷試験または浸透探

傷試験を行う者は、それぞれ

の試験の種類に対応した JIS 

Z 2305（非破壊試験―技術者

の資格及び認証）に規定する

レベル 2 以上の資格を有して

いなければならない。 

・放射線透過試験を行う場合

は、放射線透過試験における

レベル2以上の資格とする。 

・超音波自動探傷試験を行う

場合は、超音波自動探傷試験

レベル3の資格とする。 

・手探傷による超音波探傷試

験を行う場合は、超音波探傷

試験におけるレベル 2 以上の

資格とする。 

外観検査 

（割れ） 
・目視 

検査体制、検査方法を

明確にしたうえで、目

視検査する。目視は全

延長実施する。ただし、

疑わし場合は磁粉探傷

試験または浸透探傷試

験をもちいる。 

あってはならない。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
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溶 

 

 

 

 

 

 

 

 

接 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

外観形状

検査 
(ビード表

面 の ピ ッ

ト) 

・目視及びノギ

ス等による計測 

検査体制、検査方法を

明確にした上で、目視

により疑わしい箇所を

測定する。 

目視は全延長実施す

る。 

断面に考慮する突合せ溶接

継手、十字溶接継手、T 溶接

継手、角溶接継手には、ビー

ド表面にピットがあっては

ならない。その他のすみ肉溶

接及び部分溶け込み開先溶

接には、1 継手につき 3 個ま

で許容する。ただし、ピット

の大きさが 1 ㎜以下の場合

は、3 個を 1 個として計算す

る。 

 

外観形状

検査 

( 余 盛 高

さ) 

・目 視 

・ノギス等に 

よる計測 

検査体制、検査方法を

明確にした上で、目視

により疑わしい箇所を

測定する。 

目視は全延長実施す

る。 

設計図書による。 

設計図書に特に仕上げの指

定のない開先溶接は、以下に

示す範囲内の余盛りは仕上

げなくてよい。余盛高さが以

下に示す値を超える場合は、

ビード形状、特に止端部を滑

らかに仕上げるものとする。 

ビード幅 （B［㎜］） 

余盛り高さ（h［㎜］） 

  B＜15：h≦3 

15≦B＜25：h≦4 

25≦B  ：h≦（4/25）・B 

 

外観形状

検査 

( す み 肉

溶接サイ

ズ) 

・目 視 

・ノギス等に 

よる計測 

検査体制、検査方法を

明確にしたうえで、目

視により疑わしい箇所

を測定する。 

目視は全延長実施す

る。 

すみ肉溶接サイズ及びのど

厚は、指定すみ肉サイズ及び

のど厚を下回ってはならな

い。ただし、１溶接線の両端

各 50 ㎜を除く部分では、溶

接長さの 10%までの範囲で、

サイズ及びのど厚ともに-

1.0 ㎜の誤差を認めるものと

する。 

 

外観形状

検査 

(アンダー 

カット) 

・目 視 

・ノギス等に 

よる計測 

検査体制、検査方法を

明確にしたうえで、目

視により疑わしい箇所

を測定する。 

目視は全延長実施す

る。 

「日本道路協会道路橋示方

書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材

編 20.8.6 外部きず検査の規

定による。 

「日本道路協会道路橋示方書・

同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編表-

20.8.4 及び表-20.8.5 に各継手

の強度等級を満たすうえでｱﾝﾀﾞ

ｰｶｯﾄの許容値が示されている。

表-20.8.4 及び表-20.8.5 に示

されていない継手のｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄの

許容値は「日本道路協会道路橋

示方書・同解説」鋼橋・鋼部材編

8.3.2 継手の強度等級に示され

ている。 

外観検査 

(オーバー 

ラップ) 

・目 視 

 

検査体制、検査方法を

明確にしたうえで、目

視検査する。 

あってはならない。  

外観形状

検査 
(ビート表

面の凸凹) 

・目 視 

・ノギス等に 

よる計測 

検査体制、検査方法を

明確にしたうえで、目

視により疑わしい箇所

を測定する。 

目視は全延長実施す

る。 

ビート表面の凹凸は、ヒート

長さ25㎜の範囲で3㎜以下。 
 

外観形状

検査 

(アークス 

タッド) 

・目 視 

・ノギス等に 

よる計測 

 

余盛り形状不整：余盛りは全

周にわたり包囲してはなら

ない。なお、余盛り高さ 1㎜

幅 0.5 ㎜以上。･ｸﾗｯｸ及びｽﾗ

ｸﾞ巻込み：あってはならな

い。 

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ：するどい切欠状の

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄがあってはならな

い。ただし、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ

量が0.5㎜以内に納まるもの

は仕上げて合格とする。 

ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙの仕上り高さ：設

計値±２㎜を越えてはなら

ない。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

溶 

 

接 

 

工 

施 

 

工 

そ 

 

の 

 

他 

ハンマー 

打撃試験 
ハンマー打撃 

外観検査の結果が不合格

となったｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙにつ

いて全数。 

外観検査の結果が合格のｽ

ﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙの中から１%に

ついて抜取り、曲げ検査を

するものとする。 

割れなどの欠陥を生じ

ないものを合格。 

余盛が包囲していないｽ

ﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙは、その方向

と反対の 15°の角度ま

で曲げるものとする。

15°曲げても欠陥の生

じないものは、元に戻す

ことなく、曲げたままに

しておくものとする。 

治 

 

山 

 

土 

 

工 

材 

料 

必 

須 

突固めに

よる土の

締固め試

験 

JIS A 1210 
工当初及び土質の変化し

た時。 
設計図書による。  

施 

 

工 

必 

 

須 

現場密度

の測定 

最大粒径≦53 ㎜ 

砂置換法（JIS A 

1214） 

最大粒径＞53 ㎜ 

舗装調査・試験法

便覧［4］－256 

突砂法 

1,000ｍ3 に１回の割合、又

は設計図書に示された値。 

最大乾燥密度の 85%以

上。又は、設計図書に示

された値。 

・左記の規格値を満た

していても、規格値を著

しく下回っている点が

存在した場合は、監督員

と協議の上で、（再）転

圧を行うものとする。 

河 

 

 

川 

 

 

・ 

 

 

海 

 

 

岸 

 

 

土 

 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

須 

突固めに

よる土の

締固め試

験 

JIS A 1210 
当初及び土質の変化した

時。 
設計図書による。  

そ 

 

 

の 

 

 

他 

土の 

粒度試験 
JIS A 1204 

当初及び土質の変化した

時。 
設計図書による。  

土粒子の 

密度試験 
JIS A 1202 

当初及び土質の変化した

時。 
設計図書による。  

土の含水

比試験 
JIS A 1203 

当初及び土質の変化した

時。 
設計図書による。  

土の液性 

限界・塑性

限界試験 

JIS A 1205 
当初及び土質の変化した

時。 
設計図書による。  

土の一軸 

圧縮試験 
JIS A 1216 

当初及び土質の変化した

時。 設計図書による。  

土の三軸 

圧縮試験 

地盤材料試験の 

方法と解説 
必要に応じて 設計図書による。  

土の 

圧密試験 
JIS A 1217 必要に応じて 設計図書による。  

土のせん

断試験 

地盤材料試験の

方法と解説 
必要に応じて 設計図書による。  

土の 

透水試験 
JIS A 1218 必要に応じて 設計図書による。  
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

河 

川 

・ 

海 

岸 

土 

工 

施 

 

 

工 

必 

 

 

須 

現場密度

の測定 

最大粒径≦53 ㎜ 

砂置換法（JIS A 

1214） 

最大粒径＞53 ㎜ 

舗装調査・試験法

便覧［4］－256 

突砂法 

1,000ｍ3 に１回の割

合、土量が5,000ｍ3 未

満の工事は 1 工事当た

り3回、 

1､000 未満の工事は 1

回。 

 

1 回の試験につき 3 孔

の平均値で測定を行

う。 
・1000ｍ3 未満：1 回 

・1000ｍ3 以上 5000ｍ3 未

満：3 回 

・5000ｍ3 以上 6000ｍ3 未

満：6 回 

・6000ｍ3 以上 7000ｍ3 未

満：7 回 

最大乾燥密度の 90%以

上。ただし上記により難

い場合は、飽和度または

空気間隙率の規定により

ことができる。 

【砂質土(25%≦75µm ふ

るい通過分＜50%)】 

空気間隙率VaがVa≦15%

【粘性土(50%≦75µm ふ

るい通過分)】 

飽和度 Sr が 85%≦Sr≦

95%または空気間隙率 Va

が 2%≦Va≦10% 

または、設計図書による。 

・左記の規格値を満たし

ていても、規格値を著し

く下回っている点が存在

した場合は、監督員と協

議の上で、（再）転圧を行

うものとする。 

捨 

 

 

石 

 

 

工 

施 

 

 

 

 

 

工 

必 

 

 

 

 

 

須 

岩石の 

見掛比重 
JIS A 5006 

原則として産地毎に工

事当初及び岩質の変化

時に実施 

設計図書による。 

・500ｍ3 以下は監督員承

諾を得て省略できる。 

・参考値 

・硬石：約 2.7～2.5ｇ/㎤ 

・準硬石：約 2.5～2ｇ/㎤ 

・軟石：約2ｇ/㎤未満 

岩石の 

吸水率 
JIS A 5006 

原則として産地毎に工

事当初及び岩質の変化

時に実施 

設計図書による。 

・500ｍ3 以下は監督員承

諾を得て省略できる。 

・参考値 

・硬石：5%未満 

・準硬石：5%以上 15%未満 

・軟石：15％以上 

岩石の 

圧縮強さ 
JIS A 5006 

原則として産地毎に工

事当初及び岩質の変化

時に実施 

設計図書による。 

・500ｍ3 以下は監督員承

諾を得て省略できる。 

・参考値 

・硬石：4903 N/㎠以上 

・準硬石：980.66N/㎠以上 

4903N/㎠未満 

・軟石：980.66N/㎠未満 

そ 

の 

他 

岩石の形

状 
JIS A 5006 

5,000 ㎥に１回の割合

で実施する。但し、

5,000 ㎥未満は１工事

に２回実施する。 

うすっぺらなもの、 

細長いものであってはな

らない。 

・500ｍ3 以下は監督員承

諾を得て省略できる。 

 

吹 

付 

工 

・ 

現 

場 

吹 

付 

法 

枠 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

須 

アルカリ 

シリカ反

応制御対

策 

アルカリ骨材反

応制御対策につ

いて 

骨材試験を行う場合

は、工事開始前、工事中

1 回/6 ヶ月以上及び産

地が変わった場合。 

「アルカリ骨材反応制御

対策について」による。 
 

そ 

の 

他 

骨材の 

ふるい分

け 

試験 

JIS A 1102  

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～4 

JIS A 5021 

工事開始前、工事中1回

/月以上及び産地が変

わった場合。 

設計図書による。 

生コン使用の場合は年１

回又は材料の変化時（公

財）福岡県建設技術セン

ターにおいて施工の前年

度以降に実施した試験成

績表により品質の適合を

確認すれば施工ごとの試

験を省略できる。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

 

付 

 

 

工 

 

 

・ 

 

 

現 

 

 

場 

 

 

吹 

 

 

付 

 

 

法 

 

 

枠 

 

 

工 

材 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 
他 

骨材の 

密度及び 

吸水率試

験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～5 

JIS A 5021 

工事開始前、工事中 1

回/月以上及び産地が

変わった場合。 

絶乾密度：2.5%以上 

細骨材の吸水率：3.5％以

下 

粗骨材の吸水率：3.0%以

下 

（砕砂・砕石、高炉ｽﾗｸﾞ骨

材、ｲｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材、

銅ｽﾗｸﾞ､細骨材の規格値

については適用を参照） 

JIS A 5005（ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石及び

細砂） 

JIS A 5011-1（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨

材-第 1 部:高炉ｽﾗｸﾞ骨材） 

JIS A 5011-2（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨

材-第 2 部: ｲｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨

材） 
JIS A 5011-3（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨

材－第 3 部: 銅ｽﾗｸﾞ骨材） 
JIS A 5011-4（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨

材－第4部: 電気炉酸化ｽﾗｸﾞ

骨材） 
JIS A 5011-5（ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨

材－第 5 部: 石炭ｶﾞｽ化ｽﾗｸﾞ

骨材） 
JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材

H） 
生コン使用の場合は年１回又は

材料の変化時（公財）福岡県建

設技術センターにおいて施工の

前年度以降に実施した試験成績

表により品質の適合を確認すれ

ば施工ごとの試験を省略でき

る。 

骨材の微

粒分量試

験 

JIS A 1103 

JIS A 5005  

JIS A 5308 

工事開始前、工事中1回

/月以上及び産地が変

わった場合。 

（山砂の場合は、工事

中1回/週以上） 

粗骨材 

・砕石 3.0%以下（ただ

し、粒径判定実績率が58%

以上の場合は5.0%以下） 

・スラグ粗骨材 5.0%以

下 

・それ以外（砂利等）1.0%

以下 

細骨材 

・砕砂 9.0%以下（ただ

し、すりへり作用を受け

る場合は 5.0%以下） 

・スラグ細骨材 7.0%以下

（ただし、すりへり作用

を受ける場合は 5.0%以

下） 

・それ以外（砂等）5.0%以

下（ただし、すりへり作用

を受ける場合は 3.0%以

下） 

 

砂の有機

不純物試

験 

JIS A 1105 

工事開始前、工事施工

中１回以上/12 か月。及

び材料の産地が変わっ

た場合。 

標準色より淡いこと。濃

い場合でも圧縮強度比が

90%以上の場合は使用で

きる。 

濃い場合は、JIS A 1142「有機

不純物を含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮

強度による試験方法」による。

ただし（公財）福岡県建設技術

センターにおいて実施した試験

成績表により品質の適合を確認

すれば施工ごとの試験を省略で

きる。 

モルタル

の圧縮強

度による

砂の試験 

JIS A 1142 

資料となる砂の上部に

おける溶液の色が標準

色液の色より濃い場

合。 

圧縮強度比の90％以上  

骨材中の 

粘土塊量 

の試験 

JIS A 1137 

工事開始前、工事中1回

/月以上及び産地が変

わった場合。 

細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25％以下 

生コン使用の場合は年１回又は

材料の変化時。（公財）福岡県建

設技術センターにおいて施工の

前年度以降に実施した試験成績

表により品質の適合を確認すれ

ば施工ごとの試験を省略でき

る。 
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工

種 
種別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

 

付 

 

 

工 

 

 

・ 

 

 

現 

 

 

場 

 

 

吹 

 

 

付 

 

 

法 

 

 

枠 

 

 

工 

 

 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

硫酸ナトリウム

による骨材の安

定性試験 

JIS A 1122  

JIS A 5005 

砂、砂利、細砂、砕

石： 

工事開始前、工事中

１回以上/12 か月、

及び材料の産地が変

わった場合。 

細骨材：10％以下 

粗骨材：12％以下 

寒冷地で凍結の恐れがあ

る地点に適用する。生コ

ン使用の場合は年１回又

は材料の変化時。（公

財）福岡県建設技術セン

ターにおいて施工の前年

度以降に実施した試験成

績表により品質の適合を

確認すれば施工ごとの試

験を省略できる。 

セメントの物理

試験 
JIS R 5201 

製造会社の試験成績

書 

JIS-R-5210( ﾎ ﾟ ﾙ ﾄ ﾗ ﾝ

ﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

ポルトランドセ

メントの化学分

析 

JIS R 5202 
製造会社の試験成績

書 

JIS-R-5210( ﾎ ﾟ ﾙ ﾄ ﾗ ﾝ

ﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

練混ぜ水の水質

試験 

上水道水及び上

水道水以外の水

の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中1

回以上/12 か月及び

水質が変わった場

合。 

懸濁物質の量：2g/ℓ以

下 

溶解性蒸発残留物の

量： 

1g/ℓ以下 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：

始発は 30 分以内、終

結は60 分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材

令 7 及び 28 日で 90%

以上 

上水道を使用している場

合は試験に換え、上水道

を使用していることを示

す資料により確認を行

う。 

回収水の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中1

回以上/12 か月及び

水質が変わった場

合。 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：

始発は 30 分以内、終

結は60 分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材

令 7 及び 28 日で 90%

以上 

その源水は、上水道水及

び上水道水以外の水の規

定に適合すること。 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

必 

 

 

須 

細骨材の 

表面水率 

試験 

JIS A 1111 ２回/日以上 設計図書による。 

レディーミクスコンク

リート以外の場合に適

用する。 

粗骨材の 

表面水率 

試験 

JIS A 1125 １回/日以上 設計図書による。 

レディーミクスコンクリ

ート以外の場合に適用す

る。 

そ 

の 

他 

計量設備の計量

精度 
 月に１回以上 

水   ：±1%以内 

セメント：±1%以内 

骨材  ：±3%以内 

混和剤 ：±2％以内 

（高炉ｽﾗｸﾞ微粉末の

場合は±1%以内） 

混和剤 ：±3%以内 

レディーミクスコンクリ

ートの場合、印字記録に

よる確認を行う。 

・急結材は適用外 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

 

付 

 

 

工 

 

 

・ 

 

 

現 

 

 

場 

 

 

吹 

 

 

付 

 

 

法 

 

 

枠 

 

 

工 

製 

 

造 

 

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

ミキサの

練混ぜ性

能試験 

バッチミキサの

場合 

JIS A 1119  

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 
工事開始前、工事中、１

回/12 か月以上 

 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合： 

コンクリート内のモルタ

ルの偏差率：0.8%以下 

コンクリート内の粗骨材

量の偏差率：5%以下 

圧縮強度の偏差率：7.5%

以下 

コンクリート内の空気量

の偏差率：10%以下 

スランプの偏差率：15%以

下 

小規模工事※で 1 種別当たりの総

使用量が 50 ㎥未満の場合は 1 種

別 1 回以上の試験、またはﾚﾃﾞｨﾐｸ

ｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場(JIS ﾏｰｸ表示認証製

品を製造する工場)の品質証明書

等のみとすることができる。 

※小規模工事とは、以下の工種を

除く工種とする。 

橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒

基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、

高欄等)擁壁工(高さ 1m 以上)、函

渠工、樋門、樋管、水門、水路、

（内幅 2.0m 以上）護岸、ダム及び

堰、トンネル、舗装、その他これ

らに類する工種及び特記仕様書で

指定された工種 

連続ミキサの場

合 

土木学会基準 

JSCE-I502-2013 

コンクリート中のモルタ

ル単位容積質量差：0.8%

以下 

コンクリート中の単位粗

骨材量の差：5.0%以下 

圧縮強度差：7.5%以下 

空気量の差：1％以下 

スランプの差:3 ㎝以下 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」仕様書。 

・荷卸し時 

鉄筋コンクリート重要

構造物に適用する。 

コンクリートの打設が

午前・午後にまたがる

場合は、午前 1 回コン

クリート打設前に行

い、その試験結果が塩

化物総量の 1/2 以下の

場合は、午後の試験を

省略することができ

る。(1 試験の測定回数

は3回とする)試験の判

定は 3 回の測定値の平

均値。 

原則 0.3 ㎏／㎥以下。 

小規模工事※で 1 種別当たりの総

使用量が 50 ㎥未満の場合は 1 種

別 1 回以上の試験、またはﾚﾃﾞｨﾐｸ

ｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場(JIS ﾏｰｸ表示認証製

品を製造する工場)の品質証明書

等のみとすることができる。1 種

別当たりの総使用量が 50m3 ごと

に 1 回の試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合は、

「海砂の塩化物イオン含有率試験

方法」（JSCE-C502,503）または設

計図書の規定により行う。 

・用心鉄筋等を有さない無筋構造

物の場合は省略できる。 

※小規模工種については、ミキサ

の練混ぜ性能試験の項目参照 

スランプ 

試験 
（ﾓﾙﾀﾙ除く） 

JIS A 1101 

・荷卸し時 

・圧縮強度、曲げ強度試

験用供試体採取時及び

打ち込み中に品質の変

化が認められたとき。 

ｽﾗﾝﾌﾟ 5 ㎝以上 8㎝未満 

：許容差±1.5 ㎝ 

ｽﾗﾝﾌﾟ 8 ㎝以上 18 ㎝以下 

：許容差±2.5 ㎝ 

 

コンクリ

ートの圧

縮強度試

験 

JIS A 1107 

JIS A 1108 

土 木 学 会 基 準

JSCE-F561 

吹付１日につき１回行

う。なお、ﾃｽﾄﾋﾟｰｽは現

場に配置された型枠に

工事で使用するのと同

じｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)を吹付

け、現場で２８日養生

し、直径 50 ㎜のｺｱｰを

切取りｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞを行

う。１回に3本とする。 

３本の強度の平均値が材

令28日で設計強度以上と

する。 

※「4-1公的試験機関での品質

管理試験を義務付ける項目に

ついて」参照すること。 

空気量測

定 
（ﾓﾙﾀﾙ除く） 

JIS A 1116  

JIS A 1118 

JIS A 1128 

・荷卸し時 

・圧縮強度、曲げ強度試

験用供試体採取時及び

打ち込み中に品質の変

化が認められたとき。 

許容差：±1.5%  

そ 

の 

他 

ｺｱによる

強度試験 
JIS A 1107 

品質に異常が認められ

たとき。 
設計図書による。  
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

既 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

須 

外観検査 目視 設計図書による。 

目視により使用上有害な

欠陥（鋼杭は変形など、コ

ンクリート杭はひび割れ

や損傷など）がないこと。 

鋼管杭 

Ｈ鋼杭 

コンクリート杭 

鋼矢板 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

外観検査 

(鋼管杭） 
JIS A 5525 

原則として全溶接個所

で行う。ただし、施工方

法や施工順序から全数

量の実施が困難な場合

は現場状況に応じた数

量とすることができ

る。 

【円周溶接部の目違い】 

外周 700 ㎜未満：許容値

2㎜以下 

外周 700 ㎜以上 1016 ㎜

以下：許容値3㎜以下 

外周 1016 ㎜以上 2000 ㎜

以下：許容値4㎜以下 

外周 700 ㎜未満：上ぐいと下

ぐいの外周長の差で表し、そ

の差を2㎜×π以下とする。 

外周 700 ㎜以上 1016 ㎜以下：

上ぐいと下ぐいの外周長の差

で表し、その差を3㎜×π以

下とする。 

外周 1016 ㎜を超え 2000 ㎜以

下：上ぐいと下ぐいの外周長

の差で表し、その差を 4 ㎜

×π以下とする。 

鋼管杭・ｺﾝｸﾘ

-ﾄ杭･H 鋼杭

の現場溶接

浸透探傷試

験（溶剤除去

性染色浸透

探傷試験） 

JIS Z 2343-

1,2,3,4,5,6 

原則として全溶接個所

で行う。ただし、施工方

法や施工順序から全数

量の実施が困難な場合

は監督員との協議によ

り、現場状況に応じた

数量とすることができ

る。なお、全溶接個所の

10% 以 上 は 、 JIS Z 

2343-1,2,3,4,5,6 によ

り定められた認定技術

者が行うものとする。 

試験箇所は杭の全周と

する。 

われ及び有害な欠陥がな

いこと。 
 

鋼管杭・H鋼

杭の現場の

溶接 

放射線透過

試験 

JIS A 3104 

原則として、溶接 20ヶ

所毎に 1 ヶ所とするが

施工方法や施工順序か

ら実施が困難な場合は

現場状況に応じた数量

とする。なお、対象箇所

では鋼管杭を 4 方向か

ら透過し、その撮影長

は 30㎝/1方法とする。 

(20 ヶ所毎に 1 ヶ所と

は、溶接を 20ヶ所施工

した毎にその20ヶ所か

ら任意の 1 箇所を試験

することである。) 

JIS Z 3104 の 1類から 3

類であること。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

既 

 

 

 

 

 

 

 

製 

 

 

 

 

 

 

 

杭 

 

 

 

 

 

 

工 

 

施 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

他 

鋼管杭の 

現場溶接 

超音波 

探傷試験 

JIS A 3060 

原則として 20 箇所に１

箇所とするが、施工方法

や施工順序等から実施

が困難な場合は現場状

況に応じた数量とする。

なお、対象箇所では鋼管

杭を４方向から探傷し、

その探傷長は30㎝/1方

向とする。 

（20箇所に１箇所とは、

溶接を 20 箇所施工した

毎にその 20 箇所から任

意の 1 箇所を試験する

ことである。） 

JIS Z 3104 の 1類から 3

類であること。 

中堀り工法等で、放射線透過

試験が不可能な場合は、放射

線透過試験に替えて超音波探

傷試験とすることができる。 

鋼管杭･ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ杭(根

固め)水ｾﾒﾝ

ﾄ比 

比重の測定に

よる水ｾﾒﾝﾄ比

の測定 

試料の採取回数は一般

的に単杭では 30 本に 1

回、継杭では 20 本に 1

回とし、採取本数は1回

につき3本とする。 

設計図書による。 

また、設計図書に記載さ

れていない場合は 60%～

70%(中堀り杭工法)、

60%(ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ杭及び鋼

管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭工法)とす

る｡ 

 

鋼管杭･ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ杭(根

固め)ｾﾒﾝﾄﾐ

ﾙ ｸの圧縮

強度試験 

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法に

用いる固定液

の圧縮強度試

験 

JIS A 1108 

設計図書による。 

供試体採取回数は一般に

単杭では 20 本に 1 回に

つき 3 本とすることが多

い。 

なお、供試体はｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの

供試体の作成方法に従っ

て作成した φ5×10 ㎝の

円柱供試体によって求め

るものとする。 

参考値：20N/㎜ 2 

ア 

 

 

ン 

 

 

カ 

 

 

｜ 

 

 

工 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

ﾓ ﾙ ﾀ ﾙの圧

縮 強 度 試

験 

JIS A 1108 2 回（午前・午後）/日 設計図書による。  

ﾓﾙﾀﾙの 

フロー値 

試験 

JSCF-F  1-

2018 

練りまぜ開始前に試験

は2回行い、その平均値

をフロー値とする。 

10～18 秒 

ｐロート 
 

適正試験

(多ｻｲｸﾙ確

認試験） 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-設

計・施工基準、

同解説 

(JGS4101-

2012） 

・施工数量の 5%かつ 3 本

以上 

・初期荷重は計画最大荷

重の約 0.1 倍とし、引き

抜き試験に準じた方法で

載荷と除荷を繰り返す。 

設計アンカー力に対して

安全であること。 

ただし、モルタルの必要強度

の確認後に実施すること。 

確認試験 

(1 ｻｲｸﾙ確

認試験)） 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-設

計・施工基準、

同解説 

(JGS4101-

2012） 

・多サイクル確認試験に

用いたアンカーを除くす

べて。 

・初期荷重は計画最大荷

重の約 0.1 倍とし、計画

最大荷重まで載荷した

後、初期荷重まで除荷す

る1サイクル方式とする。 

設計アンカー力に対して

安全であること。 

ただし、モルタルの必要強度

の確認後に実施すること。 

その

他 

そ の 他 の

試験 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶ-設

計・施工基準、

同解説 

(JGS4101-

2012） 

 
所定の緊張力が導入され

ていること。 

・定着時緊張力確認試験 

・残存引抜力確認試験 

・リフトオフ試験 

等があり、多サイクル確認試験、

1 サイクル確認試験の試験結果

をもとに、監督員と協議し行う

必要性の有無を判断する。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ロ 

ッ 

ク 

ボ 

ル 

ト 

工 

材 

料 

試 

験 

そ 

の 

他 

異形棒鋼

の形状・寸

法及び質

量の測定 

ＪＩＳ 

Ｇ－３１１２ 

製造会社の検査 

（ミルシート等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 
 

異形棒鋼

の降伏点 

引張強さ 

伸びの試

験 

 
製造会社の試験 

（成績証明書等に 

よる品質証明） 

ＪＩＳ－Ｇ－ 

３１１２による。 
 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

セメント 

ミルクの 

フロー値 

試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

注入開始当初及び注

入施工日毎に練混ぜ

完了後に２回行い、

その平均値をフロー

値とする。 

１０秒～１８秒  

セメント 

ミルクの 

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

注入開始当初及び

注入施工日毎、及び

材料の変化時毎に

供試体６個を作製

し（１週・４週用各

３本）現場養生のう

え、公認の試験機関

またはＪＩＳ認定

工場で行う。 

長期－σck≧24N/㎟ 

（240 ㎏ f/㎠） 

短期－σck≧18N/㎟ 

（180 ㎏ f/㎠） 

早強セメントを使用

する場合の強度試験

は、３日・７日の材齢

による試験に替える

ことができる。 

緊張定着 

確認試験 
 

施工本数の３％以上

かつ１施工地で最低

３本以上。 

試験は、単サイクル

で最大試験荷重まで

載荷する。なお、載荷

方法は原点荷重を

０．５tf とし、各段

階の増加荷重のきざ

みを１．０tfとする。

また、各段階での荷

重保持時間は５分と

し、荷重速度につい

ては１．０tf/min と

する。 

設計荷重に対して十

分安全であること。 

確認試験に用いた以

外のボルトについて

は、計画最大荷重まで

載荷して緊張定着を

行い、その記録を自主

管理すること。 

 

「ロックボルトの引

抜試験」を参考に実施

する。 
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工種 種別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

集 

 

水 

 

井 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

 

須 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

補強ﾘﾝｸﾞ 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 

 

外観・形状

寸法検査 

化学成分 

強度検査 

JIS G 3302 

 

B-1180 

B-1181 

 

製造会社の検査試験 

（ミルシート、 

成績証明書等） 

有害な欠陥、変形・ 

損傷などがないこと。 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

JIS-G-3302 

     SS-330 

補強ﾘﾝｸﾞ 

JIS-G-3302 

     SS-400 

６角ﾎﾞﾙﾄ 

JIS-B-1180 

ﾅｯﾄ 

 IS-B-1181 

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ

及び補強ﾘ

ﾝｸﾞのﾎﾞﾙﾄ

締め付け 

ﾄﾙｸ値試験 

JIS B 1186 

井戸の深さ１ｍ毎にボ

ルト１個を抽出、また補

強リングは施工箇所毎

にボルト１個を抽出し

て行う。 

JIS-B-1186 による。  

吊りｺﾝｸﾘｰ

ﾄ及び静水

槽ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 
セメント・コンクリート

の管理基準に準ずる。 

セメント・コンクリート

の管理基準に準ずる。 
 

落 ロ

石 ｜

防 プ

止 ネ

ネ ッ

ッ ト

ト工 

張 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

ひし形金

網 
JIS G 3552 

外観・形状・寸法・品質

等について製造会社の

検査及び試験 

（ミルシート、成績証明

書等） 

設計図書及びＪＩＳ 

規格による。 

支柱 

JIS-G-3101 

岩盤用アンカー 

JIS-G-3101 

土中用アンカー 

JIS-G-3112 

ﾜｲﾔｰﾛｯﾌﾟ JIS G 3525 

巻き付け 

グリップ 
JIS G 3537 

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ JIS G 3101 

ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ JIS-G-3101 

三方向ｸﾘｯ

ﾌﾟ 
JIS-G-5502 

ﾜｲﾔｸﾘｯﾌﾟ JIS-B-2809 

路 

 

床 

 

路 

 

体 

 

盛 

 

土 

 

工 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

須 

突固めに

よる土の

締固め試

験 

JIS A 1210 

当初及び土質の変化し

た時 

(材料が岩砕の場合は除

く) 

ただし、法面、路肩部の

土量は除く。 

土量が 500m3 未満の場

合は省略することがげ

きる。 

設計図書による。  

Ｃ Ｂ Ｒ 試

験（路床） 
JIS A 1211 

当初及び土質の変化し

た時 

(材料が岩砕の場合は除

く) 

設計図書による。  

そ 

 

 

の 

 

他 

土の 

粒度試験 
JIS A 1204 

当初及び土質の変化し

た時 
設計図書による。  

土粒子の 

密度試験 
JIS A 1202 

当初及び土質の変化し

た時 
設計図書による。  

土 の 含 水

比試験 
JIS A 1203 

当初及び土質の変化し

た時 
設計図書による。  

土の液性 

限界・塑性

限界試験 

JIS A 1205 
当初及び土質の変化し

た時 
設計図書による。  

土の一軸 

圧縮試験 
JIS A 1216 

当初及び土質の変化し

た時 
設計図書による。  
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工

種 
種別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

 

 

 

 

路 

 

 

 

 

 

 

床 

 

 

 

 

 

 

路 

 

 

 

 

 

 

体 

 

 

 

 

 

 

盛 

 

 

 

 

 

土 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

料 

 

試 

 

験 

そ 

 

の 

 

他 

土の三軸 

圧縮試験 

地盤材料試験

の方法と解説 

当初及び土質の変化した

時 
設計図書による。  

土の 

圧密試験 
JIS A 1217 

当初及び土質の変化した

時 
設計図書による。  

土の 

剪断試験 

地盤材料試験

の方法と解説 

当初及び土質の変化した

時 
設計図書による。  

土の 

透水試験 
JIS A 1218 

当初及び土質の変化した

時 
設計図書による。  

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

須 

現 場 密 度

の測定 

最大粒径≦53

㎜：（砂置換法）

JIS A 1214 

最大粒径≧53

㎜： 

舗装調査・試験

法便覧［4］-256 

突砂法 

路体 

土量 5000ｍ3 以上の場合

は、1000ｍ3 につき１回 

5000ｍ3 未満の場合は、延

長 200m につき１回 

測定箇所は横方向に 3 点

とする。 

 

路床 

延長 200m 毎に１回 

測定箇所は横方向に 3 点

とする。 

【砂質土】 

・路体：次の密度への締固

めが可能な範囲の含水率

比において、最大乾燥密

度の 90%以上(突固め試験

JIS A 1210) A・B 法）。 

・路床及び構造物取付け

部：次の密度への締固め

が可能な範囲の含水比に

おいて、最大乾燥密度の

95%以上(突固め試験 JIS 

A 1210)A・B 法）。もしく

は 90%以上(締固め試験

(JIS A 1210)C・D・E 法) 

【粘性土】 

・路体：自然含水比または

トラフィカビリティーが

確保できる含水比におい 

て、空気間隙率Va が 2％

≦Va≦10％または飽和度

Sr が 85％≦Sr≦95％。 

・路床及び構造物取付け

部：トラフィカビリティ

ーが確保できる含水比に

おいて、空気間隙率 Va が

2％≦Va≦8％ 

ただし、締固め管理が可

能な場合は、砂質土の基

準を適用することができ 

る。 

その他、設計図書による。 

左記の規格値を満たしてい

ても、規格値を著しく下回

っている点が存在した場合

は、監督員と協議の上で、

(再)転圧を行うものとす

る。 

プルー 

フロー 

リング 

舗装調査・試験

法便覧［4］-288 

 

路床仕上げ後に全幅全区

間について実施する。 

ただし、現道打換工事、仮

設用道路維持工事は除

く。 

 

・確認試験である。 

・但し、荷重車については、

施工時に用いた転圧機械と

同等以上の締固め効果を持

つローラやトラック等を用

いるものとする。 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

平板 

載荷試験 
JIS A 1215 

各車線ごとに 40m に１箇

所の割合で実施する。 
 

・確認試験である。 

・ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄの路盤に適用

する。 

現 場 Ｃ Ｂ

Ｒ試験 
JIS A 1222 

各車線ごとに 40m に１箇

所の割合で実施する。 
設計図書による。 ・確認試験である。 

土の含水

比試験 
JIS A 1203 

路体の場合、1000m3 につ

き 1 回の割合で行う。た

だし、5000m3 未満の工事

は、1 工事当たり 3 回以

上。 

路床の場合、500m3 につき

1 回の割合で行う。ただ

し、1500m3 未満の工事は

1工事に 3回以上。 

設計図書による。 ・確認試験である。 
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工

種 
種別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

   

コ ー ン 指

数の測定 

舗装調査・試験法

便覧［1］-273 

必要に応じて実施 

(例)トラフィカビリテ

ィが悪い時に実施す

る。 

設計図書による。 ・確認試験である。 

たわみ量 
舗装調査・試験法

便覧［1］-284 

(ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ) 

プルーフローリングの

不良箇所について実

施。 

設計図書による。 ・確認試験である。 

路 

 

 

 

 

床 

 

 

 

 

 

置 

 

 

 

 

 

換 

 

 

 

 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

須 

土 の 締 固

め試験 
JIS A 1210 

当初及び土質が変化

したとき。 
設計図書による。  

ＣＢＲ試

験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-227 

［4］-230 

当初及び土質が変化

したとき。 
設計図書による。  

 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現 場 密 度

の測定 
 

最大粒径≦53 ㎜：

（砂置換法）JIS 

A 1214 

最大粒径≧53 ㎜： 

舗装調査・試験法

便覧［4］-256 

突砂法 

延長 200m 毎に１回 

測定箇所は横方向に3

点とする。 

【砂質土】 

次の密度への締固めが可

能な範囲の含水比におい

て、最大乾燥密度の 95%以

上(突固め試験 JIS A 

1210)A・B 法）。もしくは

90%以上(締固め試験(JIS 

A 1210)C・D・E 法) 

【粘性土】 

トラフィカビリティーが

確保できる含水比におい

て、空気間隙率Va が 2％

≦Va≦8％ 

ただし、締固め管理が可

能な場合は、砂質土の基

準を適用することができ

る。 

その他、設計図書による。 

左記の規格値を満たしていて

も、規格値を著しく下回って

いる点が存在した場合は、監

督員と協議の上で、(再)転圧

を行うものとする。 

プ ル ー フ

ロ ー リ ン

グ 

舗装調査・試験法

便覧［4］-288 

路床仕上げ後、全幅、全

区間で実施する。 

設計図書による。 

 

・確認試験である。 

・但し、荷重車については、

施工時に用いた転圧機械と同

等以上の締固め効果を持つロ

ーラやトラック等を用いるも

のとする。 

そ 

の 

他 

含 水 比 試

験 
JIS A 1203 

500m3につき1回の割合

で行う。ただし、1500m3

未満の工事は1工事に3

回以上。 

設計図書による。 ・確認試験である。 

土の 

粒度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２０４ 

必要と認められると

き随時 
 ・確認試験である。 

路

床

土

処

理

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

須 

配合設計 

ＣＢＲ 
 

別紙「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 
  

処理土の 

ＣＢＲ 
 

別紙「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 
  

施工 必須 
現 場 密 度

の測定 
 

別紙「Ｆｅ石灰工法の 

品質管理」参照 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

下 

 

 

 

 

 

 

 

層 

 

 

 

 

 

 

 

路 

 

 

 

 

 

 

 

盤 

 

 

 

 

 

 

 

工 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

須 

修正ＣＢ

Ｒ試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-68 
当初及び材料変更等 

粒状路盤:修正 CBR20%以

上 

(クラッシャラン鉄鋼ス

ラグは修正 CBR 30％以

上） 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生材を含

む再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝを用いる

場合で、上層路盤、基層、

表層の合計厚が40㎝より

小さい場合は 30%以上と

する。 

 

骨材の 

ふるい分

け試験 

JIS A 1102 当初及び材料変更等 
JIS A 5001 

表２参照 
 

土の液性 

限界・塑

性限界試

験 

JIS A 1205 当初及び材料変更等 塑性指数 PI：6以下 
・鉄鋼スラグには適用し

ない。 

鉄鋼ｽﾗｸﾞ

の水浸膨

張性試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-80 
当初及び材料変更等 

膨張率 

  １．５％以下 

・CS：ｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞに

適用する。 

道路用ｽﾗ

ｸﾞの呈色

判定試験 

JIS A 5015 当初及び材料変更等 呈色なし  

そ

の

他 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

JIS A 1121  当初及び材料変更等 

再生クラッシャランに用

いるセメントコンクリー

ト再生材は、すりへり量

が50%以下とする。 

 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

須 

現場密度

の測定 

舗装調査・試験

法便覧［4］-256 

 

砂置換法（JIS A 

1214) 

最大粒径53㎜以

下の場合のみ適

用できる。 

1,000 ㎡に１孔、１工

事につき最低 3 孔以

上実施する。 

最大乾燥密度の９３％

以上で平均値が以下を

満足すること。 

 

X10：95％以上 

X6 ：96％以上 

X3 ：97％以上 

締固め度及び粒度は、10孔

の測定値の平均値 X10 が規

格値を満足するものとす

る。また、10 孔の測定値が

得難い場合は 3 孔の測定値

の平均値 X3 が規格値を満

足するものとするが、X3が

規格値をはずれた場合は、

さらに 3 孔のデータを加え

た平均値 X6 が規格値を満

足していればよい。 

※締固め度は、監督員が承

認した最大乾燥密度に対す

る百分率で表した値 

プルーフ

ローリン

グ 

舗装調査・試験

法便覧［4］-288 

１工事につき１回 

仕上げ後全区間につ

いて実施する。 

 

・確認試験である。 

・但し、荷重車については、

施工時に用いた転圧機械と

同等以上の締固め効果を持

つローラやトラック等を用

いるものとする。 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

平板載荷 

試験 
JIS A 1215 

1,000㎡に２回の割で

行う。 
 

・確認試験である。 

・ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄの路盤に適

用 

骨材の 

ふ る い 分

け試験 
JIS A 1102 

必要と認められる 

とき随時   

土の液性 

限界・塑性 

限界試験 
JIS A 1205 

必要と認められる 

とき随時 

塑性指数 

  PI：6以下 
 

含 水 比 試

験 
JIS A 1203 

必要と認められる 

とき随時 設計図書による。 ・確認試験である。 
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工

種 
種別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

・ 

 

再 

 

生 

 

粒 

 

度 

 

調 

 

整 

 

路 

 

盤 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

修 正 Ｃ Ｂ

Ｒ試験 

舗装調査・試験法

便覧［4］-68 

当初及び材料の

変更時 

修正 CBR 80%以上 

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄの再生資

材を含む場合90%以上 

40℃で行った場合 80%

以上 

 

骨 材 の ふ

る い 分 け

試験 
JIS A 1102 

当初及び材料の変

更時 

JIS A 5001 

表 2 参照 
 

土 の 液 性

限界・塑性

限界試験 
JIS A 1205 

当初及び材料の変

更時 
塑性指数 PI：4以下  

鉄 鋼 ス ラ

グの修正 

Ｃ Ｂ Ｒ 試

験 

舗装調査・試験法

便覧［4］-68 

当初及び材料の変

更時 
修正 CBR80%以上 

・MS 粒度調整鉄鋼スラグ及

び HMS 水硬性粒度調整鉄鋼

スラグに適用する。 

鉄 鋼 ス ラ

グ の 水 浸

膨 張 性 試

験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-80 

当初及び材料の変

更時 
1.5%以下 

・MS：粒度調整鉄鋼スラグ

及び HMS：水硬性粒度調整

鉄鋼スラグに適用する。 

鉄 鋼 ス ラ

グ の 呈 色

判定試験 

JIS A 5015 

舗装調査・試験法

便覧［4］-73 

当初及び材料の変

更時 
呈色なし 

・MS：粒度調整鉄鋼スラグ

及び HMS：水硬性粒度調整

鉄鋼スラグに適用する。 

鉄 鋼 ス ラ

グ の 単 位

容 積 質 量

試験 

舗装調査・試験法

便覧［4］-131 

当初及び材料の変

更時 
1.50 ㎏／L以上 

・MS：粒度調整鉄鋼スラグ

及び HMS：水硬性粒度調整

鉄鋼スラグに適用する。 

鉄 鋼 ス ラ

グ の 一 軸

圧縮試験 

舗装調査・試験法

便覧［4］-75 

工事着手当初及び

材料が変化した場

合 

1.2Mpa 以上 

（14 日） 

NMS：水硬性粒度調整鉄鋼ス

ラグに適用する。 

そ 

 

の 

 

他 

粗 骨 材 の

す り へ り

試験 

JIS A 1121 
必要と認められ

るとき随時 

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝに用い

るｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ再生材

は、すりへり量が５

０％以下とする。 

 

硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

に よ る 骨

材 の 安 定

性試験 

JIS A 1122 
必要と認められ

るとき随時 
20%以下  

施 

 

工 

 

試 

 

験 

 

必 

 

 

 

須 

 

現 場 密 度

の測定 

舗装調査・試験法

便覧［4］-256 

 

砂置換法（JIS 

A1214) 

最大粒径 53 ㎜以

下の場合に適用

出来る。 

1,000 ㎡に１孔 

１工事につき最

低 3孔 

最大乾燥密度の 93%以

上 

 

X10：95%以上 

X6 ：95.5%以上 

X3 ：96.5%以上 

・締固め度及び粒度は、10 孔

の測定値の平均値 X10 が規格

値を満足するものとする。ま

た 10 孔の測定値が得難い場

合は3孔の測定値の平均値X3
が規格値を満足するものと

するが、X3が規格値をはずれ

た場合は、さらに3孔のデー

タを加えた平均値 X6 が規格

値を満足していればよい。 

※締固め度は、監督員が承認

した最大乾燥密度の値との

差を求めた値 

必 

 

須 

粒度測定 

（2.36 ㎜ 

フルイ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 
1,000 ㎡に１回の割

合で行う。 

ただし、2,000ｍ3

未満の工事は、省

略できる。 

2.36 ㎜フルイ：±15%

以内 
現場に敷き拡げられた混合

物から資料を採取する。 

・粒度は資料の測定値と監

督員が承認した現場配合の

値との差を求めた値。 

粒度測定 

（ ７ ５ μ

ｍフルイ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

75μｍフルイ：±6%以

内 
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工

種 
種別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

  

そ

の

他 

土の液性

限界・塑性

限界試験 

JIS A 1205 
必要と認められる 

とき随時 

塑性指数 

  PI：4以下 

土の液性限界・塑性

限界試験 

平板載荷 

試験 
JIS A 1215 

1,000 ㎡に２回の割

で行う。 
 

平板載荷 

試験 

含水比試

験 
JIS A 1203 

必要と認められる 

とき随時 
設計図書による。 含水比試験 

セ

メ

ン

ト 

・ 

石

灰

安

定

処

理

工 

材 

 

料 

必 

 

須 

骨材の修

正ＣＢＲ

試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-68 

当初及び材料の変

更時 

セメント安定処理 

下層路盤 10%以上 

上層路盤 20％以上 

石灰安定処理 

下層路盤 10％以上 

上層路盤 20％以上 

 

一軸圧縮 

試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-102 

当初及び材料の変

更時 

セメント安定処理 

下層路盤：一軸圧縮強さ 

［７日間］0.98 ㎫ 

上層路盤：一軸圧縮強さ 

［７日間］2.9 ㎫ 

石灰安定処理 

下層路盤：一軸圧縮強さ 

［10 日間］0.70 ㎫ 

上層路盤：一軸圧縮強さ 

［10 日間］2.98 ㎫ 

安定処理材に適用する。 

土の 

液性限界・

塑性限界 

試験 

JIS A 1205 

舗装調査・試験

法便覧［4］-167 

当初及び材料の変

更時 

セメント安定処理 

下層・上層路盤 

塑性指数 PI：9以下 

石灰安定処理 

下層・上層路盤 

塑性指数 PI：6～18 

 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

粒度測定 

(2.36㎜ﾌﾙ

ｲ） 

JIS A 1102 
１日１回 

１工事に最低３回 
2.36 ㎜ふるい：±15%以内 

現場に敷き拡げられた混

合物から資料を採取す

る。 

・粒度は資料の測定値と

監督員が承認した現場配

合の値との差を求めた

値。 

粒度測定 

(75µmﾌﾙｲ） 
JIS A 1102 

１日１回 

１工事に最低３回 
75μｍふるい：±6％以内 

現場密度

の 

測定 

舗装調査・試験

法便覧［4］-256 

 

砂置換法（JIS A 

1214) 

最大粒径53㎜以

下に適用出来

る。 

１日１回（3孔） 

１工事に最低３回 

 

 

最大乾燥密度の 

    ９３％以上 

 

×10：95%％以上 

×6 ：95.5%以上 

×3 ：96.5%％以上 

締固め度及び粒度は、10

孔の測定値の平均値×10

が規格値を満足するもの

とする。また、10 

孔の測定値が得難い場合

は 3 孔の測定値の平均値

×3 が規格値を満足する

ものとするが、 

×3 が規格値をはずれた

場合は、さらに 3 個のデ

ータを加えた平均値×6

が規格値を満足していれ

ばよい。 

・締固め度は、監督員が

承認した最大乾燥密度に

対する百分率で表した

値。 

施

工

試

験 

そ 

の 

他 

含水比試験 JIS A 1203 
必要と認められる

時 
設計図書による。 

現場に敷き拡げられた混

合物から資料を採取す

る。セメント量は、資料の

測定値と監督員が承認し

た現場配合の値との差を

求めた値 

セメント量

試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-293、

［4］-297 

必要と認められる 

とき随時（１日１

回） 

±1.2%以内 
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工種 
種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

骨材の 

ふ る い 分

け試験 

JIS A 1102 
当初及び材料の変更

時 

JIS A 5001 

表 2 参照 

（注）アスファルト混合

物事前審査制度の認定を

受けた混合物について

は、種別の「材料」、「プラ

ント」に係る試験を省略

できる。 

骨 材 の 密

度 及 び 吸

水率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

当初及び材料の変更

時 

表層・基層 

表乾密度：2.45ｇ/cm3

以上 

吸水率 ：3%以下 

骨材中の 

粘 土 魂 量

の試験 

JIS A 1137 
当初及び材料の変更

時 

粘土、粘土魂：0.25%以

下 

粗骨材の 

形状試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-51 

当初及び材料の変更

時 

細長、あるいは扁平な

石片：10%以下 

フ ィ ラ ー

の(舗装用

石灰石粉)

粒度試験 

JIS A 5008 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧 

 表 3．3－17 による。 

フィラー

の(舗装用

石灰石粉)

水分試験 

JIS A 5008 
当初及び材料の変更

時 
１%以下 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

フ ィ ラ ー

の 塑 性 指

数試験 

JIS A 1205 
当初及び材料の変更

時 

4 以下 

 

（注）アスファルト混合物

事前審査制度の認定を受

けた混合物については、種

別の「材料」、「プラント」

に係る試験を省略できる。 

・火成岩類を粉砕した石

粉を用いる場合に適用す

る。 

フ ィ ラ ー

の フ ロ ー

試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-83 

当初及び材料の変更

時 

50%以下 

 

フ ィ ラ ー

の 水 浸 膨

張試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-74 

当初及び材料の変更

時 

3%以下 

 

フ ィ ラ ー

の 剥 離 抵

抗性試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-78 

当初及び材料の変更

時 

1/4 以下 

 

製 鋼 ス ラ

グ の 水 浸

膨 張 性 試

験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-94 

当初及び材料の変更

時 
水浸膨張比：2%以下 

（注）アスファルト混合物

事前審査制度の認定を受

けた混合物については、種

別の「材料」、「プラント」

に係る試験を省略できる。 

 

製 鋼 ス ラ

グ の 密 度

及 び 吸 水

率試験 

JIS A 1110 
当初及び材料の変更

時 

SS  

表乾密度：2.45ｇ/cm3

以上 

吸水率 ：3%以下 

粗骨材の 

すりへり 

試験 

JIS A 1121 
当初及び材料の変更

時 

すり減り量 

砕石：30％以下 

CSS ：50%以下 

SS ：30%以下 

硫 酸 ナ ト

リ ウ ム に

よ る 骨 材

の 安 定 性

試験 

JIS A 1122 
当初及び材料の変更

時 
損失量：12％以下 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

材 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

粗骨材中

の軟石量

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２６ 

着手前１回及び材

料が変わった場合 

軟石量 

    ５％以下 

（注）アスファルト混

合物事前審査制度の認

定を受けた混合物につ

いては、種別の「材料」、

「プラント」に係る試

験を省略できる。 

 

針入度試

験 
JIS K 2207 

当初及び材料の変更

時 

舗装工施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 表 3.3.4 

伸度試験 JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照･ 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

引火点試

験 

JIS K 2265-1  

JIS K 2265-2 

JIS K 2265-3 

JIS K 2265-4 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照･ 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 表 3.3.4 

軟化点試

験 
JIS K 2207 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

蒸発後の 

針入度比 

試験 

JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.1 

トルエン 

可溶分試

験 

JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ  表

3.3.4 

密度試験 JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ  表

3.3.4 

高温動粘

土試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-

212 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 表3.3.4 

60℃ 

粘度試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-

224 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ 表 3.3.4 

タ フ ネ

ス・テナ

シティ試

験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-

289 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

薄膜加熱 

試験 
JIS K 2207 

当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧参照 

･舗装用石油ｱｽﾌｧﾙﾄ表

3.3.1 

･ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 表

3.3.3 

･ｾﾐﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ  表

3.3.4 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

プ 

 

 

ラ 

 

 

ン 

 

 

ト 

 

 

試 

 

 

験 

 

必 

 

 

 

 

須 

配合試験 
舗装調査・試験

法便覧［3］-(5) 
配合ごとに１回  

50t 未満は省略するこ

とができる 

粒度測定 

（2.36 ㎜ 

フ ル

イ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

・抽出ふるい分け試

験の場合：1～2 回／

日 

・印字記録の場合：全

数 

2.36㎜ふるい：±12%以内基

準粒度 

（注）アスファルト混

合物事前審査制度の認

定を受けた混合物につ

いては、種別の「材料」、

「プラント」に係る試

験を省略できる。 

 

粒度測定 

（75μｍ 

フ ル

イ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

・抽出ふるい分け試

験の場合：1～2 回／

日 

・印字記録の場合：全

数 

75μmふるい：±5%以内基準

粒度 

アスファ

ルト量抽

出粒度分

析試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-238 

・抽出ふるい分け試

験の場合：1～2 回／

日 

・印字記録の場合：

全数 

アスファルト量：±0.9%以

内 

温度測定 
(ｱｽﾌｧﾙﾄ・骨

材・混合物） 

温度計による。 １時間ごと 

配合設計で決定した混合温

度１８５℃を越えてはなら

ない。 

そ 

 

の 

 

他 

水浸ﾎｲｰﾙ

ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

試験 

舗装調査・試験

法便覧［3］-65 
1 工事 1回  

アスファルト混合物の

耐剥離性の確認 

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷ

ﾝｸﾞ試験 

舗装調査・試験

法便覧［3］-44 
1 工事 1回  

アスファルト混合物の

耐 流 動 性 の 確 認   

（注）アスファルト混

合物事前審査制度の認

定を受けた混合物につ

いては、種別の「材料」、

「プラント」に係る試

験を省略できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
品質管理基準・規格値 

- 83 - 

 

工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

ア 

 

 

 

 

ス 

 

 

 

 

フ 

 

 

 

 

ァ 

 

 

 

 

ル 

 

 

 

 

ト 

 

 

 

 

舗 

 

 

 

 

装 

施 

 

 

 

 

 

工 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度

の測定 

舗装調査・試験

法便覧［3］-218 

･締固め度は、個々の

測定値が基準密度の

94%以上を満足するも

のとし、かつ平均値に

について以下を満足

するものとする。 

･締固め度は、10 孔の

測定値の平均値X10が

規格値を満足するも

のとする。また、10 孔

の測定値が得がたい

場合は3孔の測定値の

平均値 X3 が規格値を

満足するものとする

が、X3 が規格値をはず

れた場合は、さらに 3

孔のデータを加えた

平均値 X6 が規格値を

満足していればよい。 

･1工事あたり3,000㎡

を 超 え る 場 合 は

10,000㎡以下を1ロッ

トとし、1 ロットあた

り 10孔で測定する。 

基準密度の94%以上 

X10 96%以上 

X6  96%以上 

X3  96.5%以上 

･複数層を施工する場合各

層毎 

 

(試験基準例) 

3,001～10,000 ㎡：10 孔 

10,001 ㎡以上の場合、

10,000㎡毎に10孔追加し、

測定箇所が均等になるよ

うに設定すること。 

例えば 12,000 ㎡の場合：

6､000 ㎡/1 ロット毎に 10

孔､合計 20 孔 

なお、50t 未満または 400

㎡以下の場合は､3 孔で測

定する。ただし、点在する

維持工事は監督員と協議

の上、省略することができ

る。 

また、400 ㎡以上 3,000 ㎡

以下の場合は、6 孔で測定

する。 

温度測定 

( 初 転 圧

前) 

温度計による。 随時 

１１０℃以上 

※ただし、混合物の種

類によって敷均しが

困難な場合や、中温化

技術により施工性を

改善した混合物を使

用する場合などは、所

定の締固め度が得ら

れる範囲で、適切な温

度を設定する。 

測定値の記録は、1 日 4回

（午前・午後各 2回） 

外観検査 

（混合物） 
目 視 随時   

混合物の

アスファ

ルト抽出 

舗装調査・試験

法便覧［4］-238 

1,500 ㎡に 1回 

コアー３個 

1 工事につき最低 1

回 

アスファルト量 

   ± 0.90%以内 

X10：± 0.55%以内 

X6 ：± 0.50%以内 

X3 ：± 0.50%以内 

・複数層を施工の場合は各

層毎 

・アスファルト量は試料の

測定値と監督員が承認し

た現場配合との差を求め

た値。 

・粒度は試料の測定値と監

督員が承認した現場配合

との差を求めた値。 

（注）アスファルト混合物

事前審査制度の認定を受

けた混合物については試

験を省略できる。 

混合物の 

粒度分析 

試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-238 

1,500 ㎡に 1回 

コアー３個 

1 工事につき最低 1

回 

2.36 ㎜ふるい 

±12.0%以内基準粒度 

X10：± 8.0%以内 

X6 ：± 7.5%以内 

X3 ：± 7.0%以内 

75μｍふるい 

± 5.0%以内基準粒度 

X10：± 3.5%以内 

X6 ：± 3.5%以内 

X3 ：± 3.0%以内 

そ 

の 

他 

すべり抵

抗試験 

舗装調査・試験

法便覧［1］-101 

舗設車線ごとの 

200m ごとに１

回 

 
特記仕様書及び監督員の

指示があった場合。 
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注意 １ 

    アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物については、 

    「材料」・「プラント」に係る試験を省略することができる。 

 注意 １ 

    アスファルト混合物事前審査制度の認定を得た混合物についての 

    「施工」に係る試験は従来どおりとし、その基準値は、事前審査認定時の 

    「アスファルト混合物総括表」による。 

 

附表－１ 「Ｆｅ石灰工法の品質管理」 

施工面積（㎡） 

処理土の品質管理 
5,000 以下 5,000～10,000 10,000～15,000 15,000～20,000 摘  要 

 

１）配合設計 

    ＣＢＲ 

 

２）処理土の 

    ＣＢＲ 

   水浸直後 

   水浸４日 

   水浸７日 

   水浸１４

日 

 

 

 

１工事に１回 

 

 

１，０００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に１回 

 

 

１，５００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に２回 

 

 

１，５００㎡ 

   に１回 

 

 

１工事に３回 

 

 

２，０００㎡ 

   に１回 

注 1）構造物基礎地

盤の補強等に、Ｆｅ

石灰処理土を適用

する時の品質管理

も左記を基本とす

るが層厚が 50 ㎝以

上の場合は、仕上り

全層の中間部でも

単位体積重量試験

を実施する。 

注２）材料品質管

理 
(1)､(2)は、Ｆｅ石

灰工法の適正な試

験方法により行

う。 

３）現場における 

処理土の乾燥

単 

位体積質量試

験 

１孔/１，０００㎡に１回（但し、１工事に３孔以上） 

４）使用数量の 

管理 
Ｆｅ石灰混合物あるいはＦｅ石灰単体の使用数量伝票で提出する。 

 

附表－２ 「（3）現場における処理土の乾燥単位体積重量試験」規格値 

工  種 項  目 × １０ × ６ × ３ 

 

路床処理工（Ｆe石灰） 

路盤工（粒調 Fe 処理

材） 

 

締固め度 ％ ９５．０以上 ９５．５以上 ９６．５以上 

 

締固め度は、１０孔の測定値の平均値×10が規格値を満足しなければならない。 

 また、１０孔の測定値が得がたい場合は、３孔の測定値の平均値×3 が規格値を満足

しなければならないが、×3 が規格値をはずれた場合はさらに３孔のデータを加えた平

均値×6が規格値を満足していればよい。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

 

 

圧 

 

 

 

コ 

 

 

 

ン 

 

 

 

ク 

 

 

 

リ 

 

 

 

｜ 

 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

須 

コンシステン

シーＶＣ試験 
 当初 

舗装施工便覧8-3-3 

による目標値 

修正 VC 値：50 秒 

 

マーシャル突

き固め試験 

転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ

舗装技術指

針（案） 

※いずれか

の 1方法 

当初 

舗装施工便覧8-3-3 

による目標値 

締固め率  96% 

ランマー突き

固め試験 

転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ

舗装技術指

針（案） 

※いずれか

の 2方法 

当初 

舗装施工便覧8-3-3 

による目標値 

締固め率  97% 

含水比試験 JIS A 1203 当初 設計図書による。 

含水比は、品質管理試験と

してコンシステンシー試

験がやむを得ず行えない

場合に適用する。 

コンクリート

の曲げ強度試

験 

JIS A 1106 
2 回／日(午前、午後）

で3本１組／回 
設計図書による。  

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材のふるい

分け試験 
JIS A 1102 

細骨材 300 ㎥、 

粗骨材500㎥ごとに1

回あるいは1回/日 

舗装施工便覧 

細骨材表-3.3.20 

細骨材表-3.3.22 

 

骨材の単位容

積質量試験 
JIS A 1104 

細骨材 300 ㎥、 

粗骨材 500 ㎥ごとに 

1 回あるいは1回/日 

設計図書による。  

骨材の密度及

び吸水率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

工事開始前及び 

材料の変更時 
設計図書による。  

粗骨材のすり

へり試験 
JIS A 1121 

工事開始前及び 

材料の変更時 

35%以下 

積雪寒冷地25%以下 

ホワイトベースに使用す

る場合：40%以下 

骨材の微粒分

量試験 

JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

工事開始前及び 

材料の変更時 

粗骨材 

･砕石 3.0%以下(ただ

し、粒径判定実績率が

58%以下の場合は、5.0%

以下) 

･ｽﾗｸﾞ粗骨材 5.0%以下

それ以外(砂利等) 1%以

下 

細骨材 

･砕砂、ｽﾗｸﾞ細骨材 5.0

以下 

それ以外(砂等) 3.0%以

下 

(ただし、砕砂で粘土、ｼ

ﾙｸ等を含まない場合は

5.0%以下) 

 

砂の有機 

不純物試験 
JIS A 1105 

工事開始前及び 

材料の変更時 

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強度

が９０％以上の場合は

使用できる。 

濃い場合は、JIS-A-1142

「有機不純物を含む細骨

材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による

試験方法」による。 

モルタルの圧

縮強度による

砂の試験 

JIS A 1142 

材料となる砂の上部

における溶液の色が

標準色液の色より濃

い場合。 

圧縮強度の90%以上  

骨材中の粘土

塊量の試験 
JIS A 1137 

工事開始前及び 

材料の変更時 

細骨材：1.0%以下 

粗骨材：0.25%以下 

観察で問題なければ省略

できる。 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

 

 

圧 

 

 

 

コ 

 

 

 

ン 

 

 

 

ク 

 

 

 

リ 

 

 

 

｜ 

 

 

 

ト 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

他 

硫酸ナトリウム

による骨材の安

定性試験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

工事開始前、材料

の変更時 

細骨材：10%以下 

粗骨材：12%以下 

寒冷地で凍結の恐れ

のある地点に適用す

る。 

セメントの物理

試験 
JIS R 5201 

製造会社の試験成績

表 

JIS-R-5210( ﾎ ﾟ ﾙ ﾄ ﾗ ﾝ

ﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

セメントの化学

分析 
JIS-R-5202 

製造会社の試験成績

表 

JIS-R-5210( ﾎ ﾟ ﾙ ﾄ ﾗ ﾝ

ﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ) 

JIS-R-5214(ｴｺｾﾒﾝﾄ) 

 

練混ぜ水の 

水質試験 

上水道水及び上

水道水以外の水

の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中1

回以上/12 か月及び

水質が変わった場

合。 

懸濁物質の量：2g/ℓ以下 

溶解性蒸発残留物の量： 

1g/ℓ以下 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：始

発は30分以内、終結は60

分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材令

7及び 28 日で 90%以上 

 

回収水の場合： 

JIS-A-5308 付属

書 JC 

工事開始前、工事中1

回以上/12 か月及び

水質が変わった場

合。 

塩化物イオン量： 

200 ㎎/ℓ以下 

ｾﾒﾝﾄの凝結時間の差：始

発は30分以内、終結は60

分以内 

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度比：材令

7及び 28 日で 90%以上 
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工

種 

種

別 
試験区分 試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

転 

 

 

 

圧 

 

 

 

コ 

 

 

 

ン 

 

 

 

ク 

 

 

 

リ 

 

 

 

｜ 

 

 

 

ト 

 

 

製 

 

造 

 

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

 

試 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

計量設備の 

計量精度 
 

工事開始前、 

工事中  

１回／6ヵ月以上 

水   ：±１％以内 

セメント：±１％以内 

骨材  ：±３％以内 

混和剤 ：±２％以内 

（高炉スラグ微粉末の場

合は±1％以内） 

混和剤 ：±３％以内 

レディーミクスコンク

リートの場合、印字記

録により確認を行う。 

ミキサの 

練混ぜ性能 

試験 

バッチミキサの

場合 

JIS A 1119 

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

 

工事開始前及び工事

中１回／12 ヵ月以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄの練混ぜ量 

公称容量の場合： 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ内のﾓﾙﾀﾙ量の偏

差率：0.8 ％以下 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ内の粗骨材量の

偏差率：  5.0 ％以下 

圧縮強度の偏差率 

：7.5 ％以下 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ内空気量偏差率：

10.0 ％以下 

・ｽﾗﾝﾌﾟの偏差率 

：15.0 ％以下 

レディーミクスコンク

リート工場（JIS ﾏｰｸ表

示認証製品を製造する

工場）の品質証明書等

のみとすることができ

る。 

連続ミキサの 

場合： 

土木学会規準 

JSCE-I-502-2013 

工事開始前及び工事

中１回／12 ヵ月以上 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中のﾓﾙﾀﾙ単位容積

質量差： 0.8 ％以下 

ｺﾝｸﾘｰﾄ中の単位粗骨材 

量の差： 5.0 ％以下 

圧縮強度の差：7.5 ％以

下 

空気量の差：1.0％以下 

ｽﾗﾝﾌﾟの差：３㎝以下 

レディーミクスコンク

リート工場（JIS ﾏｰｸ表

示認証製品を製造する

工場）の品質証明書等

のみとすることができ

る。 

細骨材の表

面水率試験 
JIS A 1111 2 回／日以上 設計図書による 

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ以外の

場合に適用する。 

粗骨材の表

面水率試験 
JIS A 1125 1 回／日以上 設計図書による 

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ以外の

場合に適用する。 

施 

 

 

 

工 

必 
 
 

 

須 

コンシステ

ンシーＶＣ

試験 

 １日２回（午前、午

後）以上。その他コン

システンシーの変動

が認められる場合な

どに実施する。 

但し、運搬車ごとに

目視観察する。 

修正ＶＣ値の±10 秒  

マーシャル

突き固め試

験 

舗装調査・試験法

便覧［3］-344 

※いずれか方法 

目標値の±1.5%  

ランマー突

き固め試験 
 目標値の±1.5％  

コンクリー

トの曲げ 

強度試験 

JIS A 1106 

2 回/日(午前・午後)

で、3個 1組/回（材

令 28日） 

･試験回数が7回以上(1回

は 3 個以上の供試体の平

均値)の場合は､全部の平

均値が所定の合格判断強

度を上まわるものとする。 

･試験回数が 7 回未満とな

る場合は、①1回の試験結

果は配合基準値強度の

85%以上 

②3 回の試験結果の平均

値は配合基準強度以上。 

 

温度測定(コ

ンクリート) 
温度計による。 

2 回/日(午前・午後)

以上 
  

現場密度の

測定 

ＲＩ 

水分密度計 

40ｍに１回 

（横方向に3箇所） 
基準密度の 95.5%以上  

コアによる

密度測定 

舗装調査・試験法

便覧［3］-353 

1,000 ㎡に１個の割

合でコアを採取 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

グ 

 

 

｜ 

 

 

ス 

 

 

ア 

 

 

ス 

 

 

フ 

 

 

ァ 

 

 

ル 

 

 

ト 

 

 

舗 

 

 

装 

材 

 

 

料 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

骨材の 

ふるい分

け試験 

JIS A 1102 
当初及び材料の変更

時 

JIS A 5001 

表－２参照 

 

骨材の 

密度及び 

吸水率試

験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

当初及び材料の変更

時 

表層・基層 

表乾比重：2.45ｇ/cm3以

上 

吸水率 ：3.0%以下 

骨材中の 

粘土塊量

の試験 

JIS A 1137 
当初及び材料の変更

時 

粘土・粘土魂量 

     0.25%以下 

粗骨材の 

形状試験 

舗装調査・試験

法便覧［2］-51 

当初及び材料の変更

時 

細長あるいは、偏平な石

片 

    10%以下 

 

フィラー（舗

装用石灰石

粉）の粒度試

験 

JIS A 5008 
当初及び材料の変更

時 

舗装施工便覧  

表 3.3.17 
 

フィラー（舗

装用石灰石

粉）の水分試

験 

JIS A 5008 
当初及び材料の変更

時 
１％以下  

そ 

の 

他 

粗骨材の

すりへり

試験 

JIS A 1121 
当初及び材料の変更

時 
30％以下  

硫酸ナト

リウムに

よる骨材

の 

安定性試

験 

JIS A 1122 
当初及び材料の変更

時 
損失量：12％以下 

注）アスファルト混合物

事前審査制度の認定を受

けた混合物については、

種別の「材料」、「プラン

ト」に係る試験を省略で

きる。 

針入度試

験 
JIS K 2207 

当初及び材料の変更

時 

針入度15～30 

（１/10 ㎜） 

軟化点試

験 
JIS K 2207 

当初及び材料の変更

時 

軟化点 

 58～68℃ 

伸度試験 JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

伸度 

10 ㎝以上（25℃） 

トルエン 

可溶分試

験 

JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

トルエン可溶分 

86～91％ 
 

引火点試

験 

JIS K 2265-1 

JIS K 2265-2 

JIS K 2265-3 

JIS K 2265-4 

当初及び材料の変更

時 

引火点 

 240℃以上 
 

蒸発質量 

変化率試

験 

JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

変化率 

 0.5％以下 
 

密度試験 JIS K 2207 
当初及び材料の変更

時 

密度 

 1.07～1.13ｇ／㎤ 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グ 

｜ 

ス 

ア 

ス 

フ 

ァ 

ル 

ト 

舗 

装 

プ 

 

ラ 

 

ン 

 

ト 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

貫入試験 

（４０℃） 

舗装調査・試験

法便覧［3］-402 
配合ごとに各１回。 

ただし、同一配合の合

材100ｔ未満の場合も

実施する。 

 

貫入量(４０℃)目標値 

表層：１～４㎜ 

基層：１～６㎜ 

注）アスファルト混合物

事前審査制度の認定を受

けた混合物については、

種別の「材料」、「プラン

ト」に係る試験を省略で

きる。 

リュエル 

流動性試験

(２４０℃) 

舗装調査・試験

法便覧［3］-407 
3～20 秒（目標値） 

ホイールト

ラッキング

試験 

舗装調査・試験

法便覧［3］-44 
 ３００以上 

曲げ試験 
舗装調査・試験

法便覧［3］-79 
 

被断ひずみ 

（-10℃、50 ㎜/min） 

  8.0×10－3 以上 

粒 度 

（2.36 ㎜ 

  フルイ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

印字記録の場合：全数

または抽出・ふるい分

け試験 

1～2 回/日 

2.35 ㎜フルイ 

±12％以内基準

粒度 

粒 度 

（75μm 

  フルイ） 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

75μｍフルイ 

   ±5％以内基準

粒度 

アスファル

ト量抽出粒

度分析試験 

舗装調査・試験

法便覧［4］-318 
アスファルト量 

   ±0.9％以内 

温度測定 

（アスファ

ルト、骨材、 

混合物） 

温度計による 随時 

アスファルト：220℃以

下 

石粉：常温～150℃トル

エ 

 

舗

設

現

場 

必

須 

温度測定 

（初転圧前） 
温度計による 

クッカ１台ごと。 

ただし、同一配合の

合材１００ｔ未満

の場合は１日２回

行う 

（午前、午後） 

 

アスファルト 

フィニッシャ 

への搬出時。 

路 

 

 

床 

 

 

安 

 

 

定 

 

 

処 

 

 

理 

 

 

工 

材

料

試

験 

必 

 

須 

土の締固め

試験 
JIS A 1210 

当初及び土質の変化

したとき。 
設計図書による  

ＣＢＲ試験 
舗装調査・試験

法便覧［4］-227 

［4］-230 

当初及び土質の変化

したとき。 
設計図書による  

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

現場密度の

測定 

最大粒径≦53

㎜：砂置換法

(JIS A 1214) 

最大粒径＞53

㎜：舗装調査・

試 験 法 便 覧 

[4]-185 

突砂法 

500m3につき1回の割

合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事

は1工事当たり3回以

上。 

1回の試験につき3孔

で測定し、3孔の最低

値で判定を行う。 

設計図書による 

左記の規格値を満たして

いても、規格値を著しく 

下回っている点が存在し

た場合は、監督員との協 

議の上で、（再）転圧を行

うものとする。 



 
品質管理基準・規格値 

- 90 - 

 

工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

  

 

プルー 

フロー 

リング 

舗装調査・試験

法便覧［4］-288 

路床仕上げ後、全幅 

・全区間で実施す

る。 

 

・確認試験である。 

・但し、荷重車について

は、施工時に用いた転圧

機械と同等以上の締固効

果を持つローラやトラッ

ク等を用いるものとす

る。 

そ 

の 

他 

平板載荷 

試験 
JIS A 1215 

延長 40ｍにつき１箇

所の割合で実施する。 
 

･確認試験である。 

ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄの路盤に適

用する。 

現場ＣＢ

Ｒ 

試験 

JIS A 1222 
各車線ごとに、延長40

ｍにつき１回の割合

で実施する。 
設計図書による 確認試験である。 

含水比試

験 
JIS A 1203 

500m3につき1回の割

合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は

1工事当たり3回以上 

設計図書による 確認試験である。 

たわみ量 

舗装調査・試験

法便覧［1］-284 

（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰ

ﾑ） 

プルーフローリング

での不良箇所につい

て実施する。 
設計図書による 確認試験である。 

表 

層 

安 

定 

処 

理 

工 

材

料

試

験 

そ

の

他 

土の一軸

圧縮試験 
JIS A 1216 

当初及び材料の変化

したとき。 
設計図書による 

配合を定めるための試験

である。 

施

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

現場密度

の測定 

 

最大粒径≦53

㎜：砂置換法

（JIS A 1214） 

最大粒径＞53

㎜：舗装調査・

試験法便覧 

[4]-185 

突砂法 

500m3につき1回の割

合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は

1工事当たり3回以

上。 

1回の試験につき3孔

で測定し、3孔の最低

値で判定 

設計図書による 
 

 

プルー 

フロー 

リング 

舗装調査・試験

法便覧［4］-288 
路床仕上げ後、全幅．、 

全区間で実施する。 
 

荷重車については、施工

時に用いた転圧機械と同

等以上の締固効果を持つ

ローラやトラック等を用

いるものとする。 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

平板載荷 

試験 
JIS A 1215 

各車線ごとに、延長40

ｍにつき１回の割合

で実施する。 
 

セメントコンクリート

の路盤に適用する。 

現場ＣＢ

Ｒ試験 
JIS A 1222 

各車線ごとに、延長40

ｍにつき１回の割合

で実施する。 
設計図書による。  

含水比試

験 
JIS A 1203 

500m3につき1回の割

合で行う。ただし、

1,500m3未満の工事は

1工事当たり3回以

上。  

設計図書による。  

たわみ量 

舗装調査・試験

法便覧［1］-16 

（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰ

ﾑ） 

プルーフローリング

での不良箇所につい

て実施する。 
設計図書による。  
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

固 

 

 

 

 

結 

 

 

 

 

工 

材 

料 

試 

験 

必 

 

須 

土の一軸 

圧縮試験 
JIS A 1216 

当初及び土質の変化

したとき。 

設計図書による。 

なお、1回の試験とは3

個の供試体の試験値の

平均値で表したもの。 

配合を定めるための試験

である。 

ゲルタイ

ム試験 
 

当初及び土質の変化

したとき。 
 

配合を定めるための試験

である。 

施 

 

 

 

工 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

須 

土の一軸 

圧縮試験 
JIS A 1216 

改良体５００本未満

は３本、５００本以上

は２５０本増えるご

とに１本追加する。 

試験は１本の改良体

について、上・中・下

それぞれ１回、計３回

とする。ただし、１本

の改良体で設計強度

を変えている場合は、

各設計強度ごとに３

回とする。 

現場の条件、規模等

によりがたい場合は

監督員の指示によ

る。 

①各供試体の試験結果

は改良地盤設計強度の

85％以上。 

②１回の試験結果は改

良地盤設計強度以上。 

なお、１回の試験とは

３個の供試体の試験値

の平均値で表したも

の。 

 

再 

 

生 

 

ア 

 

ス 

 

フ 

 

ァ 

 

ル 

 

ト 

 

舗 

 

装 

 

工 

材 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 

再生骨材 

アスファ

ルト抽出

後の骨材

粒度 

舗装調査・試験

法便覧［2］-16 

再生骨材使用量 

500ｔごとに１回 

１工事につき最低 1

回 

 

（注）アスファルト混合

物事前審査制度の認定を

受けた混合物について

は、種別の「材料」、「プ

ラント」に係る試験を省

略できる。 

再生骨材 

旧アスフ

ァルト含

有量 

舗装調査・試験

法便覧［4］-318 

再生骨材使用量 

500ｔごとに１回 

・１工事につき最低1

回 

3.8％以上 

再生骨材 

旧アスフ

ァルト針

入度 

マーシャル安定

度試験による再

生骨材の旧アス

ファルト性状判

定方法 

再生混合物製造日ご

とに１回。 

１日の再生骨材使用

量が 500ｔを超える

場合は2回。 

・１工事につき最低

1回 

20（ 1/10ｍｍ）以上

（25℃） 

再生骨材 

洗い試験

で 

失われる

量 

舗装再生便覧 
再生骨材使用量 

500ｔごとに１回 
５％以下 

洗い試験で失われる量と

は、試料のアスファルトコ

ンクリート再生骨材の水

洗い前の７５μm ふるい

にとどまるものと、 

水洗い後の７５μm ふる

いにとどまるものを気乾

もしくは 60℃以下の炉乾

燥し、その質量の差から

求める。 

再生アス

ファルト

混合物 

JIS K 2207 
２回以上及び 

材料が変化したとき 

JIS K 2207 

石油アスファルト規

格 
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工

種 

種

別 

試験 

区分 
試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

再 

 

生 

 

ア 

 

ス 

 

フ 

 

ァ 

 

ル 

 

ト 

 

舗 

 

装 

 

工 

 

 

粒度測定 

（2.36㎜フル

イ） 

舗装調査・試験法

便覧［2］-16 

抽出ふるい分け試験の場

合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数 

２．３６㎜ふるい： 

±１２％以内 

再アス処理の場合 

２．３６㎜ふるい： 

   ±１５％以内 
（注）アスファルト混合物事前審査

制度の認定を受けた混合物について

は、種別の「材料」、「プラント」に係

る試験を省略できる。 

・印字による場合は、舗装再生便覧表

－2.9.5 による。 

粒度測定 

（75μm フル

イ） 

舗装調査・試験法

便覧［2］-16 

抽出ふるい分け試験の場

合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数 

75μmふるい：±5%以内 

再アス処理の場合 

75μmふるい：±6%以内 

再生アス

ファルト

量 

舗装調査・試験法

便覧［4］-318 

抽出ふるい分け試験の場

合：１～２回／日 

印字記録の場合：全数 

アスファルト量±0.9%

以内 

再アス処理の場合 

アスファルト量：－1.2%

以内 

そ 

の 

他 

浸水ﾎｲｰﾙﾄﾗ

ｯｷﾝｸﾞ試験 

舗装調査・試験法

便覧［3］-65 
 設計図書による。 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の耐剥離性の確認 

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝ

ｸﾞ試験 

舗装調査・試験法

便覧［3］-44 
設計図書による。 設計図書による。 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の耐流動性の確認 

ラベリン

グ試験 

舗装調査・試験法

便覧［3］-18 
設計図書による。 設計図書による。 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の耐摩耗性の確認 

施 

 

 

工 

 

 

試 

 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

 

須 

外観検査

（混合物） 
目視 随時   

温度測定
(初転圧前） 温度計による。 随時  

測定値の記録は、1日 4回（午前・午

後各2回） 

現場密度

の測定 

舗装調査・試験法

便覧［3］-218 

・締固め度は、個々の測

定値が基準密度の94％

以上を満足するものと

し、かつ平均値について

以下を満足するものと

する。 

・締固め度は、10孔の測

定値の平均値X10が規格

値を満足するものとす

る。また、10孔の測定値

が得がたい場合は3孔の

測定値の平均値X3が規

格値を満足するものと

するが、X3が規格値をは

ずれた場合は、さらに3

孔のデータを加えた平

均値X6が規格値を満足

していればよい。 

・1工事あたり3,000㎡を

超える場合は10,000㎡

以下を1ロットとし、1ロ

ットあたり10孔で測定

する。 

基準密度の94％以上。 

X10 96％以上 

X6  96％以上 

X3  96.5％以上 

再アス処理の場合、基

準密度の93％以上。 

X10 95％以上 

X6  95.5％以上 

X3  96.5％以上 

※「4-1公的試験機関での品質管理試

験を義務付ける項目について」を参

照すること。 

･複数層を施工の場合各層毎。 

･橋面舗装はコア採取しないでAs合

材量（プラント出荷数量）と舗設面

積及び厚さでの密度管理、 

または転圧回数による管理を行う。 

例）3,001～10,000㎡：10孔 

10,001㎡以上の場合、10,000㎡毎に

10孔追加し、測定箇所が均等になる

ように設定すること。例えば12,000

㎡の場合：6,000㎡／ 1ロット毎に

10孔、合計20孔 

 なお、50t未満または400㎡以下の

場合は、3孔で測定する。ただし、

点在する維持工事は監督員との協議

の上、省略することができる。ま

た、400㎡以上3,000㎡以下の場合

は、6孔で測定する。 

混合物の

アスファ

ルト抽出 

舗装調査・試験法

便覧［3］-238 
 

アスファルト量 ±

0.9%以内 

X10 ±0.55％以内 

X6 ±0.50％以内 

X3 ±0.50％以内 

※「4-1 公的試験機関での品質管理

試験を義務付ける項目について」を

参照すること。 

・複数層を施工の場合各層毎。 

・アスファルト量は試料の測定値と

監督員が承認した現場配合との差を

求めた値 

・粒度は試料の測定値と監督員が承

認した現場配合との差を求めた値。 

注）アスファルト混合物事前審査制

度の認定を受けた混合物について

は、種別の「舗設現場」のうち、混

合物のアスファルト抽出及び混合物

の粒度分析試験を省略出来る。 

混合物の 

粒度分析 

舗装調査・試験法

便覧［3］-238 
 

2.36mmふるい：±12％

以内基準粒度 

X10 ±8.0以内 

X6 ±7.5以内 

X3 ±7.0以内 

75μmふるい：±5％以

内基準粒度 

X10 ±3.5以内 

X6 ±3.5以内 

X3 ±3.0 以内 

外観検査 

（混合物） 

「アスファルト

舗装工」に準ず

る。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 

「アスファルト舗装工」

に準ずる。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

プ

レ

ス

ト

レ

ス

ト

コ

ン

ク

リ

ー

ト

桁 

 

 

グ

ラ

ウ

ト 

必 

 

 

須 

流動性 

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

率 

体積変化率 

圧縮強度 

塩化物イオ

ン含有率 

ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方

書施工編 

JSCE-F 531 の方

法 

JSCE-F 535 の方

法 

JSCE-F 531 の方

法 

注入前、１回/日以上お

よび品質変化が認めら

れた時 

JPロート標準  高粘性型     14～23秒 

(流動性)高粘性型～低粘性型 7～35秒 

    低粘性型            6～14秒 

超低粘性型        3.5～6秒 

ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ率   0.3％以下（3時間後） 

体積変化率     -0.5％～＋0.5％ 

圧縮強度      材齢7日に30N/mm2以上 
塩化物ｲｵﾝ含有率 質量の 0.08％以下 

緊 

張 

管 

理 

必 

 

須 

緊張管理 

道路橋示方書、 

コンクリート道

路橋施工便覧に

よる。 

試験緊張   １回 

主桁 

１）ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

２）ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

横組 ｹｰﾌﾞﾙごと管理 

ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より

線の摩擦係数の管理限界

とＰＣ鋼棒の緊張力差の

許容誤差は、道路橋示方

書による。  

鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋 

一溶 

般接 

構構 

造造 

用用 

圧圧 

延延 

鋼鋼 

材材 

・ 

溶接 

構造

用耐

候性

熱間

圧延

鋼材 

必 

 

 

須 

外形寸法 

重量 

化学成分 

 

 

JIS G 3192  

JIS G 3193 

JIS G 3194 
許容差はＪＩＳによ

る。 

JIS G 3192  

JIS G 3193 

JIS G 3194 

鋼材規格証明及び外況

検査 

機械的性質 

引張試験 
JIS Z 2241 

規格、材質、厚さごとに

鋼材重量が概ね 

10ｔにつき１組、また

は監督員の指示及び特

記仕様による。 

総重量が 10ｔ未満につ

いては、鋼材規格証明

書により省略すること

ができる。 

JIS G 3101  

JIS G 3106 

JIS G 3114 

 

機械的性質

曲げ試験 
JIS Z 2248 

JIS G 3101  

JIS G 3106 

JIS G 3114 

 

機械的性質

シャルビー

試験 

JIS Z 2242 
JIS G 3106 

JIS G 3114 
 

突

合

わ

せ

継

手 

必 

 

 

須 

【放射線透

過試験】 

引張部材 

JIS Z 3104 
1 継手に 1枚（端部を含

む） 

JIS Z 3104 

2 級以上 

 

【放射線透

過試験】 

圧縮部材 
JIS Z 3104 5 継手に 1枚 

JIS Z 3104 

2 級以上 

【放射線透

過試験】 

曲げ部材 

引張ﾌﾗﾝｼﾞ 

JIS Z 3104 1 継手に 1枚 
JIS Z 3104 

2 級以上 

【放射線透

過試験】 

曲げ部材 

圧縮ﾌﾗﾝｼ 

JIS Z 3104 5 継手に 1枚 
JIS Z 3104 

2 級以上 
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工

種 
種別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋 

  

曲げ部材 

腹 板 の 応

力 に 直 角

方向 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （引張側） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 

 

曲げ部材 

腹 板 の 応

力 に 水 平

方向 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （端部を含む） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ３級以上 

鋼床版 
ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

１継手に１枚 

   （端部を含む） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

   ２級以上 

グ放

ル射

｜線

プ透

継過

手試 

 験 

必 

 

 

 

須 

鋼製橋脚

のはり及

び柱 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手全部を原則とす

る。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

現場溶接を行う全断面

溶け込みグループ溶接

継手について実施する。 

監督員の承諾を得て、放

射線透過試験のかわり

に超音波探傷試験（ＪＩ

Ｓ－Ｚ－３０６０）を用

いることができる。 

主桁のフ

ランジ及

び腹板（鋼

床版を除

く） 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手全部を原則とす

る。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

鋼床版の 

デッキ 

プレート 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

継手の始終端で連続

して５０㎝に２枚、

中間部で１ｍにつき

１箇所（１枚）、ワイ

ヤー継ぎ部で１箇所

（１枚）を原則とす

る。 

ＪＩＳ 

Ｚ－３１０４ 

摩六 

擦角 

接ナ 

合ッ 

用ト 

高・ 

力平 

ボ座 

ル金 

ト 

ナ 

ッ 

ト 

必 

 

 

 

 

須 

形 状 

寸 法 

外 観 

機 械 的 性

質 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１８６ 

その他 

ＪＩＳ 

Ｚ－２２４１ 

（Ｚ－２２０１） 

Ｚ－２２４５ 

による 

特記仕様書又は監督

員の指示による。 

ＪＩＳ 

Ｂ－１１８６ 

製造業者の管理図その

他品質管理のデータ又

は、検査成績表 

据 

付 

管 

理 

必 

 

 

須 

高 力 ボ ル

ト 

道路橋示方書に

よる。 

トルク法による場

合、 

各ボルト群の１０％

のボルト本数を標準

とする。 

各検査ボルトの据付け

トルク値がキャリプレ

ーション時の設定トル

ク値 

±１０％の範囲。 

 

ト ル シ ア

形 高 力 ボ

ルト 

道路橋示方書に

よる。 

一つの製造ロットか

ら５組の供試セット

を無作為に抽出す

る。 

道路橋示方書による  
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

 

験 

必 

 

須 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「アルカリ骨材

反応抑制対策に

ついて」（平成１

４年７月３１日

付け国官技第１

１２号、国港環第

３５号、国空建第

７８号） 

骨材試験を行う場合

は、工事開始前、 

工事中 1 回／6 ヶ月

以上及び産地が変わ 

った場合。 

「アルカリ骨材反応

抑制対策について」

（平成１４年 

７月３１日付け国官

技第１１２号、国港

環第３５号、国空建

第７８号） 

 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

ふ る い 分

け試験 

JIS A 1102 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～4 

JIS A 5021 

工事開始前、工事中

１回／月以上及び 

産地が変わった場

合。 

設計図書による。  

骨 材 の 密

度 及 び 吸

水率試験 

JIS A 1109 

JIS A 1110 

JIS A 5005 

JIS A 5011-1～4 

JIS A 5021 

工事開始前、工事中

１回／月以上及び 

産地が変わった場

合。 

絶乾密度：２．５以上 

細骨材の吸水率： 

    ３．５％以下 

粗骨材の吸水率： 

    ３．０％以下 

（砕砂・砕石、高炉ス

ラグ骨材、フェロニッ

ケルスラグ細骨材、銅

スラグ細骨材の規格値

については摘用を参

照） 

 

粗 骨 材 の

す り へ り

試験 

JIS A 1121 

JIS A 5005 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月及

び産地が変わった場

合。 

ただし、砂利の場合

は、工事開始前、 

工事中１回／月以上

及び産地が変わった

場合。 

砕石 40％以下 

砂利 35％以下 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材 

 

 

 

 

 

 

料 

 

 

 

 

 

 

試 

 

 

 

 

 

 

験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

他 

 

 

 

 

 

骨 材 の 微

粒 分 量 試

験 

JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

工事開始前、工事中

１回／月以上及び産

地が変わった場合。 

（山砂の場合は、工

事中１回／週以上） 

粗骨材 

砕石 3.0％以下（ただ

し、粒形判定実績率が

58 ％ 以 上 の 場 合 は

5.0％以下） 

スラグ粗骨材 5.0％以

下 

それ以外（砂利等） 

1.0％以下 

細骨材 

砕砂 9.0％以下（ただ

し、すりへり作用を受

ける場合は 5.0％以

下） 

スラグ細骨材 7.0％以

下（ただし、すりへり

作用を受ける場合は

5.0％以下） 

それ以外（砂等） 5.0％

以下（ただし、すりへ

り作用を受ける場合は 

3.0％以下） 

 

砂の有機 

不 純 物 試

験 

JIS A 1105 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月及

び産地が変わった場

合。 

標準色より淡いこと。 

濃い場合でも圧縮強度

が９０％以上の場合は

使用できる。 

濃い場合は、JIS A 5308

（モルタルの圧縮強度に

よる砂の試験）付属書－

３による。 

モルタル

の圧縮強 

度 に よ る

砂の試験 

JIS A 1142 

試料となる砂の上部

における溶液の色 

が標準色液の色より

濃い場 

圧縮強度の 90％以上  

骨材中の 

粘 土 塊 量

の試験 

JIS A 1137 

工事開始前、工事中

１回／月以上及び 

産地が変わった場

合。 

細骨材：１．００％以

下 

粗骨材：０．２５％以

下 

 

硫 酸 ナ ト

リ ウ ム に

よ る 骨 材

の 

安 定 性 試

験 

JIS A 1122 

JIS A 5005 

砂、砂利： 

工事開始前、工事中 1

回／6 ヶ月以上及び

産地が変わった場

合。 

砕砂、砕石： 

工事開始前、工事中 1

回／年以上及び産地

が変わった場合。 

細骨材：１０．０％以

下 

粗骨材：１２．０％以

下 

寒冷地で凍結の恐れがあ

る場合には適用しない。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

セメントの

物理試験 
JIS R 5201 

工事開始前、工事中

1 回／月以上 

JIS-R-5210(ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 

JIS-R-5211(高炉) 

JIS-R-5212(ｼﾘｶ) 

JIS-R-5213(ﾌﾗｲｱｯｼｭ)  
JIS R 5214（エコセメント） 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

JIS R 5202 
工事開始前、工事中

1 回／月以上 
 

練混ぜ水の

水質試験 

上水道水及び上

水道水以外の水

の場合：JIS A 

5308 附属書 JC 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月

及び水質が変わっ

た場合。 

懸濁物質の量：2g/L 以下 

溶解性蒸発残留物の量：

1g/L 以下 

塩化物イオン量：200mg/L

以下 

セメントの凝結時間の差：

始発は 30 分 

以内、終結は 60 分以内 

モルタルの圧縮強度比：材

齢7及び 28日で 90％以上 

上水道を使用している

場合は試験に換え、上

水道を使用しているこ

とを示す資料による確

認を行う。 

回収水の場合： 

JIS A 5308 附

属書 JC 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月

及び水質が変わっ

た場合。 

スラッジ水の濃度

は 1回/日 

塩化物イオン量：200mg/L

以下 

セメントの凝結時間の差：

始発は 30 分以内、終結は

60 分以内 

モルタルの圧縮強度比：材

齢7及び 28日で 90％以上 

 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

 

他 

計量設備の

計量精度 

 

 

 

工事開始前、工事中

１回／6ヶ月以上。 

水    ±１％以内 

セメント ±１％以内 

骨材   ±３％以内 

混和剤  ±２％以内 

（高炉スラグ微粉末の場

合は±1％以内） 

混和剤  ±３％以内 

レディーミクストコン

クリートの場合、印 

字記録により確認を行

う。 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの

場合： 

JIS A 1119 

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月 

コンクリートの練混ぜ量 

公称容量の場合：コンクリ

ート内のモルタル量の偏

差率：0.8％以下 

コンクリート内の粗骨材

量の偏差率： 5％以下 

圧縮強度の偏差率：7.5％

以下 

コンクリート内空気量の

偏差率：10％ 以下 

コンシステンシー（スラン

プ）の偏差率：15％以下 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

試 

験 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

 

連続ミキサの場

合： 

土 木 学 会 規 準

JSCEI 

502-2013 

工事開始前、工事中１回

以上／12 か月。 

コンクリート中のモル

タル単位容積質量差： 

０．８％以下 

コンクリート中の単位

粗骨材量の差： 

    ５．０％以下 

圧縮強度の差： 

    ２．５％以下 

空気量の差： 

    １．０％以下 

スランプの差： 

    ３．０㎝以下 

 

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 
２回/日以上 

設計図書による。 

 レディーミクスコンクリ

ート以外の場合に適用す

る。 
粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 
１回/日以上 

設計図書による。 

 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」による。 

・荷卸し時 

鉄筋コンクリート構造

物に適用する。 

コンクリートの打設が

午前と午後にまたがる

場合は、午前に１回コン

クリート打設前に行い、

その試験結果が塩化物

総量の規制値の1／2以

下の場合は、午後の試験

を省略することができ

る。（１試験の測定回数

は3回とする）試験の判

定は 3 回の測定値の平

均値。 

原則０．３㎏／㎥以下 

・骨材に海砂を使用する

場合は、「海砂の 

塩化物イオン含有率試験

方法」（JSCEC502,503） 

または設計図書の規定に

より行 

う。 

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

・荷卸し時 

1 回／日以上、150m3 ご

とに 1回、及び 

荷卸し時に品質変化が

認められた時。 

スランプ 5㎝以上 8㎝

未満 ：許容差 

±1.5 ㎝ 

スランプ 8 ㎝以上 18

㎝以下：許容差 

±2.5 ㎝ 

 

コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

・荷卸し時又は工場出

荷時に運搬車から採取

した試料 

1 回／日以上、150m3 ご

とに 1回、及び荷卸し時

に品質変化が認められ

た時。 

なお、テストピースは打

設場所で採取 

し、1回につき6個（σ

7…3個、σ28…3 個）と

する。 

1 回の試験結果は指定し

た呼び強度の 85％以上で

あること。 

3 回の試験結果の平均値

は、指定した呼び強度以

上であること。 

（1回の試験結果は、3個

の供試体の試験値の平均

値） 

 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

・荷卸し時 

1 回／日以上、150m3 ご

とに 1回、及び 

荷卸し時に品質変化が

認められた時。 

許容差 ±１．５％ 

 

・骨材に海砂を使用する場

合は、「海砂の塩化物イオン

含 有 率 試 験 方 法 」

（JSCEC502,503）または設計

図書の規定により行う。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

 

 

 

 

 

覆 

 

工 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

 

 

 

 

 

必 

 

 

 

 

 

須 

単位水量測

定 

「レディーミク

ストコンクリー

トの品質確保に

ついて」 

100m3／日以上の場

合； 

2 回／日（午前 1 回、

午後１回）以上、 

重要構造物の場合は

重要度に応じて 100m3

～150m3 ごとに１回、

及び荷卸し時に品質

変化が認められたと

きとし、測定回数は多

い方を採用する。 

1）測定した単位水量が、配

合設計±15kg/m3 の範囲に

ある場合はそのまま施工

してよい。 

2）測定した単位水量が、配

合設計±15kg/m3 を超え±

20kg/m3 の範囲にある場合

は、水量変動の原因を調査

し、生コン製造者に改善を

指示し、その運搬車の生コ

ンは打設する。その後、配

合設計±15kg/m3 以内で安

定するまで、運搬車の 3台

毎に 1回、単位水量の測定

を行う。 

3）配合設計±20kg/m3 の指

示値を越える場合は、生コ

ンを打込まずに、持ち帰ら

せ、水量変動の原因を調査

し、生コン製造業者に改善

を指示しなければならな

い。その後の全運搬車の測

定を行い、配合設計±

20kg/m3 以内になることを

確認する。更に、配合設計

±15kg/m3 以内で安定する

まで、運搬車の 3 台毎に 1

回、単位水量の測定を行

う。 

なお、測定値が管理値また

は指示値を超える場合は 1

回に限り試験を実施する

ことができる。再試験を実

施したい場合は2回の測定

結果のうち、配合設計との

差の絶対値の小さい方で

評価してよい。 

示方配合の単位水量の上限

値は、粗骨材の最大寸法が

20mm～25ｍｍの場合は 

175kg/m3、40mm の場合は

165kg/m3 を基本とする。 

そ 

の 

他 

コアによる 

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

品質に異常が認め

られた場合に行う。 
設計図書による。  

コンクリー

トの洗い 

分析試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１２ 

品質に異常が認め

られた場合に行う。 
設計図書による。  

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト 

・ 

Ｎ

Ａ

Ｔ

Ｍ 

材 

料 

試 

験 

必 

須 

アルカリ 

骨材反応 

対策 

「アルカリ骨材

反応抑制対策に

ついて」（平成１

４年７月３１日

付け国官技第１

１２号、国港環第

３５号、国空建第

７８号） 

骨材試験を行う場合

は、工事開始前、工事

中 1 回／6 ヶ月以上及

び産地が変わった場

合。 

骨材試験を行う場合は、工

事開始前、工事中1回／6ヶ

月以上及び産地が変わった

場合。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

け 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

骨材の 

ふ る い 分

け 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０２ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更が

あるごとに 1 回。た

だし、覆工コンクリ

ートと同一材料の場

合は省略できる。粗

骨材は採取箇所また

は、品質の変更があ

るごとに 1回。 

設計図書による。  

骨材の 

単位容積 

質量試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０４ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料 

の場合は省略でき

る。粗骨材は採取箇 

所または、品質の変

更があるごとに1回。 

設計図書による。  

骨材の密度

及び吸水率

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０９ 

Ａ－１１１０ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料 

の場合は省略でき

る。粗骨材は採取箇 

所または、品質の変

更があるごとに 1 

回。 

絶乾密度：2.5 以上 

細骨材の吸水率：3.5％

以下 

粗骨材の吸水率：3.0％

以下 

 

骨材の微粒

分量試験 

JIS A 1103 

JIS A 5005 

JIS A 5308 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料 

の場合は省略でき

る。粗骨材は採取箇 

所または、品質の変

更があるごとに 1 

回。 

粗骨材 

砕石 3.0％以下（ただ

し、粒形判定実績率が

58 ％ 以 上 の 場 合 は

5.0％以下） 

スラグ粗骨材 5.0％以

下それ以外（砂利等） 

1.0％以下 

細骨材 

砕砂 9.0％以下（ただ

し、すりへり作用を受

ける場合は 5.0％以

下） 

スラグ細骨材 7.0％以

下（ただしすりへり作

用 を 受 け る 場 合 は

5.0％以下） 

それ以外（砂等） 5.0％

以下（ただし、すりへ

り作用を受ける場合は 

3.0％以下） 

 

 

 

 



 
品質管理基準・規格値 

- 101 - 

工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

け 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

砂の有機 

不純物試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０５ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料 

の場合は省略でき

る。粗骨材は採取箇 

所または、品質の変

更があるごとに 1 

回。 

標準色より淡いこと。

濃い場合でも圧縮強度

が 90％以上の場合は

使用できる。 

・濃い場合は、JIS A 1142

「有機不純物を含む細骨

材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による

試験方法」による。 

モルタルの

圧縮強 

度による砂

の試験 

JIS A 1142 

試料となる砂の上部

における溶液の色 

が標準色液の色より

濃い場合。 

圧縮強度の 90％以上  

骨材中の 

粘土塊量 

の試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１３７ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料の

場合は省略できる。

粗骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更が

あるごとに 1回。 

細骨材：1.0％以下 

粗骨材：0.25％以下 
 

硫酸ナトリ

ウムによる

骨材の 

安定性試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２２ 

細骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

ただし、覆工コンク

リートと同一材料の

場合は省略できる。

粗骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更が

あるごとに 1回。 

細骨材：10％以下 

粗骨材：12％以下 

寒冷地で凍結のおそれの

ある地点に適用する。 

粗骨材の 

粒形判定 

実績率試験 

ＪＩＳ 

Ａ－５００５ 

粗骨材は採取箇所ま

たは、品質の変更 

があるごとに 1回。 

５５％以上  

セメントの

物理試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

工事開始前、工事中 1

回／月以上 

JIS R 5210（ポルトラ

ンドセメント） 

JIS R 5211（高炉セメ

ント） 

JIS R 5212（シリカセ

メント） 

JIS R 5213（フライア

ッシュセメン 

ト） 

JIS R 5214（エコセメ

ント） 

 

ポルトラン

ドセメント

の化学分析 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０２ 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

け 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

材 

 

 

 

料 

 

 

 

試 

 

 

 

験 

そ 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

他 

練混ぜ水の

水質試験 

上水道水及び上

水道水以外の水

の場合： 

JIS A 5308 附属

書 JC 

工事開始前、工事中

１回以上／12 か月。 

懸濁物質の量：2g/L 以

下 

溶解性蒸発残留物の

量：1g/L 以下 

塩 化 物 イ オ ン 量 ：

200mg/L 以下 

セメントの凝結時間の

差：始発は 30 分 

以内、終結は 60 分以内 

モルタルの圧縮強度

比：材齢 7及び 28 

日で 90％以上 

上水道を使用してる場合

は試験に換え、上水道を

使用してることを示す資

料による確認を行う。 

回収水の場合： 

JIS A 5308 附属

書 JC 

塩 化 物 イ オ ン 量 ：

200mg/L 以下 

セメントの凝結時間の

差：始発は 30 分 

以内、終結は 60 分以内 

モルタルの圧縮強度

比：材齢 7及び 28 

日で 90％以上 

その原水は、上水道水及

び上水道水以外の水の規

定に適合するものとす

る。 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

そ

の

他 

計量設備の

計量精度 
 

工事開始前、工事中

１回／6ヶ月以上 

水：±1％以内 

セメント：±1％以内 

骨材 ：±3％以内 

混和材 ：±2％以内 

（高炉スラグ微粉末の

場合は±1％以 

内） 

混和剤 ：±3％以内 

・レディーミクストコン

クリートの場合、印字記

録により確認を行う。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

製 

造 

プ 

ラ 

ン 

ト 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

ミキサの 

練混ぜ性能

試験 

バッチミキサの

場合： 

JIS A 1119 

JIS A 8603-1 

JIS A 8603-2 

コンクリートの練混

ぜ量 

公称容量の場合： 

コンクリート内のモ

ルタル量の偏差率：

0.8％以下 

コンクリート内の粗

骨材量の偏差率： 

5％以下 

圧縮強度の偏差率：

7.5％以下 

コンクリート内空気

量の偏差率：10％ 以

下 

コンシステンシー

（スランプ）の偏差

率：15％以下 

工事開始前、工事中１

回以上／12 か月。 

 

連続ミキサの場

合： 

土 木 学 会 規 準

JSCEI 502-2013 

コンクリート中のモ

ルタル単位容積質 

量差：0.8％以下 

コンクリート中の単

位粗骨材量の差： 

5％以下 

圧縮強度差：7.5％以

下 

空気量差：1％以下 

スランプ差：3㎝以下 

 

細骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１１ 
2 回／日以上 

設計図書による 

レディーミクストコンク

リート以外の場合に適用

する 
粗骨材の 

表面水率 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１２５ 
1 回／日以上 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

須 

塩化物の 

総量規制 

「コンクリート

の耐久性向上対

策」。 

・荷卸し時 

鉄筋コンクリート構

造物に適用する。 

コンクリートの打設

が午前と午後にま 

たがる場合は、午前

に１回コンクリー 

ト打設前に行い、そ

の試験結果が塩化 

物総量の規制値の 1

／2以下の場合は、 

午後の試験を省略す

ることができる。 

（１試験の測定回数

は 3回とする）試 

験の判定は 3 回の測

定値の平均値。 

原則 0.3 ㎏/m3 以下 

・骨材に海砂を使用する

場合は、「海砂の 

塩化物イオン含有率試験

方法」（JSCEC502,503） 

または設計図書の規定に

より行う。 
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

吹 

 

付 

 

コ 

 

ン 

 

ク 

 

リ 

 

｜ 

 

ト 

 

・ 

 

Ｎ 

 

Ａ 

 

Ｔ 

 

Ｍ 

施 

 

工 

 

試 

 

験 

必 

 

 

 

須 

コンクリー

トの圧縮 

強度試験 

JIS A 1108 

土 木 学 会 規 準

JSCE F561-2013 

トンネル施工長 40m

毎に 1回 材齢 7 

日,28 日（2×3＝6供

試体）なお、テス 

トピースは現場に配

置された型枠に工 

事で使用するのと同

じコンクリートを 

吹付け、現場で 7 日

間及び 28 日間放置 

後、φ5㎝のコアを切

り取りキャッピ 

ングを行う。1回に 6 

本（σ7…3本、 

σ28…3 本、）とする。 

1 回の試験結果は指定

した呼び強度の 85％

以上であること。 

3 回の試験結果の平均

値は、指定した呼び強

度以上であること。 

（1回の試験結果は、3

個の供試体の試験値の

平均値） 

 

そ 

の 

他 

スランプ 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０１ 

・荷卸し時 

1 回／日以上、150m3

ごとに 1回、及び 

荷卸し時に品質変化

が認められた時。 

スランプ 5 ㎝以上 8

㎝未満 ：許容差 

±1.5 ㎝ 

スランプ8㎝以上18

㎝以下：許容差 

±2.5 ㎝ 

 

空気量測定 

ＪＩＳ 

Ａ－１１１６ 

Ａ－１１１８ 

Ａ－１１２８ 

・荷卸し時 

1 回／日以上、150m3

ごとに 1回、及び 

荷卸し時に品質変化

が認められた時。 

±1.5％（許容差）  

ｺ ｺ ｱによる

強度試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０７ 

品質に異常が認めら

れた場合に行う。 
設計図書による。  

ロ 

ッ 

ク 

ボ 

ル 

ト 

・ 

Ｎ 

Ａ 

Ｔ 

Ｍ 

材 

料 

そ 

の 

他 

外観検査 

(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) 

目 視 

寸法計測 

材質は製造会社の試

験による。 
設計図書による。  

施 

工 

試 

験 

必 

 

 

須 

モルタルの

圧縮強度 

試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１１０８ 

1)施工開始前に 1回 

2)施工中は、トンネ

ル施工延長 50m ご 

とに 1回 

3)製造工場または品

質の変更がある 

ごとに 1回 

設計図書による。  

モルタルの

フロー値 

試験 

ＪＩＳ 

Ｒ－５２０１ 

1)施工開始前に 1回 

2)施工中または必要

の都度 

3)製造工場または品

質の変更があるごと

に 1回 

設計図書による。  

ロ ッ ク ボ

ル ト の 引

抜き試験 

「ロックボルト

の引抜き試験」に

よる 

掘削の初期段階は

20m ごとに、その後 

は 50m ごとに実施、

１断面当たり３本 

均等に行う（ただし、

坑口部では両側壁各

１本）。 

設計図書による。  
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工

種 

種

別 

試

験 

区

分 

試験項目 試験方法 試験基準 品質規格値 摘 要 

補 

 

強 

 

土 

 

壁 

 

工 

材 

 

 

 

 

料 

必 

 

須 

土 の 締 固

め試験 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１０ 

施工当初及び土質の 

変化時。 
設計図書による。  

外観検査 
補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによ

る 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる 

ストリップ、鋼製壁面材、

コンクリート製壁面材等 

コ ン ク リ

ー ト 製 壁

面 材 の コ

ン ク リ ー

ト強度 

試験 

補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによ

る 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによる 
 

そ 

の 

他 

土の粒度 

試験 

補強土壁工法 

各設計・施工マニ

ュアルによる 

補強土壁工法各設計 

施工マニュアルによ

る 

設計図書による。  

施 

工 

試 

験 

必 

 

須 

現 場 密 度

の測定 

最大粒径 

≦５３㎜ 

ＪＩＳ 

Ａ－１２１４ 

Ａ－１２１０ 

  Ａ・Ｂ法 

最大粒径 

＞５３㎜ 

舗装調査・試験法

便覧［4］-182 

 

５００㎥につき１回 

最大乾燥密度の 

    ９０％以上 

または、設計図書によ

る。 
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２．レディーミクストコンクリートの品質確保について 

【レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）】 

 

１ 適用範囲 

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管

理基準値等を規定するものである。 

なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、１日当た

りコンクリート種別ごとの使用量が100m3以上の施工となるコンクリート工及び（別表）

に示す工種を対象とする。 

 

２ 測定機器 

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと

同程度、あるいは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に

記載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督員に提出するものとす

る。 

また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。 

 

３ 品質の管理 

受注者は、施工現場において、打込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量

を本要領に基づき測定しなければならない。 

 

４ 単位水量の管理記録 

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合

は、プリント出力）・保管するとともに、測定状況写真を撮影・保管し、監督員等の請求

があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

また、１日のコンクリート打設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。 

 

５ 測定頻度 

単位水量の測定頻度は、（１）～（４）による。 

（１）（別表）に示す工種で鉄筋構造物の場合は、コンクリート打設（コンクリート種別

ごと）を午前から午後にかけて行う場合は、２回／日（午前１回、午後１回）。午前

または午後のみ打設を行う場合は、１回／日とする。 

（２）（別表）に示す工種で無筋構造物の揚合は、１回／日とする。 

（３）上記以外の場合は、１日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3以上の施工 

となる場合は、100m3毎に１回とする。 

（４）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。 

 

６ 管理基準値・測定結果と対応 

（１）管理基準値 

現揚で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとして扱うものとする。 

区 分 単位水量（㎏/m3） 

管理値 配合設計±15㎏/m3 

指示値 配合設計±20㎏/m3 

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20～25㎜の場合は175㎏/m3、40

㎜の場合は165㎏/m3を基本とする。 
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（２）測定結果と対応 

１）管理値内の場合 

測定した単位水量が管理値内の揚合は、そのまま打設してよい。 

２）管理値を超え、指示値内の場合 

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受 

注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならな 

い。 

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う 

こととする。なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値 

を観測することをいう。 

３）指示値を超える場合 

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせる 

とともに、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなけ 

ればならない。 

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。 

 

なお、管理値または指示値を超える場合は１回に限り試験を実施することができ 

る。 

再試験を実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さ 

いほうの値で評価してよい。 

 

（別表） 

 名    称 

１ 鉄筋コンクリート擁壁（Ｈ=５ｍ以上） 

２ ボックスカルバート（内空断面積２５㎡以上） 

３ 橋梁（上・下部・床板） 

４ トンネル 

５ 治山ダム（Ｈ=１０ｍ以上） 

６ その他測定が必要と認められる重要構造物 

※１：プレキャスト製品を除く。 

※２：１日当たりコンクリート使用量が100m3未満の場合でも、上記の１～６に該

当する場合は、単位水量測定を実施するものとする。 
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３．コンクリート二次製品（ＪＩＳ製品以外）の規格・材料検査 

 

 製品種類 

試験項目 

ボックス 

カルバート 
方 格 枠 

消波異形 

ブロック 

（２ｔ以下） 

方塊ブロック

直立消波 

異形ブロック 

ケーソン 
セルラー 

Ｌ形ブロック 

製作番号 

外観 
全個数 全個数 全個数 全個数 全個数 全個数 

形状・寸法 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに３０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに５個

又はその端数

に１個の割合

で測定する。 

全個数を測定 

呼び名が異な

るごとに３個

に１個の割合

で測定する。 

圧縮強度試

験 

曲げ強さを含

めて１００個

又はその端数

に１個の割合

で JIS-A-

1106、1108 の

試験 

曲げ強さを含

めて１００個

又はその端数

に１個の割合

で JIS-A-

1106、 

1108の試験 

原則としてコ

ンクリート 

150㎥に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150㎥に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150㎥に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

原則としてコ

ンクリート 

150㎥に１回 

JIS-A-1108 の

試験 

空気量・スラ

ンプ試験 

 原則としてコ

ンクリート 

５０㎥に１回 

JIS-A-1101、 

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０㎥に１回 

JIS-A-1101、 

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０㎥に１回 

JIS-A-1101、 

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０㎥に１回 

JIS-A-1101、 

1118の試験 

原則としてコ

ンクリート 

５０㎥に１回 

JIS-A-1101、 

1118の試験 

シュミット

ハンマー試

験（Ａ試験） 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに１０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに３０

個又はその端

数に１個の割

合で測定す

る。 

呼び名が異な

るごとに５個

又はその端数

に１個の割合

で測定する。 

全個数を測定 

呼び名が異な

るごとに３個

に１個の割合

で測定する。 

異常を認め

た場合のコ

アー採取に

よる試験（Ｃ

試験） 

 随 時 随 時 随 時 随 時 随 時 

配筋の検査 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

５００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

１００個又は

その端数に１

個の割合で検

査する。 

適  用 

 現場打の場合

は空気量・ス

ランプ試験を

行うこと。 

（Ｃ試験） 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107の

試験を行うこ

と。 

必要に応じて

コンクリート

打設時にコア

用ブロックを

作成して現場

養生のうえ、

JIS-A-1107の

試験を行うこ

と。 
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４．鋼材の規格・材料検査 

 

鋼材の種類 規         格 鋼 材 記 号 

構 造 用 鋼 材 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０１ 一般構造用圧延鋼材 ＳＳ４００．ＳＳ４９０ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０６ 溶接構造用圧延鋼材 ＳＭ４００．ＳＭ４９０．ＳＭ

５２０． 

ＳＭ５７０ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１１４ 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 ＳＭＡ４００．ＳＭＡ４９０． 

ＳＭＡ５７０ 

鋼  管 ＪＩＳ－Ｇ－３４４４ 一般構造用炭素鋼管 ＳＴＫ４００．ＳＴＫ４９０ 

接 合 用 鋼 材 
ＪＩＳ－Ｂ－１１８６ 

摩擦接合用高力六角ボルト 

六角ナット、平座金のセット 
Ｆ ８Ｔ．Ｆ１０Ｔ 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０４ リベット用丸鋼 ＳＶ３３０．ＳＶ４００ 

溶 接 材 料 

ＪＩＳ－Ｚ－３２１１ 軟鋼用被覆アーク溶接棒  

ＪＩＳ－Ｚ－３２１２ 高張力鋼用被覆アーク溶接棒  

ＪＩＳ－Ｚ－３３１１ 鋼サブマージアーク溶接材料  

鋳 鍛 造 品 

ＪＩＳ－Ｇ－３２０１ 炭素鋼鋳鋼品 ＳＦ４９０Ａ．ＳＦ５４０Ａ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１０１ 炭素鋼鋳鋼品 ＳＣ４５０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１０２ 溶接構造用鋳鋼品 ＳＣＷ４１０．ＳＣＷ４８０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５１１１ 

構造用高張炭素鋼及び 

低合金鋼鋳鋼品 

（低マンガン鋼鋳鋼品） 

ＳＣＭｎ１Ａ．ＳＣＭｎ２Ａ 

ＪＩＳ－Ｇ－４０５１ 機械構造用炭素鋼材 Ｓ３０Ｃ．Ｓ３５Ｃ 

ＪＩＳ－Ｇ－５５０１ ねずみ鋳鉄品 ＦＣ１５０．ＦＣ２５０ 

ＪＩＳ－Ｇ－５５０２ 球状黒鉛鋳鉄品 ＦＣＤ４００ 

線  材 

線材二次製品 

ＪＩＳ－Ｇ－３５０２ ピアノ線材 ＳＷＲＳ 

ＪＩＳ－Ｇ－３５０６ 硬鋼線材 ＳＷＲＨ 

ＪＩＳ－Ｇ－３５３６ ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線 

丸鋼：ＳＷＰＲ１ 

異形線：ＳＷＰＤ１ 

２本より線：ＳＷＰＲ２ 

７本より線：ＳＷＰＲ７ 

鋼  棒 

ＪＩＳ－Ｇ－３１１２ 鉄筋コンクリート用棒鋼 Ａ種１号：ＳＢＰＲ785／930 

ＪＩＳ－Ｇ－３１０９ ＰＣ鋼棒 

Ａ種２号：ＳＢＰＲ785／1030 

Ｂ種１号：ＳＢＰＲ930／1080 

Ｂ種２号：ＳＢＰＲ930／1180 

※ 品質管理基準の規定によって全部又は一部の材料及び数量をＪＩＳ規定に基づき適宜検査を行う。 
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５．公 的 試 験 機 関 で の 品 質 管 理 試 験 の 実 施 に つ い て 

 

 品質管理基準により義務付けられた品質管理項目のうち、次表に示す項目については、公的試験機関（注１参照）

で試験を実施するものとする。 

 

公的試験機関による品質管理試験項目一覧表 

 

工  種 試 験 項 目 試  験  基  準 適  用 

セメント 

コンクリート 

圧縮強度試験 

・荷卸し時１回／日以上、原則として１

５０㎥（構造物の重要度と工事規模に応

じて打設量２０㎥～１５０㎥）毎に１

回、及び荷卸し時に品質変化が認められ

た時。但し、道路橋鉄筋コンクリート床

版にレディーミクストコンクリートを

用いる場合は、原則として全運搬車測定

を行う。 

・道路橋床版の場合、全運搬車を行うが、

スランプ試験の結果が安定し良好な場

合は、その後スランプ試験の頻度につい

て監督員と協議し低減できる。 

・早強セメントの場合は必要に応じて１

回に付き３個（３日強度）を追加で採取

できる。 

・鉄筋コンクリートの重要構造物（注：

参照）については打設日１日につき２回

（午前・午後）とする。 

 

供試体の試料は荷卸

し場所にて採取し、

標準養生とする。 

 

・供試体は１回につ

き６個採取（７日強

度及び２８日強度、

各３本） 

 

・小規模工種※で１

工事当たりの総数量

が５０㎥未満の場合

は、１工種１回以上

の試験、又は、レデ

ィーミクストコンク

リート工場の品質証

明書のみとすること

ができる。※小規模

工種とは、以下の工

種を除く工種とす

る。（橋台、橋脚、杭

類（場所打杭、井筒

基礎等）、橋梁上部工

（桁、床版、高欄等）、

擁壁工（高さ１ｍ以

上）、函渠工、樋門、

樋管、水門、水路（内

幅2.0m以上）、護岸、

ダム及び堰、トンネ

ル、舗装、その他こ

れらに類する工事及

び特記仕様書で指定

された工種。） 

 

曲げ強度試験 

コンクリート舗装の場合に適用し、打

設日１日につき２回（午前、午後） 

なお、供試体は１回につき３個採取 

（２８日強度３本） 

 

鋼材ガス圧接 引張試験 

１）手動ガス圧接の場合 

工事着手前に作製した試験片５本 

２）自動ガス圧接の場合 

工事着手前に作製した試験片２本 

※ 試験片の作製は鉄筋径毎に行う。 

試験片の作製は、圧

接者、圧接装置、鉄

筋の端面処理、加熱

時間等実際の作業

と同一条件で行う。 
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河川・海岸・治山 

・道路土工 

土の締固め試験 

５００㎥以上の盛土を行う工事で、当

初及び土質の変化時の試験（路床と同一

材料の路体盛土は、路床の品質管理試験

のみでよい）。 

河川、海岸、治山の

盛土及び道路の路

体盛土材に適用す

る。 

修正ＣＢＲ試験 
道路の路床工事の盛土材で、当初及び

土質の変化時に行う試験。 

土の締固め試験も

必要。 

路床置換工 
置換材料の修正ＣＢＲ試

験 

道路の置換材料について、当初及び材

料の変化時に行う試験。 
 

転圧コンクリート 

舗装 

曲げ強度試験 

（作成供試体－現場施工） 

打設日１日につき２回（午前、午後）

の、材齢２８日の強度試験。 

供試体は打設場所

で採取し、１回につ

き３個とする。 

アスファルト舗装 

コアー密度測定試験 

混合物のアスファルト量 

抽出試験 

混合物粒度分析試験 

 交通量区分がN7、N6、N5（注7）の場

合について、車道の各層毎に１回、３個

のコアーを採取して行う試験。 

 但し、１工事（各層毎）の混合物の使

用数量が５０ｔ又は舗設面接が４００

㎡未満の場合は、省略することができ

る。 

路肩、取付け道路は

除く。 

ホイールトラッキング試

験 

改質アスファルト使用の場合は、１工

事につき１回（複数層に使用の場合各層

毎）施工前に作成した３個の供試体で実

施する試験。（注５参照） 

 

地盤改良・固結工 土の一軸圧縮試験 

改良体５００本未満については３回、 

５００本以上については２５０本増え

る毎に１回を追加して行う供試体の試

験。 

試験１回当たりの

供試体の作成は３

個である。 

補強土壁工 土の突固め試験  当初及び土質の変化時に行う試験。 

 

 

 

法面吹付工 圧縮強度試験 

吹付１日につき１回行う試験。なお、

テストピースは、現場に配置した型枠に

施工と同時期に吹付けたコンクリート

（モルタル）を現場放置後に切り取った

コアー￠５㎝とし、７日強度と２８日強

度の双方各３本を対象とする。 

供試体は、キャッピ

ングすること。 

現場吹付法枠工 圧縮強度試験 

吹付１日につき１回行う試験。なお、

テストピースは、現場に配置した型枠に

施工と同時期に吹付けたコンクリート

（モルタル）を現場放置後に切り取った

コアー￠５㎝とし、７日強度と２８日強

度の双方各３本を対象とする。 

供試体は、キャッピ

ングすること。 

（注）１．公的試験機関とは、（財）福岡県建設技術情報センター、（財）九州環境管理協会、（財）建材試験センター
（財）日本品質保証機構、（社）九州機械工業振興会、及び他県の直轄試験場・技術センター等や大学をい
う。なお、公的試験機関での試験実施が困難な場合は、監督員の承諾を得て、その他機関（注２）を受注者
立会のもとで利用できるものとする。    

   ２．その他機関とは、試験、検査及び管理などの業務を実施する技術者を有し、ＪＩＳに基づく試験をＪＩＳ
基準に適合した試験機材等を使用し、実施できる機関をいう。 

３．品質管理上の重要構造物とは、ＰＣ桁（工場製作は除き、間詰め・横桁は含む）、鋼橋のＲＣ床版、ＲＣ
橋、井筒、水門、樋門等、共同溝、橋台、橋脚、擁壁（高さ２ｍ以上）、本堤・副堤（治山工事）その他こ
れらに類するもの及び設計図書等に示す構造物とする。 

４．単純オーバーレイ工事は対象外とする。（切削オーバーレイ工事は対象とする。） 
５．アスファルト事前審査制度の認定を得た改質アスファルト混合物については、ホイールトラッキング試験
を省略することができる。 

６．項目一覧表以外の品質管理試験であっても、監督員の指示により公的試験機関での試験が必要となる場合
がある。 

７．交通量区分は舗装設計便覧による。（例：N5 日交通量250台以上） 
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［ ３ ］  写 真 管 理 基 準 

 

１．適   用 

   この写真管理基準は、福岡県農林水産部（水産林務関係）が発注する工事の工事写真の撮影

に適用する。 

 

 ２．写真撮影の要点 

  工事記録写真は契約書の設計図書に照らして、工事が適正に施工されたことを証明するもの

であり、特に工事完成後の不可視部分についての立証資料となるので、次の点に十分注意して

撮影しなければならない。 

（１）工事写真は写真撮影要領に基づき撮影すること。ただし工事内容により不適切な場合は、

監督員の指示により追加削除するものとする。 

なお該当工種がない場合は、撮影計画書を作成し監督員と協議するものとする。 

（２）工事の内容を十分理解し、写真の目的を把握して撮影すること。 

（３）管理する目的物の現状、形状及び寸法がはっきりとわかるように、鋼尺、箱尺、リボン

テープ、ポール等をあてて撮影すること。 

（４）写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写

し込みこと。ただし、工事着手前写真、工事完成写真については位置が写真で判断できれ

ば省略できるものとする。 

     ①工事名   ②工種等   ③測点（位置） 

     ④設計寸法  ⑤実測寸法  ⑥略図 

 

 ３．工事記録写真の分類 

   工事記録写真は次のように分類する。 

   （１）工事着手前及び完成写真 

  （２）施工状況写真 

   （３）安全管理写真 

   （４）使用材料写真 

  （５）品質管理写真 

   （６）出来形管理写真 

  （７）災害写真 

  （８）事故写真 

  （９）その他（環境、補償、検査等） 
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 ４．写真の整理及び提出 

（１）写真の信憑性を考慮し、写真加工は認めない。ただし黒板情報の電子的記入については

不正な写真加工には該当しないものとする。 

（２）写真の色彩やサイズは、以下のとおりとする。 

   ①写真はカラーとする。 

②有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。 縦横比は３：４程度とす 

る。（100 万画素程度～300 万画素程度＝1,200×900 程度～2,000×1,500 程度） 

（３）電子納品の場合の工事写真の形式及び整理方法 

福岡県農林水産部（林務関係・水産関係）電子納品運用ガイドラインによるものとする。 

（４）電子納品以外の場合の工事写真の形式及び整理方法 

   写真を電子納品としていない場合は次によるものとする。 

   ①工事写真として、工事写真帳（原則として工事用アルバム）を工事完成時に１部提出

すること。 

   ②工事写真帳における写真の大きさは、サービスサイズ（Ｌサイズ）程度とすること。

ただし、着手前及び完成写真等は、キャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）と

することができる。また、監督員が指示する場合は、その指示した大きさとすること。 

（５）写真の撮影及び整理は受注者の責任において行い管理すること。 

（６）監督員の指示する写真は、提出時期及び提出部数について指示に従うものとする。 

 

５．ＩＣＴ施工技術の活用 

   受注者は、ＩＣＴ施工技術を活用して出来形管理や品質管理を行う場合は、写真管理の撮

影頻度及び撮影方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

   ※国土交通省の「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」を準拠して出来形管理を行

った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領

の規定による。 

また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、 

品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。 

       

６．写真撮影要領 

別表に示す。 

※「撮影頻度」は原則とし、監督員と協議の上変更できるものとする。 
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［別表］ 写 真 撮 影 要 領 

 

１ 工事写真分類別撮影要領 

分類 区分 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

着手前・完成 着手前 着手前１回 工事区域全体の状況が判断できる写真を撮影すること。 

①起終点は勿論、工区全体の状況が判断できる写真であること。 

②人家、立木等障害物が多く工区全体の関連写真の撮影が不可能な場合

は、順序よく関連付けされた（関連位置を明確にするポール等を設置）

追い写真とする。 

完成 完成後１回 全景及び部分写真の２種類に分類されるが、着手前写真と対照できるよ

う同一箇所から撮影すること。 

また、部分完成写真は主要工種毎及び主要構造物毎に撮影すること。 

施工状況 工事施工中 

 

 

 

工種種別毎 

１施工箇所

毎 

工事の施工方法、施工時期、出来高工程、進捗状況などの記録写真とな

り、総合的な判断資料となるため、施工状況がよく分かるように工夫す

るとともに、契約図書の工種別に工事の施工状況を撮影し、順序良く整

理すること。 

工種毎の撮影箇所等は、２工種別撮影要領によること。 

機械施設 機種毎 

設備毎 

現場搬入時に機種、形式、規格等が確認できるよう１台毎に明示して撮

影すること。 

現場仮設機械（プラント等）の設置状況、機種、形式、規格等及び機械

の組合せ関連が確認できるよう撮影すること。 

仮設（指定

仮設） 

１施工箇所

毎 

指定仮設については、仮設状況、使用材料、形状寸法が確認できるよう

撮影すること。 

廻排水等の任意仮設については、仮設状況を撮影すること。 

図面との不

一致 

必要に応じ

て 

 

ただし、 

※１の場合 

撮影毎に 

１回 

※２の場合 

計測毎に 

１回 

図面と現地が不一致の場合は、不一致程度が判断できるよう撮影するこ

と。 

※１ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（ＵＡＶ）による場合（写

真測量に使用したすべての画像（ＩＣＯＮフォルダに格納））〔発生時〕 

※２ 

発注者が指定する規定における地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）、

地上移動体搭載型レーザースキャナー（地上移動体搭載型ＬＳ）、無人

航空機搭載型レーザースキャナー（ＵＡＶレーザー）、ＴＳ（ノンプリ

ズム方式）、ＴＳ等光波方式、ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる場合〔発生時〕 

安全管理  各種標識・

保安施設等 

種類毎 工事の施工に関する各種標識類、各種保安施設、防護施設、土石流安全

対策等の写真であり、万一事故が発生した場合の原因究明及び工事現場

の安全管理状況の証拠となるものであり、必ず施設の設置状況が明瞭に

判読できるよう撮影すること。 

交通整理 １回 監視員による交通整理状況を周辺との関連がわかるよう撮影すること。 

安全訓練 実施日毎 安全教育、訓練、パトロール等の活動状況が確認できるよう撮影するこ

と。 

使用材料  材料検収 品目毎 当該工事に使用する資材（主として二次製品）の材料検収状況写真であ

り、使用後に種別、数量、形状、規格、寸法等が確認できない部分を写

真で証明するもので、資材を現場に搬入後、使用前に撮影すること。 

また、ＪＩＳ規格品以外については、撮影に際しては規格、形状、寸法

等が確認できるよう明示し、測定尺を当て行うこと。 

また材料の保管状況も撮影すること。 

品質証明 品目毎 ＪＩＳ規格品は、ＪＩＳ表示が確認できるよう撮影すること。 

検査実施状

況 

品目毎 材料検査の実施状況が確認できるよう撮影すること。 
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分類 区分 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

品質管理 品質管理 品質管理

項目毎 

別に定める品質管理基準に関係する試験又は測定の実施状況及び結果

を証明するもので、明瞭に判読できるよう撮影すること。（３品質管理

写真撮影要領を参照） 

ただし、公的機関で実施された品質管理証明書を保管・整備できる場合

は、撮影を省略するものとする。 

出来形管理 出来形管

理 

出来形管

理箇所毎 

仕様書及び設計図書に明示された工事目的物の出来形（形状、規格、寸

法、品質等）を詳細に撮影し、管理写真で対比して証明するものである。 

このため基本的には出来形管理箇所毎に撮影するものとし、工種毎の撮

影箇所等は、２工種別撮影要領によること。 

①後日明視出来ない地中等に埋設（没）する部分や水中に沈む部分は、

特に厳重な出来形（形状、規格、寸法、品質等）管理写真を撮影し、

写真で設計図書どおりであることを確認の後、埋戻しや上方の盛土を

行うこと。  

②検尺、リボンテープなどで出来形を撮影する場合は、斜め上、下、横

からの撮影はせずに正面から写すこと。なお、検尺等の目盛ははっき

り判読できるよう撮影すること。また、場合によっては部分拡大写真

の併用を考慮すること。 

③薄暗い箇所での写真撮影は、ストロボ、照明等を使用して撮影し、撮

り損ないのないことを確認の後、次の作業工程に着手すること。 

④完成後測定可能な部分（工事が完成したときに隠れる部分以外）につ

いては、出来形管理状況がわかる写真を細別毎に１回撮影し、他は撮

影を省略出来るものとする。 

ただし、足場等を設置しないと測定できない部分は撮影すること。 

災害    災害報告 その都度 工事途中での集中豪雨（天災）等により災害を受けた場合に、その災害

の状況、被災規模がわかるよう記録写真を撮影し、可能であれば被災前

及び被災中、被災直後、被災後と整備しておくこと。 

また、応急措置状況等も撮影すること。 

なお、ここでいう災害とは、工事請負契約書第２７条、２８条、２９条

で規定する損害を指し、請負工事施工中における、これらの災害につい

ての費用負担区分の判定に必要な資料として、欠かすことのできない写

真であるので、十分留意して撮影すること。 

事故 事故報告 その都度 

 

事故が発生した場合に、事故の状況、発生要因等がわかるよう記録写真

を撮影し、発生前、発生直後、発生後と整備しておくこと。 

その他 測量標等 その都度 

 

測量標（仮ＢＭ）、工事多角点等の設置位置、設置状況、基準高、構造

物との関連性がわかるよう撮影すること。 

補償関係 その都度 

 

用地、立木補償等に関係する収去状況写真の撮影すること。 

また、工事中の振動等によるクラック等、工事の施工に起因すると思わ

れる補償問題が、あらかじめ予想される場合は、想定影響区域より相当

広範囲の事物を対象に、施工前の状況を撮影しておくこと。 

環境対策

等 

その都度 

 

公害対策、環境保全対策、イメージアップ等の施設の設置状況写真の撮

影すること。 

現場事務

所等 

その都度 

 

現場事務所、労務者休憩所、資材倉庫、火薬庫、仮設トイレ、その他仮

設物等の設置状況を撮影すること。 

段階確認 

中間検査 

完成検査 

その都度 

 

監督員が求めた場合は、段階確認、立会、中間検査、完成検査の実施状

況写真の撮影すること。 

監督員（検査員）の確認（検査）状況並びに、該当項目の完了が判断で

きるよう撮影すること。 

黒板には段階確認（検査）を行う種別、細別、確認項目、監督員（検査

員）氏名を記入して撮影すること。 
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２ 工種別撮影要領 

（１）共通工事 

工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

土工 

伐開、除根 
施工前後の 

状況 

施工前1回 

施工後１回 

・ 伐開、除根作業の実施状況が、着手前写真と完了後写

真により対比して確認できるよう同一箇所から撮影

する。 

・ 局所的写真では、同じ施工地かどうか判然としない

ので注意して撮影する。 

丁 張 丁張架設 架設後１回 
・ 丁張架設後、架設位置、工事箇所全体の架設状況がわ

かるよう局部及び全景写真を撮影する。 

掘削(切取) 

盛土 

仕上がり幅 

法長、法勾配 

№測点毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 掘削、盛土完了後に、各部の寸法が確認できるよう測

定尺を添えて撮影するが、展開図等で別途確認でき

る手段がある場合は省略可とする。 

・ 土質が変化した場合、土質とその区分線が確認でき

るよう測定尺を添えて撮影する。 

・ 転石交り土は、転石の大きさ、混合歩合、転石層の位

置等が確認できるよう局部と全体を対比して撮影す

る。 

・ 崩壊、欠損の恐れのある箇所は、その規模、亀裂の状

況等がわかるよう撮影する。 

・  

※１ 発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 発注者が指定する規定における空中写真測量

（UAV）および地上写真測量に基づき写真測量に用い

た画像を納品する場合 

床掘 

埋戻し 

床掘状況 

基面整形状

況 

土質区分 

転圧状況 

１施工箇所

毎 

変化点毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 床掘の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 床掘完了後、基礎が土砂の場合は床掘面の転圧整形

状況、岩の場合は岩盤整形状況がわかるように撮影

する。 

・ 床掘幅、土質区分が確認できるように撮影する。 

・ 埋戻し材の土質、蒔出し、転圧の状況がわかるよう撮

影する。 

 

※１ 発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 発注者が指定する規定における空中写真測量

（UAV）および地上写真測量に基づき写真測量に用い

た画像を納品する場合 

基礎工 

コンクリー

ト基礎 
幅、高さ 

１施工箇所

毎 

変化点毎 

・ 型枠の設置状況、コンクリートの打設、養生等の施工

状況がわかるように撮影する。 

・ 脱枠後、幅、高さ等の寸法が確認できるように測定尺

を当てて撮影する。（延長については不要とし、測点

の位置がわかる施工状況写真を撮影する。） 

栗石等基礎 幅、厚さ 

１施工箇所

毎 

変化点毎 

・ 栗石の敷均し、締固め、目潰し仕上げ等の施工状況が

わかるように撮影する。 

・ 栗石等基礎仕上げ後に、幅、厚さ等の寸法が確認でき

るように測定尺を当てて撮影する。（延長については

不要とし、測点の位置がわかる施工状況写真を撮影

する。） 

胴 木 

梯子土台 

径、幅 

長さ 

１施工箇所

毎 

・ 土台木組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付け寸

法等が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 杭打胴木、片梯子土台の杭は予め目盛をつけ、杭を打

込んだ時点で根入長が確認できるように測定尺を当

てて撮影する。 
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（１）共通工事 

工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

基礎工 

木 杭 
杭の径、長さ 

位置、杭間隔 

１施工箇所

毎 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が

確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、杭間隔等が確認できるよう

に測定尺を当てて撮影する。 

・ 全長の打込みが不可能で頭部を切断する場合は切断

前に撮影する。 

コンクリー

ト杭 

鋼管杭 

Ｈ形鋼杭 

深礎杭 

場所打杭 

位置、杭間隔 

根入長、偏心 

１施工箇所

毎 

・ 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるよう

に測定尺を当てて撮影する。 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長が

確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、杭間隔、偏心等が確認できる

ように測定尺を当てて撮影する。 

石積（張）工 

ブロック積

（張）工 

基礎工  

・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

擁壁工 

石積（張）工 

ブロック積

（張）工 

コンクリー

ト擁壁工 

施工状況 
１施工箇所

毎 

・ 石又はブロックの築積、胴込コンクリート充填、裏込

礫充填抜き型枠、水抜きパイプ等の施工状況がわか

るよう撮影する。 

・ （根石、中段部２箇所程度、天端の局部写真及び全景

写真） 

厚 さ 
測点又は変

化点毎 

胴込コンクリート、裏込礫の厚さを根石、中段部２箇所程

度、天端について、確認できるように測定尺当てて撮

影する。 

法長又は高

さ 

施工延長 

法勾配 

測点又は変

化点毎 

・ 積(張)工完了後、法長又は高さ及び施工延長、法勾配

が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・  （局部写真及び全景写真） 

基礎工  前記基礎工に準じて撮影する。 

コンクリー

ト擁壁工 

型 枠 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の構造（メタルフォーム、コンパネ等）、架設状

況、清掃状況、剥離剤の塗布状況、フォームタイの状

況、セパレーターの取付け状況、鉄筋、鉄線の締付け

状況、縦横バタの設置状況等がわかるように撮影す

る。 

・ 鉛直仕切型枠、目地（エラスタイト等）の設置状況が

わかるように撮影する。 

・ 幅等がわかるよう検測尺、箱尺、リボンテープ等で寸

法表示し、型枠の組立てを行った底盤部及び構造の

変化点を撮影する。 

足 場 
１施工箇所

毎 

・ 足場の構造（単管、キャットウオーク等）、架設状

況（安全性）がわかるように局部及び全景を撮影す

る。 

コンクリー

トの投入打

設 

１施工箇所

毎 

・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

・ 投入打設（人力、トラッククレーン、ポンプ車等）状

況が、よくわかるように局部及び全景を撮影する。 

・ バイブレーターによる締め固め、人力による突き固

め作業等の状況がよくわかるように撮影する。 

・ 打継目の処理（レイタンス除去、洗浄、清掃、敷きモ

ルタル等）作業の状況、その他打設準備の状況がよく

わかるように局部及び全景を撮影する。 

・ 養生マット類の掛け方、散水（保湿）方法、保温方法

等、養生の状況がよくわかるように撮影する。 
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工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

擁壁工 

コンクリー

ト擁壁工 

高さ（法長）、 

幅、延長、 

法勾配 

変化点毎 

・ 脱枠後埋戻し前に、幅、高さ（法長）、法勾配、延長

等の出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、

局部及び全景を撮影する。 

・ 床幅は、型枠締付け後変化点ごと、型枠内に測定尺を

当てて撮影する。 

鉄筋コンク

リート壁の

配筋 

１施工箇所

毎 

・ 鉄筋組立て後、鉄筋の径、組立寸法（間隔、位置）が

確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮

影する。 

プレキャス

ト擁壁工 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

敷モルタル 
１施工箇所

毎 

・ モルタルの配合、練り混ぜ、敷設状況及び敷幅がわか

るように撮影する。 

据 付 
１施工箇所

毎 

・ トラッククレーン等による、据付作業の状況がわか

るように撮影する。 

目地モルタ

ル 

１施工箇所

毎 

・ モルタルの施工状況、仕上げ状況がわかるように撮

影する。 

高さ、延長、 

傾き 
変化点毎 

・ 据付、目地モルタル完了後埋戻し前に、変化点ごとの

高さ、延長、壁の傾き等の出来形寸法が確認できるよ

うに測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

コンクリー

ト鍬止工 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

型 枠 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の構造、架設状況等がわかるように撮影する。 

コンクリー

ト投入打設 

１施工箇所

毎 

・ 投入方法及び打設状況がわかるように撮影する。 

・ バイブレーター等による締固め状況がわかるよう撮

影する。 

・ 養生マット等による養生の状況がわかるように撮影

する。 

幅、高さ、 

延長 

測点又は主

要点毎 

・ 脱枠後埋戻し前に、幅、高さ及び施工延長等の出来形

寸法が確認できるように測定尺を当て、局部及び全

景を撮影する。 

巨石積（張）

工 

石積（張）工

に準ずる 
 

・ 前記石積（張）工に準じて撮影する。 

補強土壁工 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

壁面材、 

控え材組立 
各段毎 

・ 部材の組立状況及び組立寸法が確認できるように測

定尺を当てて撮影する。（特に、控え材は埋没するた

め検査時に敷設長さの出来形寸法が確認できるよう

に撮影する。） 

埋戻し ３段毎 
・ 埋戻し材の土質、蒔出し、敷均し及び転圧状況がわか

るように撮影する。 

壁高 

法勾配 

延長 

変化点毎 

・ 壁材組立て完了後、高さ（法長）、法勾配、延長等の

出来形寸法が確認できるように測定尺を当て、局部

及び全景を撮影する。 

矢板工 

鋼矢板 

軽量鋼矢板 

ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 

幅広鋼矢板 

位置、根入長 

偏心量、延長 
規格毎 

・ 材料搬入時に、規格、形状、寸法等が確認できるよう

に測定尺を当てて撮影する。 

・ 矢板に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入長

が確認できるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 打込み完了後施工位置、偏心量、施工延長等が確認で

きるように測定尺を当てて撮影する。 
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工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

水路(側

溝)工 

U型溝、L型

溝 

U型ﾌﾘｭｳﾑ溝 

自由勾配側

溝 

ｺﾙｹﾞｰﾄ水路

等 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

形状、寸法 

施工状況 
規格毎 

・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況を撮影する。 

また、ＪＩＳ規格品以外については、形状、寸法がわ

かるように測定尺を当てて撮影する。 

・ ＪＩＳ規格品は、ＪＩＳ表示が確認できるように撮

影する。 

・ 製品の敷設状況及び目地モルタル等の施工状況がわ

かるように、局部及び全景を撮影する。 

・ 暗渠工については、管敷設時の出来形管理写真（延

長）は不要とし、測点の位置がわかる施工状況写真を

撮影する。 

横断溝 

(補強ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ) 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

高さ、幅 

厚さ、延長 

１施工箇所

毎 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわか

るように撮影する。 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測

定尺を当てて撮影する。 

集水桝 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

高さ、幅 

厚さ 

１施工箇所

毎 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわか

るように撮影する。 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長が確認できるように測

定尺を当てて撮影する。 

管渠工 

ヒューム管 

ＰＣ管 

ＰＣボック

ス 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

布設 
１施工箇所

毎 

・ トラッククレーン等による管渠の据付状況を撮影す

る。 

・ 目地モルタルの施工状況がわかるように撮影する。 

巻立て 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の種別、架設状況がわかるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、養生の状況がわか

るように撮影する。 

高さ、幅 

厚さ、延長 

１施工箇所

毎 

・ 脱枠後、高さ、幅、厚さ、延長等の出来形が確認でき

るように測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

柵工 

編柵工 

丸太柵工 

二次製品柵 

材 料 
１施工箇所

毎 

・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法が

わかるように測定尺を当てて撮影する。 

柵高、杭根入 
１施工箇所

毎 

・ 柵高、杭根入、杭間隔等の出来形が確認できるよう測

定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

法面覆工 

筋芝工 

張芝（伏）工 

植生ネット

工 

種子吹付工 

客土吹付工 

植生基材吹

付工 

施工状況 種別毎 

・ 人工芝、野芝、植生ネット等の布設状況、目串、止ア

ンカー及び人工芝の客土等、施工状況がわかるよう

に撮影する。（２００㎡につき１箇所） 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ 吹付工のネット、ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの

打設本数が確認できるよう測定尺を当て、局部及び

全景を撮影する。 

・ 吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 種別毎 

・ １バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、

また種別ごとの材料総使用量は、空袋、空缶等の数量

で確認できるように撮影する。 

施工範囲 

厚さ 

１施工箇所

毎 

・ 施工範囲が確認できるように局部及び全景を撮影す

る。 

・ 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認で

きるように測定尺を当てて撮影する。 
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工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

法面覆工 

コンクリー

ト吹付工 

モルタル吹

付工 

施工状況 種別毎 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認

できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影す

る。 

（２００㎡につき１箇所） 

・ 吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 種別毎 

・ １バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、

また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確

認できるように撮影する。 

施工範囲 

厚さ 

１施工箇所

毎 

・ 施工範囲が確認できるように局部及び全景を撮影す

る。 

・ 主要点を設定した検査孔により、吹付厚さが確認で

きるように測定尺を当てて撮影する。 

法枠工 

（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

（ ﾓﾙﾀﾙ ） 

施工状況 種別毎 

・ 法面の整形（清掃）状況がわかるように撮影する。 

・ ラス張り重ね合せ幅、止アンカーの打設本数が確認

できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮影す

る。 

（２００㎡につき１箇所） 

・ 吹付型枠の組立て、設置状況が確認できるように撮

影する。 

・ 型枠内の鉄筋組立て、配筋間隔、主アンカー、補助ア

ンカーの打設間隔及び数量が確認できるように測定

尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 吹付作業の状況がわかるように撮影する。 

材料使用量 種別毎 

・ １バッチ当りの材料使用量は、配合前の計量数値で、

また種別ごとの材料総使用量は、空袋等の数量で確

認できるように撮影する。 

施工範囲 

枠の幅、高さ 

厚さ 

枠中心間隔 

１施工箇所

毎 

 

ただし、 

※１の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 施工範囲が確認できるように局部及び全景を撮影す

る。 

・ 任意に主要点を設定し、枠の幅、高さ、厚さ、中心間

隔等の出来形が確認できるように測定尺を当て、局

部及び全景を撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定に基づき写真測量に用いた画像を

納品する場合 

落石防止 

ネット張工 

施工状況 
１施工箇所

毎 

・ 支障木の伐開、除去、整理及び法面の清掃状況を撮影

する。 

・ 岩盤アンカーの掘孔、挿入、土中アンカーの打込み状

況及び中間支柱建込み状況等を撮影する。 

・ 縦、横主ロープ張り、締付け、固定、縦．横補助ロー

プ張り固定状況及び金網の設置、固定状況等を撮影

する。 

施工範囲 

縦横ﾛｰﾌﾟ間隔 

金網の縦横長

さ 

金網の重ね合

せ幅 

１施工箇所

毎 

・ 施工範囲が確認できるように局部及び全景を撮影す

る。 

・ 任意の点で、縦横主及び補助ロープ間隔の出来形が

確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を撮

影する。 

・ 任意の点で、金網の重ね合せ幅が確認できるように

測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 
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工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

根固め工 

じゃ籠工 
厚さ、長さ 

施工延長 

１施工箇所

毎 

・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように

撮影する。 

・ 完成後の、じゃ籠の厚さ、長さ及び施工延長の出来形

が確認できるように測定尺を当て、局部及び全景を

撮影する。 

ふとん籠工 

幅、高さ 

長さ 

施工延長 

１施工箇所

毎 

・ 籠組立て、中詰め栗石等の施工状況がわかるように

撮影する。 

・ 完成後の、ふとん籠の幅、高さ、長さ及び施工延長の

出来形が確認できるように測定尺を当て、局部及び

全景を撮影する。 

沈床工 
幅、高さ 

施工延長 

１施工箇所

毎 

・ 沈床枠組立据付け後、部材寸法、組立寸法、据付寸法

及び幅、高さ、施工延長等の出来形が確認できるよう

に、測定尺を当てて撮影する。 

・ 中詰め栗石の形状及び投入状況がわかるように撮影

する。 

コンクリー

トブロック 

製作寸法 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の組立状況、組立寸法及びコンクリートの投入

打設状況がわかるように撮影する。 

・ 脱枠後、幅、高さ、長さが確認できるように測定尺を

当て、局部及び全景を撮影する。 

据 付 
１施工箇所

毎 

・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮

影する。 

・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるよう

に、測定尺を当てて撮影する。 

異形（消波）

ブロック 

製作寸法 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況が

わかるように撮影する。 

・ 脱枠後、幅、高さ、厚さが確認できるように測定尺を

当て、局部及び全景を撮影する。 

据 付 
１施工箇所

毎 

・ クレーン等による据付作業の状況がわかるように撮

影する。 

・ 据付完了後、施工幅、延長の出来形が確認できるよう

に、測定尺を当てて撮影する。 

海岸工 

コンクリー

ト上部工 

コンクリー

ト天端工 

コンクリー

ト下部工 

基礎工  ・ 前記基礎工に準じて撮影する。 

型 枠 
１施工箇所

毎 

・ 型枠の構造、架設状況、剥離剤の塗布状況、型枠の清

掃状況、セパの取付け状況、鉄線、鉄筋の締付け状況

等がわかるように撮影する。 

配 筋 
１施工箇所

毎 

・ 鉄筋組立後、鉄筋の径、組立寸法（間隔）が確認でき

るように、測定尺を当てて撮影する。 

足 場 
１施工箇所

毎 

・ 足場の構造、架設状況がわかるように撮影する。 

コンクリー

トの投入打

設 

１施工箇所

毎 

・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

・ 投入打設、締固め、突固め、打継目処理、養生作業の

状況がわかるように撮影する。 

高さ（法長） 

幅、延長 

法勾配 

測点又は変

化点毎 

・ 脱枠後埋戻し前に、高さ（法長）、幅、法勾配、延長

等の出来形寸法が確認できるように、測定尺を当て、

局部及び全景を撮影する。 

・ 底幅は、型枠締付け後測点又は変化点ごとに、型枠内

に測定尺を当てて撮影する。 
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工 種 種 別 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

植樹工 
高木、中木 

低木、株物 

樹高、幹回り 

枝張、葉張 
樹種毎 

・ 大苗、中苗は、樹高、幹回り、枝張りが確認できるよ

うに測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 小苗、株物は、樹高、葉張り、株立数が確認できるよ

うに測定尺を当て、局部及び全景を撮影する。 

・ 植穴の幅、高さがわかるように測定尺を当てて撮影

する。 

・ １本当りの肥料の計量状況及び施肥の状況を撮影す

る。 

・ 支柱材料を種別ごとに、規格、寸法がわかるように測

定尺を当てて撮影する。 

・ 植栽木への支柱の取付け状況がわかるように撮影す

る。 

道路安全

施設 

小型標識 

カーブミラ

ー 

基礎の幅 

   高さ 

１施工箇所

毎 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況が

わかるように撮影する。 

・ 脱枠後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を

当てて撮影する。 

・ 標識等の取付け状況がわかるように撮影する。 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 

基礎工 

支柱建て込

み 

レール取付

け 

１施工箇所

毎 

・ 支柱の土中建て込み状況を使用器械を含め撮影す

る。 

・ 構造物建て込みの場合、鉄筋の加工組立状況及び配

筋の間隔ができるように測定尺を当てて撮影する。 

・ 型枠の組立状況及びコンクリートの投入打設状況が

わかるように撮影する。 

・ 脱枠後、基礎の幅、高さが確認できるように測定尺を

当てて撮影する。 

・ レール等の取付け、締め付け作業の状況がわかるよ

うに撮影する。 
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（２）治山渓間工事 

撮影区分 撮影事項 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

一般   
・ 次に示すもののほか、（１）共通工事に準ずるが施工段階の状

況がよくわかるよう撮影する。 

伐開、除根 
施工前後の状

況 

施工前1回 

施工後１回 

・ （１）共通工事に準じるが、立木収去補償は、収去状況がわ

かるよう撮影する。 

丁張 丁 張 架設後１回 
・ 方向線、天端丁張、提体丁張及び丁張の架設状況の全景を撮

影する。 

廻排水 
廻排水、締切 １施工箇所毎 

・ 廻排水、締切等の方式、構造、位置がわかるように撮影す

る。同時に平水位の状態を撮影する。 

水 替 １施工箇所毎 ・ 排水の方法（ポンプ）等、状況がわかるように撮影する。 

床掘 

床掘状況 １施工箇所毎 

・ 土質の状況、床掘方法、床掘状況等を撮影する。 

・ 床掘状況は一連の流れ（床掘前～床掘中～床掘完了）がわか

る写真とする。 

基礎の状況 １施工箇所毎 

・ 掘り過ぎ箇所、補強状況、基礎部分が土砂の場合は掘削面仕

上げ、岩盤の場合は洗浄状況、敷モルタルの状況、湧水があ

る場合は、その処理状況を撮影する。 

床掘確認 

１施工箇所毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１回 

※２の場合 

写真管理に代

えることがで

きる 

・ 深さ、幅、長さ、土質区分等が確認できるよう検測尺、箱

尺、リボンテープ等で寸法表示し撮影する。 

・ 止水壁、袖部分の突込み、提底部分等各部分についても寸

法、位置がわかるよう撮影する。 

・ 岩盤清掃及び掘削面仕上げ、法面処理状況、捨土の処理状況

もわかるように撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（UAV）および地上

写真測量に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合 

足場 足場の状況 １施工箇所毎 

・ 足場の組み方、足場の位置、規模、構造（単管、キャットウ

ォーク）がわかるように撮影する。また、コンクリート小運

搬足場等についても、その組み方、規模、位置を撮影する。

足場の組替えをした時は、その都度撮影する。 

型枠 
型枠管理の状

況 
１施工箇所毎 

・ 型枠の構造取付けの状況、洗浄、剥離剤の塗布の状況、特に

フォームタイの状況、丸セパレーターの取付状況、鉄筋、鉄

線の締付け状況、縦バタ、横バタの状況がわかるように撮影

する。 

・ 幅等がわかるよう検測尺、箱尺、リボンテープ等で寸法表示

し、型枠の組立てを行った底盤部及び構造の変化点を撮影す

る。 

・ 残存型枠については、設置状況を撮影する。 
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（２）治山渓間工事 

撮影区分 撮影事項 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

コンクリート 

一 般  

・ ポール、箱尺、リボンテープ等を用いて寸法を表示する。 

特に基礎部分等明視できなくなる部分については入念に撮影

する。 

鉄筋組立て １施工箇所毎 ・ 組立、寸法、間隔の検測寸法がわかるように撮影する。 

コンクリート

の運搬 
１施工箇所毎 

・ 運搬方法、運搬状況がわかるように撮影する。 

打込み １施工箇所毎 
・ ポンプ車、トラッククレーン等による打込みの状況、シュー

トの使い方がわかるように撮影する。 

締固め １施工箇所毎 
・ バイブレーター、突き棒等による締固めの状況がわかるよう

に撮影する。 

打継目の処理 リフト毎 
・ 清掃、洗浄、レイタンスの取除き作業、敷モルタル、その他

打設準備の状況について撮影する。 

継目止水板取

付け 
１施工箇所毎 

・ 継目の処理、止水板の取付け状況を撮影する。 

表面仕上げ １施工箇所毎 
・ ボルト穴等の跡埋め及びその他表面仕上げの状況を撮影す

る。 

養 生 １施工箇所毎 
・ 養生マット、保護シート、散水方法等養生の状況がわかるよ

うに撮影する。 

挿し筋本数の

確認 
リフト毎 

・ 挿し筋の設置寸法及び単位面積当たりの施工本数及び型枠か

ら挿し筋までの間隔がわかるように局部・全景を撮影する。 

コンクリート 

ブロック 

コンクリート

ブロック 

の施工状況 

１施工箇所毎 

・ ブロックの積み方、目地のつけ方、胴込コンクリートの打込

み等の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 水抜きパイプの据付施工状況についても撮影する。 

裏込材料及び

施工状況 
１施工箇所毎 

・ 裏込の施工状況について撮影する。裏込材料がコンクリート

の場合はコンクリートに準じるが、裏込が礫の場合は材料の

品質規格、充てんの状況等について撮影する。 

その他  ・ 共通工事のよう壁工に準じて撮影する。 

鋼製ダム 鋼材の組立 １施工箇所毎 ・ 鋼材の仮組立及び本締め等の施工状況を撮影する。 

その他の 

工種 

施工状況、出来

形寸法等 
 

・ 共通工事に準じて撮影する。 

・ 特に明視できなくなる部分は工事施工が適正であることを証

明できるよう撮影する。 

間詰、埋戻し 
間詰、埋戻しの

施工状況 
１施工箇所毎 

・ 施工前、施工中、施工後の状況、特に明視できなくなる部分

は、寸法がわかるように撮影する。 
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（３）治山山腹工事 

撮影区分 撮影事項 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

一般   
・ 次に示すもののほか、（１）共通工事（２）治山渓間工事に準

ずるが各工種の施工段階の状況がよくわかるよう撮影する。 

法切 法切状況 １施工箇所毎 ・ 施工前、施工中、施工後の状況を撮影する。 

基礎工 

土留コンクリ

ート 

暗渠工、柵工等 

１施工箇所毎 

・ 渓間工に準ずるが特に埋設工、暗渠工のように明視できなく

なる部分は入念に撮影する。 

暗渠工 
ボーリング暗

渠工 
１施工箇所毎 

・ ボーリングの穿孔位置、配列方向、勾配等がわかるように撮影

する。 

・ ストレーナーの大きさ及び配置の状況を撮影する。 

・ 地下水の湧水状況（穿孔後約１時間経過後）を撮影する。 

集水井工 

シャフト工 
掘削状況 １施工箇所毎 

・ ０．５～１．０ｍ毎に箱尺、リボンテープ等で寸法表示し掘削

状況がわかるように撮影する。 

・ 地層の変わり目、化石、亀裂等の状況を撮影する。 

・ 掘削中の崩壊、湧水等の異常について特に入念に撮影する。 

・ 最終基礎地盤の状況も撮影する。 

杭打工 鋼管杭 １施工箇所毎 

・ 現場に搬入された杭は、番号を付し検査の状況を撮影する。 

・ 杭を現場溶接する場合は、杭番号、溶接位置がわかるように撮

影する。 

・ 削孔間隙の充填、中詰め作業の状況を撮影する。 

・ 当初の設計長を必要としない場合の切断状況をリボンテープ

等で寸法表示しながら撮影する。 

アンカー工 施工状況等 １施工箇所毎 

・ 搬入された材料の規格、保管等の状況を撮影する。 

・ アンカーの削孔位置、長さ及び方向がわかるように撮影する。 

・ アンカー体及び引張材の挿入状況を撮影する。 

・ 適正試験、確認試験の状況を撮影する。 

その他の工種 

施工状況、出来

形 

寸法等 

 

・ （１）共通工事に準じるが、施工位置、施工状況等がわかる

ように撮影する。 
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（４）道路工事 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

一般    
・ 次に示すもののほか、（１）共通工事に準ずるが施工

段階の状況がよくわかるよう撮影する。 

土工 

伐開、除根 
・作業前後の

状 況 

施工前１回 

施工後１回 

・ （１）共通工事に準じるが、立木収去補償は、収去状

況がわかるよう撮影する。 

切土、盛土 

・作業前後の

状況 

・土質の変化

点 

・崩壊、決壊の

恐れのある箇

所 

・盛土の段切

箇所 

１施工箇所

毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ （１）共通工事の土工に準じて撮影する。 

・ 切土は機械施工と人力施工のそれぞれの作業状況が

わかるように撮影する。 

・ 大盛土箇所（1,000m3以上）毎に、撒出し及び転圧作

業の状況（使用機械等・転圧回数）がわかるように１

回撮影する。 

また、大盛土箇所は、小段間毎に丁張を設置し３層分

の撒出し前、転圧完了後の写真を撮影する。（小段間

数×３層） 

・ 軟弱地盤で工事中に地盤の不等沈下及び法面の滑動

等の恐れのある箇所は、その規模、亀裂の状況等がわ

かるように撮影する。 

・ 切土、盛土法面仕上げの状況を撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（UAV）およ

び地上写真測量に基づき写真測量に用いた画像を納品す

る場合 

指定土取場 

残土処理場 

・作業前後の

状況 

１施工箇所

毎 

・ 地形、規模等が作業前後の状況と対比してわかるよ

うに撮影する。また、土工作業及び仕上げの状況を撮

影する。 

擁壁工等 

基礎工 

石積（張）・ 

ブロック積

（張）工 

コンクリー

ト擁壁工 

プレキャス

ト擁壁工 

補強土壁工 

・箇所ごとの

施工状況及

び出来形 

 ・ （１）共通工事の擁壁工に準じて撮影する。 

水替え 
・締切り、廻排

水 

・水替え 

１施工箇所

毎 

・ 締切り、廻排水の種別、形状、寸法及び施工状況がわ

かるように撮影する。 

・ 水中ポンプ等による水替えの状況を撮影する。 

舗装工 

（簡易舗

装） 

路盤工 

（置換） 

（安定処

理） 

・路盤材料 

・処理材の配

合 

・敷込み、転

圧 

・敷幅、敷厚 

１施工箇所

毎 

・ 材料の採取場所の全景、材料の集積篩い分け、積込作

業の状況を撮影する。 

・ 処理材の配合量及び配合状況がわかるように撮影す

る。 

・ 敷込み前の路床の状態及び敷込み、転圧の状況がわ

かるように撮影する。 

・ 出来形管理箇所毎に、敷幅、敷厚が確認できるよう測

定尺を当て撮影する。 
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（４）道路工事 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

舗装工 

（簡易舗

装） 

路 床 
・不陸整正 

・補足材の均

し、転圧 

・敷幅 

１施工箇所

毎 

・ 施工前、後の状態が対比してわかるように撮影する。 

・ 補足材の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわか

るように撮影する。 

・ 出来形管理箇所毎に、敷幅がわかるように測定尺を

当て撮影する。 

下層路盤工 

・材料の搬入 

・敷均し、転

圧 

・敷幅、敷厚 

１施工箇所

毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影す

る。 

・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかる

ように撮影する。 

・ 出来形管理箇所毎に、敷幅、敷厚がわかるように測定

尺を当て撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（UAV）およ

び地上写真測量に基づき写真測量に用いた画像を納品す

る場合 

上層路盤工 

・材料の搬入 

・敷均し、転

圧 

・敷幅、敷厚 

１施工箇所

毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 材料の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影す

る。 

・ 材料の敷均し、転圧状況と併せて使用機種がわかる

ように撮影する。 

・ 出来形管理箇所毎に、敷幅、敷厚がわかるように測定

尺を当て撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（UAV）およ

び地上写真測量」に基づき写真測量に用いた画像を納品

する場合 

 

表層工 

・乳剤、砂散

布 

・合材の搬入 

・舗設、転圧 

・舗設幅、厚

さ 

１施工箇所

毎 

 

ただし、 

※１の場合 

１工事に１

回 

※２の場合 

写真管理に

代えること

ができる 

・ 乳剤及び砂の散布状況がわかるように撮影する。 

・ 合材の搬入状況及び搬入車両がわかるように撮影す

る。 

・ 合材の舗設、転圧の状況と併せて使用機種の組合せ

がわかるように撮影する。 

・ 出来形管理箇所毎に、舗設幅がわかるように測定尺

を当て撮影する。 

※１ 

発注者が指定する規定による場合〔掘削後〕 

※２ 

発注者が指定する規定における空中写真測量（UAV）およ

び地上写真測量に基づき写真測量に用いた画像を納品す

る場合 

 
アスカーブ ・舗設 

１施工箇所

毎 

・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 

 
区画線 ・舗設 

１施工箇所

毎 

・ 舗設作業の状況がわかるように撮影する。 
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（４）道路工事 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

橋梁工 

鋼橋各部材 

製作 

・加工、製作 

・仮組立精度 

１施工箇所

毎 

・ 使用鋼材の規格、寸法の検測状況を撮影する。 

・ 鋼材の切断、さく孔、溶接等の作業状況を撮影する。 

・ 仮組立検査において、桁の全長、支間長及び主桁、主

構の中心間距離、主構の組立高さ等の出来形寸法の

検測状況を撮影する。 

鋼橋塗装 ・塗装厚 
１施工箇所

毎 

・ 素地調整前、整前中、完了時の各作業状況を撮影す

る。 

・ 各段階別の塗装前、塗装中、完了時の各作業、塗装膜

厚検査の状況を撮影する。 

・ 塗装のためのケレンはケレン前後を対比して撮影す

る。 

・ 塗装は種別ごとに、使用前及び完了後に集積して数

量が把握できるように撮影する。 

鋼橋継手工 ・継手精度 
１施工箇所

毎 

・ 主桁、主構の現場継手の施工状況を撮影する。 

・ 主桁、主構の継手部のすき間等の検査状況を撮影す

る。 

支承工 ・据付け 
１施工箇所

毎 

・ 据付けの状況を撮影する。 

・ 据付け高さ及び支承の中心間間隔、水平度当の出来

形寸法の検測状況を撮影する。 

架設工 

・架設精度 
１施工箇所

毎 

・ 架設全設備及び架設設備の稼働中、据付け等作業の

状況が関連してわかるように撮影する。 

・ 落橋防止装置の取付状況を撮影する。 

・ 据付け完了後、桁の全長、支間長及び桁、トラスの中

心距離等の出来形寸法の検測状況を撮影する。 

・架設支保工 
１施工箇所

毎 

・ 支保工の組立状況及び組立完了後の状態（寸法を含

む）がわかるように撮影する。 

床版工 

地覆工 

・型枠、足場 

・鉄筋加工、

組立 

・コンクリー

ト打設 

・出来形 

１施工箇所

毎 

・ 型枠組立状況（寸法を含む）及び足場架設状況を撮影

する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔

等が確認できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状

況及び養生方法等を撮影する。 

・ 床版の幅、厚さ及び地覆の幅、高さ等の出来形が確認

できるように測定尺を当て撮影する。 

ＰＣ桁 

 製作工 

・型枠、支保

工 

・鉄筋加工、 

組

立 

・コンクリー

ト 

    打

設 

・ケーブル工 

・出来形 

１施工箇所

毎 

・ 型枠、支保工の組立状況がわかるように撮影する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との間隔

等が確認できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作業の状

況及び養生方法等を撮影する。 

・ ケーブルの挿入及び緊張の状態がわかるように撮影

する。 

・ 桁長、幅、高さ等の出来形寸法が確認できるように測

定尺を当て撮影する。 

伸縮装置 ・据付け 
１施工箇所

毎 

・ 伸縮装置の据付け状態がわかるように撮影する。 
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（４）道路工事 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

橋梁工 
ＲＣ橋台 

  橋脚 

・型枠、支保

工 

・鉄筋加工、

組立 

・コンクリー

ト打設 

・出来形 

・基礎工 

１施工箇所

毎 

・ 型枠、支保工、足場の組立状況がわかるように

撮影する。 

・ 鉄筋員数、径、組立間隔、交点の緊結、型枠との

間隔等が確認できるように撮影する。 

・ コンクリートの投入打設、締固め、突き固め作

業の状況及び養生方法等を撮影する。 

・ 天端幅、天端長、基礎幅、基礎長、基礎高、壁高

等の各部の出来形寸法が確認できるように測定

尺を当て撮影する。 

・ （１）共通工事の基礎工に準じて撮影する。 

排水施設 

側溝、水路 

横断溝 

集水桝等 

・共通工事に

準ず 
 

・ （１）共通工事の水路（側溝）工に準じて撮影

する。 

管渠工 

ヒューム管 

ＰＣ管 

ＰＣﾎﾞｯｸｽ 

・共通工事に

準ず 
 ・ （１）共通工事の管渠工に準じて撮影する。 

柵工 

編柵工 

丸太柵工 

二次製品柵

工 

・共通工事に

準ず 
 ・ （１）共通工事の柵工に準じて撮影する。 

法面保護工 

筋芝工、張芝工 

植生ネット工 

種子、 

客土吹付工 

植生基材吹付

工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ 

吹付工 

法枠工 

落石防止 

ネット張工 

・共通工事に

準ず 
 ・ （１）共通工事の法面覆工に準じて撮影する。 

防護施設工 
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

道路標識等 

・共通工事に

準ず 
 

・ （１）共通工事の道路安全施設に準じて撮影す

る。 

産廃物処理 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

根株等 

・取壊し 

・集積 

・積込、運搬 

１施工箇所

毎 

・ コンクリート、アスファルト類構造物の取壊し

状況を撮影する。 

・ 廃棄物の種別ごとの集積状況を撮影する。 

・ 廃棄物の積込、運搬及び処理場への搬入状況を

撮影する。 

トンネル 

（ＮＡＴ

Ｍ） 

支保工 

・吹付工 

・ロックボル

ト工 

 

・ 県土整備部の出来形管理写真撮影箇所一覧表の

道路編 

トンネル（ＮＡＴＭ）に準じて撮影する。 

覆 工 

・覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ 

・側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 

・床版ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 
・インバート

工 
 

坑内付帯工 ・地下排水工  
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（５）森林整備 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

森林整備 

施工地全景 
工事着手前 

工事完成時 

着手前１回 

完成後１回 

・ 工事施工ブロックごとに工事着手前の現況と、工事

完成時の状態が対比して確認できるように、位置を

固定して同一箇所から局部及び全景写真を撮影する 

施工面積 測 量 １施工地毎 
・ 測量作業及び測点杭の設置状況がわかるように撮影

する。 

本数調整伐 伐倒本数 
１施工ブロ

ック毎 

・ 伐倒、枝払い、玉切り、林内整理作業の施工状況がわ

かるように撮影する。 

・ 伐倒本数の1%以上撮影する。（根株等に番号を表示す

る） 

枝落とし 
枝落し本数 

枝落し高さ 

１施工ブロ

ック毎 

・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 

・ ２０ｍ×２０ｍ＝４００㎡のプロットを設置し、プ

ロット内の枝落し本数及び枝落し高さが確認できる

ように番号を表示し、測定尺を当てて局部及び全景

を撮影する。 

枝落としB 枝落し高さ 
１施工ブロ

ック毎 

・ 枝落し作業の施工状況がわかるように撮影する。 

・ 枝落し高さが確認できるように番号を表示し、測定

尺を当てて拡大及び全景を撮影する（拡大は 1 標準

地につき3本程度） 

植栽工 

（植林） 

地 拵 
伐開、筋置 

林内整理 
１施工地毎 

・ 植栽地の雑木竹等の伐開、筋置、林内整理状況がわか

るように撮影する。 

山行用苗 

植付け 
植付け本数 

１施工ブロ

ック毎 

・ 苗木の樹高、幹回の測定状況がわかるように、測定尺

を当てて撮影する。 

・ ２０ｍ×２０ｍ＝４００㎡のプロットを設置し、プ

ロット内の植付け本数が確認できるように番号等を

表示して撮影する。また、プロット内で植穴の幅、高

さがわかるように、測定尺を当てて撮影する。 

コンテナ苗 

植付け 
植付け本数 

１施工ブロ

ック毎 

・ 苗木の樹高、根元径、根鉢直径、根鉢高さの測定状況

がわかるように、測定尺を当てて撮影する。 

・ ２０ｍ×２０ｍ＝４００㎡のプロットを設置し、プ

ロット内の植付け本数が確認できるように番号等を

表示して撮影する。また、プロット内で土木工事共通

仕様書5-8-2-10の２に規定する植穴の直径、高さが

わかるように、測定尺を当てて撮影する。 

植栽工 
大苗、中苗 

小苗、株物 

樹高、幹回り 

枝張、葉張 
 

・ （１）共通工事の（１）植栽工に準じて撮影する。 

防風工 
丸太柵 

竹 柵 

材料 １施工地毎 
・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法が

わかるように測定尺を当てて撮影する。 

止杭、支柱の 

根入れ 
１施工地毎 

・ 杭に予め目盛をつけ、杭を打込んだ時点で根入れ長

が確認できるように、測定尺を当てて撮影する。 

柵高 １施工地毎 

・ 施工箇所ごとに、柵高、支柱等の間隔の出来形が確認

できるように、測定尺を当てて局部及び全景を撮影

する。 

・ 防風柵設置作業の状況がわかるように撮影する。 

柵工 丸太柵工 
材料、柵高 

杭根入 
 

・ （１）共通工事の柵工に準じて撮影する。 

※除伐については枝落としBに準じる 
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（５）森林整備 

撮影区分 撮影事項 撮影対象 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

防護柵工 鹿ネット工 

材料 １施工地毎 ・ 材料搬入時に、種別ごとの検収状況及び形状、寸法が

わかるように測定尺を当てて撮影する。 

柵高 １施工地毎 ・ 施工箇所から数スパンを抽出し、柵高、支柱等の間隔

の出来形が確認できるように、測定尺を当てて局部

及び全景を撮影する。 

・ 鹿ネット設置作業の状況がわかるように撮影する。 

作 業 路 

作業歩道 

土 工 幅員 

敷砂利幅、

厚 

１施工地毎 ・ 起点、終点、中間点の幅員、敷砂利幅、厚さの出来形

が確認できるように、測定尺を当てて局部及び全景

を撮影する。 

※除伐については枝落としBに準じる 
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３ 品質管理写真撮影要領 

工 種 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

セメント 

コンクリー

ト 

スランプ試験 

空気量測定 

圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

品質試験実施毎 

・ コンクリート打設場所での試験資料の採取状

況を撮影する。 

・ 各種試験資料の作成、試験の実施状況及び試

験結果を撮影する。 

ガス圧接 

外観検査 

引張試験 

超音波探傷試験 

品質試験実施毎 

・ 各種試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

既製杭工溶

接 

浸透探傷試験 

放射線透過試験 

超音波探傷試験 

品質試験実施毎 

・ 各種試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

路床置換工 
締固め密度測定 

プルーフローリング 
品質試験実施毎 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

路床土処理

工 
配合試験 品質試験実施毎 

・ 試験資料の作成、試験の実施状況及び試験結

果を撮影する。 

下層路盤工 

締固め密度測定 

ふるい分け試験 

プルフローリング 

平板載荷試験 

品質試験実施毎 
・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

上層路盤工 

粒度調整路

盤 

再生粒度調

整路盤 

締固め密度測定 

ふるい分け試験 

プルフローリング 

平板載荷試験 

品質試験実施毎 
・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

上層路盤工 

ｾﾒﾝﾄ･石灰 

安定処理路

盤 

配合試験 

セメント量試験 

混合物粒度試験 

締固め密度測定 

含水比試験 

品質試験実施毎 

・ 試験資料の作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

表層工 

温度測定 

密度測定 

抜取コアＡｓ量抽出試験 

抜取コア粒度分析試験 

すべり抵抗試験 

品質試験実施毎 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

転圧コンク

リート 

コンシステンシーＶＣ試験 

突き固め試験 

曲げ強度試験 

温度測定 

締固め密度測定 

コア供試体による密度測定 

品質試験実施毎 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

アンカー工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

緊張定着適正試験 

 確認試験 
品質試験実施毎 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ロックボル

ト工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

品質試験実施毎 

・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 各種試験の実施状況及び試験結果を撮影す

る。 

緊張定着適正試験 品質試験実施毎 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 



 - 137 -

３ 品質管理写真撮影要領 

工 種 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

吹付（法枠）

工 

配合試験 

細骨材の表面水率試験 

粗骨材の表面水率試験 

品質試験実施毎 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

スランプ試験 

圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

モルタルのフロー値試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

鋼橋 

鋼材 

機械的性質試験 

グループ溶接試験 

すみ肉溶接試験 

スタッド溶接試験 

放射線透過試験 

ボルト締付試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ＰＣ橋桁 

グラウト 

コンシステンシー、膨張

率 

 圧縮強度試験 

塩化物含有量試験 

ケーブル緊張試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

トンネル 

ＮＡＴＭ 

覆工コンクリート 

 スランプ試験 

 圧縮強度試験 

 塩化物含有量試験 

 空気量測定 

 細骨材の表面水率試験 

 コアによる強度試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

吹付コンクリート 

 スランプ試験 

 圧縮強度試験 

 塩化物含有量試験 

 空気量測定 

 細骨材の表面水率試験 

 粗骨材の表面水率試験 

 コアによる強度試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

ロックボルト 

引抜き試験 

モルタル 

 圧縮強度試験 

 フロー値試験 

塩化物含有量試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

溶接工 

グループ溶接 

 引張試験 

 型曲げ試験 

マクロ試験 

衝撃試験 

放射線透過試験 

すみ肉溶接 

 マクロ試験 

スタッド溶接 

 引張試験 

 曲げ試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 
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３ 品質管理写真撮影要領 

工 種 撮影項目 撮影頻度 撮影の要点及び注意事項 

ノンフレー

ム工 

セメントミルクの 

圧縮強度試験 

フロー値試験 

塩化物含有量試験 

ロックボルト 

 緊張適正試験 

品質試験実施毎 
・ 試験資料の採取及び作成状況を撮影する。 

・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 

補強土壁工 
土の締固め試験 

現場密度の測定 
品質試験実施毎 ・ 試験の実施状況及び試験結果を撮影する。 
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福岡県農林水産部（水産林務関係） 

工 事 施 工 管 理 実 施 要 領 
 

１．総  則 

   この工事施工管理実施要領（以下「実施要領」という。）は、福岡県農林水産部（水産林務関係）

が発注する工事の施工管理及び施工体制に係る必要な事項を定めたものである。 

 ２．適  用 

   この実施要領は、福岡県農林水産部林業振興課、農村森林整備課及び水産振興課が所管する県営

工事（水産林務関係）に適用する。 

 ３．施工管理 

 （１）管理の方法 
１）工程管理 

工程表は原則としてネットワーク（工事規模及び工事内容によってはバーチャートでも可）

で作成し、主要機械、労務関係、主要資材等の使用計画を考慮して工事の進捗を管理するもの

とする。 
２）出来形管理 

原則としてすべての工種に適用し、管理は出来形管理基準に基づき管理図表又は結果一覧表

等を作成し、設計値と管理値を対比するものとする。 
３）写真管理 

写真管理基準に基づいて、すべての工種について工事施工状況及び出来形が明確に確認でき

るよう撮影して管理するものとする。 
また、特に完成後に明視できない部分の施工にあたっては、管理写真を確認後に次の工程に

着手するように留意して管理するものとする。 
４）品質管理 

品質管理基準に基づいて、試験結果及び測定値を管理図表又は結果一覧表等を作成し、管理

するものとする。 
５）安全管理 

安全管理計画は、緊急時（災害時を含む）の体制を考慮して工事の安全を管理するものとす

る。 
 
（２）記録の方法 
   管理図表及び結果一覧表等の取りまとめは、施工管理記録様式によるものとするが監督員との協

議により別の様式を使用することができる。 
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（３）施工管理記録様式について 
１）施工計画書（様式－１） 

   受注者は、契約締結後工事の施工計画について監督員と協議し、速やかに施工計画書を監 
督員に提出しなければならない。 
なお、施工計画書は農林水産部制定「土木工事共通仕様書」に基づき、下記①～⑮により構成す

るものとする。 
ただし、簡易な工事（請負金額が５百万円以下等共通仕様書に示されている工事）は①、③、⑧

~⑩、⑫、⑮以外、簡易な工事を除く５千万円未満の工事は①、③、⑥～⑩、⑫、⑮以外の事項を省

略することができる。 
また、当該工事が施工中に契約変更された場合は、変更後にかかわる残事業について施工計画の

変更を協議し、速やかに変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。 
しかし、新たな工種・工法の追加がなく数量のみの変更や１ヶ月程度の工期変更のような施工計

画に大きく影響しない場合は、監督員の承諾を得て提出を省略できる。 
①  工事概要      ⑨ 交通管理 
②  現場組織表     ⑩ 安全管理 
③  工程表        ⑪ 仮設備計画 
④  主要機械       ⑫ 環境対策 
⑤  主要資材       ⑬ 再生資源の利用の促進および建設副産物の適正 

処理方法 
⑥  施工方法      ⑭ 法定休暇・所定休暇 
⑦  施工管理      ⑮ その他    
⑧  緊急時の体制   

 
標準的な記載内容は次表のとおりである。 

番号 記載事項 内  容 

1 工事概要 事業名、工事個所、工期、工事内容 

2 現場組織表 現場の組織、業務分担及び氏名、協力会社等 

3 工程表 ネットワーク式及び座標式工程（いずれかで作成） 

4 主要機械 設計図書に記載された主要機械等 

5 主要資材 設計図書に記載された主要材料等 

6 施工方法 作業フロー、施工方法、使用機械、指示・承諾事項の予定内容 

7 施工管理 出来形管理、写真管理、品質管理の計画（管理基準、管理箇所） 

8 緊急時の体制 災害・事故発生時の緊急連絡体制 

9 交通管理 通行管理、通行処理 

10 安全管理 
安全管理体制、安全対策、安全訓練及び安全巡視の実施方法、 

土石流災害防止対策等 

11 仮設備計画 仮設備の構造・配置、仮設建物及び仮排水等 

12 環境対策 振動・騒音対策、大気汚染対策及び水質汚濁対策等 

13 
再生資源の利用の促進および建設

副産物の適正処理方法 
再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書等 

14 法定休暇・所定休暇 週休二日の取組み 

15 その他 

工事現場の美装化及び現場作業環境等 

契約図書及び監督員の指示で施工計画書に記載を必要とするもの等 

一般競争入札における「簡易な施工計画」の技術提案 

その他必要と認められるもの 
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２）材料検収簿（様式－２） 
① 使用材料総括一覧表 

一覧表の使用数量の確認のため、出荷証明書を監督員に提出しなければならない。 
 
  ３）品質管理表（様式－３） 

① 品質管理総括表 
② コンクリート試験結果表 
③ コンクリート圧縮強度試験結果一覧表 
④ 参考様式 シュミット・テストハンマー成果表 
⑤ 道路工品質管理一覧表 

 
  ４）出来形管理表（様式－４） 

① 出来形管理総括表 
② 構造物管理図表 
③ 平面管理表 
④ 測点間距離、縦断管理表 
⑤ 切取法面・盛土法面管理表  
⑥ 基準高（表層工・路盤工・路床工）管理表 
⑦ 幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表 
⑧ 平面面積管理表（森林整備） 
⑨ 植付本数管理表 
⑩ 植栽工出来形管理表 
⑪ 構造物管理表（森林整備） 
⑫ 作業路、作業歩道管理表 
⑬ 防火線管理表 
⑭ 本数調整伐、枝落とし管理表 
⑮ 植栽木規格管理表（大・中・小苗木） 
⑯ 植栽木規格管理表（植栽Ａ・Ｂ） 
⑰ 植栽木規格管理表（植栽Ａ・Ｂ コンテナ苗） 
⑱ 樹木植栽管理表 

  
 ５）工事アルバム（様式－５）（電子納品対象工事は不要） 

   アルバム表紙（背）には、年度、事業名、工事箇所、施工者名を記入する。 
 

  ６）工事打合せ書（様式－６） 
① 打合せ日ごとに別葉で作成する。 
② ２部作成し、受注者（本人又は現場代理人）が１部、監督員が１部を保有する。 

  
７）工事しゅん工検査資料一覧表（様式－７） 

しゅん工検査時に材料検収簿、品質管理表、出来形管理表等を添付し、監督員に提出しなければ

ならない。 
 

（４）その他 
① 施工管理に要する費用はすべて受注者の負担とする。 
② 受注者は、工事完了後、速やかにしゅん工届とともに管理図表又は結果一覧表等及び工事記録

写真帳を提出しなければならない。 
なお、別に監督員の指示がある場合は指示に従うものとする。 

③ 施工管理の実施にあたり、実施要領により難い場合は、受注者と監督員が協議の上、決定する

ものとする。 



 - 142 - 

４．施工体制 

（１）主任（監理）技術者等 

 主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術者の設置等）及び工事

請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、常時継続的に当該工事現場

に置かれていなければならない。 

 また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関する重要な建設工事（工

事１件の請負代金額が ４，５００万円以上のもの）については、主任技術者は、工事現場ご

とに「専任の者」でなければならないと規定されている。 

 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって監理技術者講習

を受講した者であること。又「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら職務に従事する

ことを要する者である。 

 現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）に基づ

き、当該工事現場に常駐しなければならないと規定されている。 

 

１）主任技術者 

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負工事

の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として必ず現場に「主

任技術者」を置かなければならない。 

  工事請負契約書第１０条に定める主任技術者を通知する場合は「土木施工管理技士及   

び建設機械施工技士」にあっては合格証明書の写し、「技術士」にあっては登録証の写し

を添付するものとする。 

２）監理技術者 

①   発注者から直接工事を請負い、そのうち ５，０００万円（建築一式工事の場合

は８，０００万円）以上を下請契約して工事を施工する場合は、専任の主任技術者

にかえて監理技術者資格者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かな

ければならない。 

②   工事請負契約書第１０条に定める専任の監理技術者の通知にあっては、建設業法

第２７条第３項に定められた当該合格証明書（１級土木施工監理技士等）の写しの

外に監理技術者資格者証の写しを添付するものとする。 

 

３）現場代理人 

① 発注者から直接工事を請負い、工事を施工する場合は、必ず工事現場に工事請負契

約書第１０条に定める常駐の「現場代理人」を置かなければならない。 

② 現場代理人は、工事の施工上支障がない場合にあっては、主任技術者（又は監理技

術者）を兼務して差しつかえない。 
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○ 建設業法に規定されている監理技術者・主任技術者の資格 

（指定建設業に係るもの） 

許可の種類 特 定 建 設 業 一般建設業 

元請工事における 

下請け金額の合計 
５，０００万円以上 ５，０００万円未満 

５，０００万円以上は契約

できない。 

工 事 現 場 に  

置くべき技術者 

監理技術者 

（監理技術者資格証の交

付を受けた者であって監

理技術者講習を受講した

者） 

主 任 技 術 者  主 任 技 術 者  

技術者の資格要件 
１ 級 国 家 資 格 者  

建設大臣特別認定者 

１級国家資格者 

２級国家資格者 

実 務 経 験 者  

技 術 者 の 専 任  請負金額 ４，５００万円以上 

指定建設業：土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７業種 

○ 施工管理技術検定制度活用による監理技術者・主任技術者の資格 

（土木管理技士等の場合） 

契約予定金額 

（請負代金額） 
監理技術者又は主任技術者 

１６,０００万円以上 

イ． 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施工又は１級の土木

施工管理１級の土木施工管理とするものに合格した者 

ロ． 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農

業農村工学又は農業土木（平成３０年度以前に合格した者に限る。）」とするもの

に限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水産部門（選

択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を

建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」とするも

のに限る。）とするものに合格した者。 

４,５００万円以上 

１６,０００万円未満 

ハ． 技術検定のうち検定種目を１級若しくは２級の建設機械施工又は１級若しくは

２級（種別を「土木」とするものに限る。）の土木施工管理とするものに合格し

た者 

ニ．上欄のロに掲げる者 

○ 一般土木工事に従事する主任技術者 

請 負 金 額 主  任  技  術  者 

１６,０００万円以上 

工事の専任の主任技術者は、次の（ア）又は（イ）に掲げる者でなければならない。 

（ア）建設業法による技術検定のうち、検定種目を１級の建設機械施工又は１級の土 

木施工管理とするものに合格した者 

（イ）技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を 

「農業農村工学又は農業土木（平成３０年度以前に合格した者に限る。）」とす 

るものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水 

産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選 

択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」 

とするものに限る。）とするものに合格した者。 

４,５００万円以上 

１６,０００万円未満 

工事の専任の主任技術者は、次の（ウ）又は（エ）に掲げる者でなければならない。 

（ウ）建設業法による技術検定のうち、主任技術者は検定種目を 1級若しくは2級の

建設機械施工又は、1級若しくは 2級（種別を「土木」とするものに限る。）の

土木施工管理とするものに合格した者。 

（エ）技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を 

「農業農村工学又は農業土木（平成３０年度以前に合格した者に限る。）」とす 

るものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水 
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産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選 

択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」 

とするものに限る。）とするものに合格した者。 

４，５００万円未満 工事の主任技術者は、上欄の（ウ）、（エ）に掲げる者及び実務経験者 
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技術者選任フロー図 

 現場に置くべき技術者は、建設業法及び施工管理技術検定制度活用の通達で請負代金額及

び下請金額により決められており、下記フロー図・次頁の技術者選任パターン表のとおりで

ある。 

 

 

                   スタート 

 

 

           no（1、2 級土木 

   請負代金額     施工管理技士等、   下請工事    無（主任技術者） 

   4,500 万以上     実務経験者）     の有無 

             （専任不要） 

                                有（主任技術者） 

       yes（技術者の専任が必要） 

                   

 

no（１、２級土木施工管理 

   請負代金額   技士等）         下請工事       無（専任の主任技術者） 

   16,000 万以上                の有無 

                            有 

 

                        合計金額    no（専任の主任技術者） 

                       5,000 万以上 

        

yes（専任の監理技術者） 

 

       yes（１級土木施工管理技士等）   下請工事   無（専任の主任技術者） 

                         の有無 

                            有 

 

                         合計金額    no（専任の主任技術者） 

                        5,000 万以上 

 

                                yes（専任の監理技術者） 

 

 

 
 
 
 

パターン① 

 

パターン① 

 
 
 

パターン② 

 

パターン② 

 

パターン④ 

 

パターン③ 

 
 

パターン③ 

 

パターン④ 
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〔技術者選任パターン表〕 

    前頁のフロー図により選択したパターンは、下記のとおりである。 

 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ 技 術 者 資 格 要 件 
現場代理人

との兼務 

他 現 場 

との兼務 

 

① 
主 任 技 術 者 

・１､２級建設機械施工・１､２級土木施工管理技 

 士・技術士（建設部門・農業農村工学・農業土 

木・森林土木・水産土木） 

・実務経験者※１ 

可 可 

 

② 専任の主任技術者 

・１､２級建設機械施工・１､２級土木施工管理技 

 士・技術士（建設部門・農業農村工学・農業土 

木・森林土木・水産土木） 

可 不可※２ 

 

③ 

 

専任の主任技術者 

・１級建設機械施工・１級土木施工管理技士 

・技術士（建設部門・農業農村工学・農業土 

木・森林土木・水産土木） 

可 不可※２ 

 

④ 

 

専任の監理技術者 

・１級建設機械施工・１級土木施工管理技士 

・技術士（建設部門・農業農村工学・農業土 

木・森林土木・水産土木） 

可 不可※３ 

※１ 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、設計技術者として設計

に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれる。また、建設業法第７条

第２号に定める経験年数を有すること。  
※２ 契約書に添付されている特記仕様書に別に定めがある場合を除く。  
※３ 監理技術者の他の現場との兼任については、建設業法２６条第３項及び「監理技術者制度運用マニ

ュアル」を参照。 
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（２）施工体制台帳及び施工体系図 

 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法第２４条７等に基づき、施工

体制台帳等の作成及び提出を請負業者に義務付けている。 

 

１）目  的 

   建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請

け負った建設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体

制を把握するとともに、発注者においても、発注者が必要と認めた事項をその施工体制

台帳において確認することを目的とする。 

 

２）対象工事 

   施工体制台帳及び施工体系図の提出を義務付けている工事としては、工事共通仕様書第

１編１－１－１２（施工体制台帳及び施工体系図）に以下のように規定している。 

   受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額にかかわらず、別に定

める建設省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定

の様式により監督員に提出しなければならない。 

 

３）記載すべき内容 

①  建設業法施行規則第１４条の２第１条に掲げる事項 

②  安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名など 

 

４）提出手続き 

   受注者は、施工体制台帳等を作成後、速やかに関係書類を監督員に提出しなければな

らない。 

   また、下請負契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とする

場合は、施工体制台帳の提出と併せて選定理由書を監督員に提出すること。 



 - 148 - 

（３）腕 章 の 着 用 

 工事共通仕様書第１編１－１－４６（現場技術者等の腕章の着用）に下記のとおり規定さ

れている。 

 受注者は、現場における責任の自覚と意識の高揚や責任者の明確化を図るため、現場代理

人及び主任技術者（監理技術者）には腕章の着用を義務付けるものとする。 

 また、腕章の仕様については監督員と協議するものとし、着用箇所は腕の見やすいところ

を原則とする。なお、腕章のほかにも名札を着用することが望ましい。 

 

１）目 的 

  ・住民の信頼に応え、技術者の責任の自覚と意識の高揚。 

  ・発注者・受注者相互、元請・下請相互及び住民から見た責任者の明確化。 

２）対象者 

 ・現場代理人及び主任技術者（監理技術者） 

３）対象工事 

  ・全ての工事を対象とする。 

４）腕章の仕様 

・監督員と受注者が協議する腕章の仕様、下記を例とする。 

  例１ 現場代理人の場合 

 

 ３㎝程度  ９㎝ 

        程度 

 

  例２ 主任技術者等の場合 

 

 ３㎝程度  ９㎝ 

        程度 

 

  例３ 現場代理人と主任技術者等を兼務する場合 

 

  ３㎝   ９㎝ 

  ３㎝    

 

※ 色は、黄色地に黒文字を原則とする。 

その他、会社名、会社マーク等の記載も可 

 

 

 

 

現 場 代 理 人 

 

 

○ ○ 技 術 者 

 

現 場 代 理 人 

○ ○ 技 術 者 
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（４）工事現場に掲げる標識 

 工事現場に掲げる標識は、建設工事の現場ごとに掲げる「建設業の許可票」（建設業法施行

規則様式第２９号）のほか、工事共通仕様書第１編１－１－４５に規定している労災保険及

び退職金共済の標識についても次のとおり掲げるものとする。 

１）労災保険関係成立票 

「労災保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に下記のように記載されている。 

    （建設事業の保険関係成立の標識） 

     第７４条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に 

係る事業主は、労災保険関係成立票（様式第２５号）を見やすい 

          場所に掲げなければならない。 

          様式第２５号 

労 災 保 険 関 係 成 立 票 

保険関係成立 

年 月 日 
○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

労働保険番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事 業 の 期 間 
○○年○○月○○日から 

○○年○○月○○日まで 

事 業 主 の 

 

住 所 ・ 氏 名 

○○市○○区○丁目○番○号 

○○建設株式会社 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

注文者の氏名 福 岡 県 ○ ○ 農 林 事 務 所 

事業主代理人 

の 氏 名 

○○建設株式会社 

○○○○○ ○ ○ ○ ○ 

※ 標識の仕様：縦長４０㎝×横長５０㎝（白地に黒文字） 

 

２）建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識 

建設業退職金共済制度に加入した事業主は、この制度に対する下請けの事業主と 

労働者の意識の向上を図るため、現場事務所及び工事現場の入口等の見やすい場所 

に標識（シール）を掲示する。 

 

この工事の元請事業主は 

建退共に加入しています 

 

 

 

 

勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 

建 退 共 ○ ○ 県 支 部 

        電 話 ○○○（○○○）○○○○ 

 

 

この現場で働く方で雇用主が建退共に加入している場合、 

退職金制度の適用を受けられますので雇用主に確認しましょう。 

建退共に未加入の下請事業主は、加入しましょう。 

事業主は、退職金共済手帳に証紙を貼りましょう。手帳の更新を忘れずに 
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様式1 
現

場

代

理

人 

 
 
 

監 
 
督 
 
員 

 係 
 
 
 
長 

 課 
 
 
 
長 

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 
                                                           年     月     日  
 
 
 
 

施   工   計   画   書 
 
 
 
 
 
 
 

           受 注 者                            
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１－（１） 

 施   工   計   画   書  

 

          工  事  概  要  

（１）事 業 名       年度                   事業 

（２）工事場所  福岡県                          

（３）工  期  自      年  月  日 

至      年  月  日         日間 

（４）工事内容 

工 種 種   別 数量 単位 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

現 場 組 織 表 

                施工管理 

 主任技術者             

工程管理者             

出来形管理者            

品質管理者             

現場代理人            写真管理者             

                 建設副産物管理者          

測量管理者             

氏 名             重機管理者             

安全管理 

主任技術者             

火薬管理者             

事務管理 

事務管理者             

協力会社 

 

会 社 名 工   種 責任者氏名 
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１－（２） 

            主 要 資 材 一 覧 表                              主 要 機 械 一 覧 表  

 

工 種 材料名 規  格 数量 単位 製造会社名  名 称 工 種 規 格 使用目的 数量 摘 要 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

注）使用材料については「材料使用承認願」により、承認を得ること。 

注）「材料使用承認願」を同時期に提出する場合、「材料使用承認願のとおり」と記 

  載することで、主要資材一覧表を省略できる。 
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１－（３） 

 工   事   施   工   計   画   表  

 

工 種 種   別 施     工     計     画 摘  要 
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１－（４） 

 

施    工    管    理    計    画 

 

工 種 種 別 
出 来 形 管 理 写 真 管 理 品 質 管 理 

摘  要 
管理基準 管理箇所 管理基準 管理箇所 管理基準 管理箇所 
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１－（５） 
 

 緊   急   時   の   体   制  
 
 

 
 
作 業 所 非 常 対 策 組 織 表                
 
 
 
 
 
 
 
事       発           現 
故                 場 

 （受注業者名)   
 

 
  

 
 

TEL TEL 

  救   急   車  

TEL 119 TEL 

        病 院  

 TEL  TEL 

発       見         事 
生                 務 

 

        者         所  TEL 
                 
 
 
 
 
 
            農 林 事 務 所 
 
             TEL  
 

  

 

  消   防   署 

  

  労 働 基 準 監 督 署 

 

TEL TEL 

  電 報 電 話 局         警 察 署 

TEL TEL 

         市 町 村 

TEL TEL 

   

 TEL  TEL 
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１－（６） 

 安   全   管   理   計   画  

 

項    目 安   全   管   理   計   画 摘   要 

安全委員会の開催    

発破作業上の注意    

土 運 搬 作 業    

安 全 標 識 の 設 置    

安 全 看 板 の 設 置   安全旗 

特別安全日の選定    
土石流対策（土石流に関

する特記仕様書）   
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１－（７）                             
調査及び記録（労働安全衛生規則第５７５条の９）           

作業場所から上流及びその周辺の状況           

概      

要 

流域面積        ha 渓床勾配 （上流200m）        %   

  

崩壊地の状況（有・無等） 
  

流域の形状     
    

土石流危険渓流の有無 有   無 崩壊土砂流出危険地区の有無 有   無   

  

過去の災害歴等     

  

 ※必要に応じて図面等を添付すること。           
               

土石流による労働災害の防止に関する規定（労働安全衛生規則規則第５７５条の１０）        
               

降雨量の把握の方法    

 
降雨及び地震があった 

場合に講ずる措置 
   

 
土石流の発生の前兆となる現象 

を把握した場合に講ずる措置 
   

 
土石流が発生した場合の 

警報及び避難の方法 
   

 

避難訓練の内容及び時期    

 
※なお、上記記載については、「労働安全衛生規則の改正については（土石流による労働災害の防止関係）」を参照すること。  
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様式２ 
 
 
 
 
 

 
 
 
      年度             事業  
 
 
                                                        

年    月     日   
 
 
 
 
 
 
 
 

材   料   検   収   簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 受 注 者                            
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 使 用 材 料 総 括 一 覧 表  

 

品  名 規 格 単位 設計数量 使用数量 増減 摘 要 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

（注）１ 使用数量と購入数量に差がある場合は、摘要欄に購入数量を記入する。 

２ 設計数量は割増率を除いた数値を記入する。 
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様式３ 
 
 
 
 
 
 
 
      年度             事業  
 
 

                                                   

年    月    日 
 
 
 
 
 
 
 

品   質   管   理   表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 注 者                            
 

                                                                                                   

                          
 

 

 



３－（１）

品質管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名　　

計画 実施 最大値 最小値 平均値
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工
種

種
別

測定者　　

※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。

摘　要規格値
測定値

試験基準
測定回数

試験項目



３－（１）

品質管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名　　○○地区改良工事 測定者　　○　○　○　○

計画 実施 最大値 最小値 平均値

土の締固め
試験

最大乾燥密度
当初及び土
質の変化し
た時

1 1 － － － 2.106

〃 最適含水比
〃

1 1 － － － 9.3

〃
1 1 12以上 － － 13.4

現場密度の
測定

現場密度
1,000㎥
(200m)につ
き１回

5 5 － 1.933 1.936 1.969

〃 含水比
〃

5 5 － 4.7 5.2 4.88

〃 締固め度
〃

5 5 90％以上 94.6 91.9 93.5

締固め試験 最大乾燥密度
施工前及び
材料変更時 1 1 － － － 2.223

〃 最適含水比 〃
1 1 － － － 5.6

〃
1 1 20％以上 － － 50.5

〃
1 1

 塑性指数PI６
以下

－ － NP

ふるい分け
試験

〃
1 1 － － － － 別紙

現場密度の
測定

現場密度
延長200m
につき１回 6 6 － 2.178 2.118 2.146

〃 含水比
〃

6 6 － 5.0 4.3 4.6

〃 締固め度

〃

6 6

 γdmaxの93％以
上
 X10 95%以上
 X5 96%以上
 X3 97%以上

98.0 97.3 97.5

午前、午後
２回 4 5 ±2.5㎝ 8.5 7.0 7.6

〃
4 5 ±1.5% 4.3 3.6 4.0

〃
4 5

 21N/㎜2以
上

28.3 26.5 27.7

〃
4 5

 0.3㎏/㎥以
下

0.010 0.008 0.009

試験基準
測定回数

規格値
測定値

‐163‐

摘　要

土

工

盛

土

・

路

床

ＣＢＲ試験

路

盤

工

下

層

路

盤

修正ＣＢＲ試験

425μｍふるい通過部分のＰ．
１．

工
種

種
別

試験項目

※道路工品質管理一覧表と重複する内容については、記載を省略できる。

コ
ン
ク
リ
ー

ト

スランプ

空気量

圧縮強度

塩分濃度

21 

Ｎ 

／ 

㎜ 2 
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３－（２） 

 コ ン ク リ ー ト 試 験 結 果 表  

 

試験月日 打設箇所 
空  気  量 ス ラ ン プ 

設 計 測定値 摘 要 設 計 測定値 摘 要 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注）測定値の最下段にそれぞれの試験の平均値を記入すること。 
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３－（３） 

 コ ン ク リ ー ト 圧 縮 強 度 試 験 結 果 一 覧 表  

 

番号 製作年月日 試験年月日 材令 呼び強度 
圧縮強度（Ｎ／㎟） 計 

ΣＸ 

平均 

Ｘ 
摘  要 

Ｘ₁ Ｘ₂ Ｘ₃ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

注）摘要欄には工種、採取ヶ所を記載する。 

注）平均の最下段に４週試験の平均値を記入すること。 



３－（４）（参考様式）

Ｎｏ．

養生

反発度 摘要
追　加
反発度

摘要 反発度 摘要
追　加
反発度

摘要 反発度 摘要
追　加
反発度

摘要

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

合計

平均

最小値

最大値

判　定

測定状態
による反撥
度補正

Ｒ０＝

α

Ｆ＝

打撃
番号

打設日

測定箇所

材齢 　　　　日 材齢 　　　　日

測定箇所

打設日

測定時期

テストハンマー強度 Ｆ（Ｎ／ｍｍ２）＝（-18.0＋1.27×Ｒ０）×α　　（Ｒ０＝基準反撥度　　　α＝材齢補正係数）

平均×0.8＝

コンクリートの呼び方

工事箇所 現場代理人

測定状態

測　　定　　構　　造　　物

測定時期 測定時期

許容
範囲

平均×0.8＝

平均×1.2＝

平均×0.8＝ 平均×0.8＝

工事名称 監　督　員

測定箇所

打設日

材齢 　　　　日
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平均×0.8＝ 平均×0.8＝

平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝ 平均×1.2＝

　　　　Ｒ０（基準反撥度）＝（測定（平均）反撥度＋反撥度補正）

シュミット・テストハンマー成果表



Ａ 試験

シュミット・テストハンマー早見表

（Ｎ／ ）

Ｒ 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

25 13.8 14.0 14.1 14.2 14.3 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0

26 15.1 15.2 15.4 15.5 15.6 15.7 15.9 16.0 16.1 16.2

27 16.4 16.5 16.6 16.8 16.9 17.0 17.1 17.3 17.4 17.5

28 17.7 17.8 17.9 18.0 18.2 18.3 18.4 18.5 18.7 18.8

29 18.9 19.1 19.2 19.3 19.4 19.6 19.7 19.8 19.9 20.1

30 20.2 20.3 20.5 20.7 20.7 20.8 21.0 21.1 21.2 21.3

31 21.5 21.6 21.7 21.9 22.0 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6

32 22.8 22.9 23.0 23.1 23.3 23.4 23.5 23.6 23.8 23.9

33 24.0 24.2 24.3 24.4 24.5 24.7 24.8 24.9 25.0 25.2

34 25.3 25.4 25.6 25.7 25.8 25.9 26.1 26.2 26.3 26.4

35 26.6 26.7 26.8 27.0 27.1 27.2 27.3 27.5 27.6 27.7

36 27.9 28.0 28.1 28.2 28.4 28.5 28.6 28.7 28.9 29.0

37 29.1 29.3 29.4 29.5 29.6 29.8 29.9 30.0 30.1 30.3

38 30.4 30.5 30.7 30.8 30.9 31.0 31.2 31.3 31.4 31.5

39 31.7 31.8 31.9 32.1 32.2 32.3 32.4 32.6 32.7 32.8

40 33.0 33.1 33.2 33.3 33.5 33.6 33.7 33.8 34.0 34.1

41 34.2 34.4 34.5 34.6 34.7 34.9 35.0 35.1 35.2 35.4

42 35.5 35.6 35.8 35.9 36.0 36.1 36.3 36.4 36.5 36.6

43 36.8 36.9 37.0 37.2 37.3 37.4 37.5 37.7 37.8 37.9

44 38.0 38.2 38.3 38.4 38.6 38.7 38.8 38.9 39.1 39.2
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　※Ｆ＝（１３×Ｒｏ－１８４）×０．０９８０６６５



３－（５） 道路工品質管理一覧表
種 試験
別 区分 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 平均値 設計値

材料 CBR 試 験 （ 路 床 ） 当初及び土質変化時 JIS・A1211
路体

　1,000ｍ
３
に１回 最大乾燥密度の

施 85％以上 最大粒径53㎜以下 砂置換法
JIS・A1214

路床 最大粒径53㎜超 突砂法

　　500ｍ３に1回 空気間隙率
舗装調査・試験法便覧〔4〕-256

工
路床仕上後全幅 良好 不良（内容：　　　　　　　　　　　） 舗装調査・試験法便覧〔4〕-288
全区間について実施 ※不良の場合の措置：
当初及び材料変化時

JIS・A1102
材 JIS・A5001 表2参照

料 当初及び材料変化時 舗装調査・試験法便覧〔4〕-68

425 μ m ふ る い 当初及び材料変化時 JIS・A1205

通 過 分 の PI
締固め度　％ 舗装調査・試験法便覧〔4〕-256

1,000㎡に１回 X 10 ≧95
施 X 6 ≧96

X 3 ≧97
但し10回に9回は93.0%以上

工 平板載荷試験 k30=15g/㎡

仕上後全区間に 良好 不良（内容：　　　　　　　　　　　）
ついて実施 ※不良の場合の措置： 舗装調査・試験法便覧〔4〕-288
当初及び材料変化時

53㎜ JIS・A1102
37.5㎜ JIS・A5001　表2参照

材 31.5㎜ 舗装施工便覧（表-3.4.3）
26.5㎜

19㎜

13.2㎜

4.75㎜

2.36㎜

425um

料 75um

当初及び材料変化時 舗装調査・試験法便覧〔4〕-68

425 μ ふ る い 当初及び材料変化時 JIS・A1205

通 過 分 の PI
締固め度　％ 舗装調査・試験法便覧〔4〕-256

施 1,000㎡に１回 X 10 ≧95
X 6 ≧95.5
X 3 ≧96.5

但し10回に9回は93.0%以上

工 1,000㎡に１回 2.36mm　　±15%以内 舗装調査・試験法便覧〔2〕-16
75um　±6.0%以内

当初及び材料変化時
JIS・A1102
JIS・A5001　表2参照

材

料
当初及び材料変化時

表乾密度　2.45g／㎤以上 JIS・A1109
吸水率　　　3.0％以下 JIS・A1110

骨材中の粘土塊量
試験

当初及び材料変化時 JIS・A1137

粗骨材の形状試験 当初及び材料変化時

JIS・A5008
舗装施工便覧　表3.3.17による

フィラーの水分試験 当初及び材料変化時 JIS・A5008

配合ごとに１回 O.A.C 密 度 理論 密度 空 隙 率 飽 和 度 安 定 度 フロー値 O.A.Cとは最適アスファルト量
（50t未満は省略することができる。） 舗装調査・試験法便覧〔3〕-5

プ １日１～２回(抽出の場合) 2.36mm ±12%以内（基準粒度） 舗装調査・試験法便覧〔2〕-16
75um   ±5.0%以内（基準粒度）

ラ 合 材 抽 出 試 験 アスファルト量 ±0.9%以内 舗装調査・試験法便覧〔4〕-238
１時間ごと 配合設計の混合温度。

ン 185℃を超えてはならない 温度計による
2.36㎜ふるい

ト 粒 度 1～2回/日 舗装調査・試験法便覧〔4〕-16
（2.5㎜ふるい）

　％ ±12%以内基準粒度

75umふるい
粒 度 1～2回/日 舗装調査・試験法便覧〔4〕-16

（75umふるい）
　％ ±12%以内基準粒度

測定値の記録１日４回 110℃以上 温度計による
施 (午前・午後各２回）

X 10 ≧96
3孔以上 X 6 ≧96 舗装調査・試験法便覧〔3〕-91

X 3 ≧96.5
締固め度　％ 基準密度の94.0%以上

工 X 10 ±0.55
1,500㎡に１回 X 6 ±0.50 舗装調査・試験法便覧〔4〕-238

X 3 ±0.50
　％ ±0.9%以内

舗装調査・試験法便覧〔2〕-51

試 験 項 目 試 験 基 準

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ

修 正 CBR 試 験

骨材のふるい分け試
験

No.

5～25

規格値

100%

6以下

15～40

95～100 －
－

No.

100%

40～0㎜ 25～0㎜

No. No.

50～80

No.

No.

現 場 密 度 の 測 定

40～0㎜

備 考
（ 試 験 方 法 等 ）

試 験 値 又 は 管 理 値

No.

No. No.

No. No.

53㎜ 100%
95～100

粒状路盤
20%以上

37.5㎜

19㎜

4.75㎜

2.36㎜

2％≦Va≦8％

No.

No.

No.

80%以上（ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ再生材90%以上）

60～90 －

2～10
10～30

20～5020～50

－
30～65

－

No.

100%

No. No.

No. No.

－

30～65

95～100

No.

55～85

10～30
2～10

4以下

配 合 試 験

現 場 密 度 の 測 定

プ ル ー フ ロ ー リ ン グ

骨材のふるい分け試験

現 場 密 度 の 測 定

修 正 CBR 試 験

75um 4～8

骨材の密度及び吸
水率試験

300um 10～21
150um 6～16

骨材のふるい分け試験
600um 18～30

13.2㎜ 95～100
4.75㎜ 55～70
2.36㎜ 35～50

粒 度

70～100％

当初及び材料変化時フィラーの粒度試験
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粒 度

アスファルト量抽出試
験

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

舗

装

粘土、粘土塊量：
0.25％以下

細長、あるいは偏平な
石片：10％以下

1％以下

600um 100%

150um 90～100％
75um

温 度 測 定

温 度 測 定
（ 初 転 圧 前 ）

現 場 密 度 の 測 定
（ コ ア ー 密 度 ）

(13)
19㎜
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様式４ 
 
 
 
 
 

 
 
 
      年度             事業  
 
 

                                                   

年    月    日 
 
 
 
 
 
 
 

出  来  形  管  理  表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

受 注 者                             
 

                                                                                                    

                           
 

 

 
 
 
 
 

 



　４-（１）

出来形管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名 測定者　○○　○○　      

設計延長 実測延長

　　 　治山ダム工（流路工・床固工含む）、山腹工（アンカー工・ロックボルト工・ボーリング工）を必須工種とする。
　　　　（出来形管理基準に対応した測定項目のみ記載する。）
※２　道路工の施工延長については、測定回数欄に、設計延長と実測延長の値を記入する。

　　　　【省略可能な工種】
　　　　土工、基礎工、水路工等、法面工、法面覆工、暗渠工、柵工、安全施設、路床工、下層路盤工、
　　　　上層路盤工（鉄鋼スラグ以外）、区画線工、仮設工
※４　しゅん工時の型枠、床掘の出来形管理表及び出来形管理総括表の提出は不要。
※５　その他の記載工種は、監督員と協議の上決定すること。

保孔管挿入

グラウト注入量

削孔展開角

削孔角

テンドン挿入

アンカー自由長
（鋼材長）

アンカー定着長

厚さ

幅

山
腹
工

（

ア
ン
カ
ー

工
・
ロ
ッ

ク
ボ
ル
ト
工
・
ボ
ー

リ

ン
グ
工
）

基準高

延長

高さ

削孔長

軸間隔

法勾配
（下流側倒れ）

堤延長

堤高さ

※１　道路工、擁壁工（護岸工・土留工含む）、舗装工（表層・基層・上層路盤（鉄鋼スラグ））、

※３　以下の工種については記載を省略できる。

治
山
ダ
ム
工

（

流
路
工
・
床

固
工
含
む
）

コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
鋼
製

基準高

舗
装
工

（

表
層
・
基
層
・

上
層
路
盤
（

鉄
鋼

ス
ラ
グ
）
）

ア
ス
フ
ァ

ル

ト
・
コ
ン
ク

リ
ー

ト
・
鉄
鋼

ス
ラ
グ

堤　幅

幅

基準高

厚さ

延長

法勾配
（壁前傾）

 ±  1°

幅
（厚さ）

高さ
（法長）

擁
壁
工

（

護
岸
工
・
土
留
工
含

む
）

コ
ン
ク
リ
ー

ト
・
プ
レ

キ
ャ

ス
ト
・
ブ
ロ
ッ

ク

積
・
鋼
製
・
補
強
土
壁

基準高

-0

道
路
工

＋ 0.5%
－ 0.2%

±  50

施工延長※２

ＩＰ点交角

ＩＰ間距離

測点間距離 ±  100
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測定値
摘　　要

計画 実施 最大値 最小値 平均値

工
種

種
別

測定項目 測定基準
測定回数 規格値

(mm)

幅員
+  200
-    0

基準高 　基準高は、測点の中
心線上及び両端につ
いて測定する。
　幅は、全幅と中心線
から左右それぞれの幅
を、測点ごとに測定す
る。
　延長は、測点ごとに測
定する。
　ＩＰは、全交点及び全
測点について測定す
る。



　４-（１）

出来形管理総括表（　中間　・　しゅん工検査　）

工事名 測定者　○○　○○　      

　　 　治山ダム工（流路工・床固工含む）、山腹工（アンカー工・ロックボルト工・ボーリング工）を必須工種とする。
　　　　（出来形管理基準に対応した測定項目のみ記載する。）
※２　道路工の施工延長については、測定回数欄に、設計延長と実測延長の値を記入する。

　　　　【省略可能な工種】
　　　　土工、基礎工、水路工等、法面工、法面覆工、暗渠工、柵工、安全施設、路床工、下層路盤工、
　　　　上層路盤工（鉄鋼スラグ以外）、区画線工、仮設工

※４　しゅん工時の型枠、床掘の出来形管理表及び出来形管理総括表の提出は不要。

※５　その他の記載工種は、監督員と協議の上決定すること。

※１　道路工、擁壁工（護岸工・土留工含む）、舗装工（表層・基層・上層路盤（鉄鋼スラグ））、

※３　以下の工種については記載を省略できる。
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測定値
摘　　要

計画 実施 最大値 最小値 平均値

工
種

種
別

測定項目 測定基準
測定回数 規格値

(mm)



４－（２）

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差

断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面

①測点

構造物（　　　　　　　　　　　　　　　）管理表

延　　　長

備　考
設計

⑦
差

⑥②
管理
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③ ④ ⑤ ⑧



４－（３）

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差

設　　　計

施工管理

差
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Ｔ・Ｌ Ｃ・Ｌ Ｓ・Ｌ 摘要

平　面　管　理　表

交角 ＩＰ間距離

Ｒ規格値
+0.5%・-0.2%

項目ＩＰ 規格値
±１°



４－（４）
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設計値 設計値
設計値

（斜距離）

測点間距離 縦　　　　断

測　点　間　距　離　・　縦　断　管　理　表

管理値
差

規格値（±５０ｍｍ）

測　点
管理値

（斜距離）
差

規格値（±100mm）



４－（５）

左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右 左 中 右

設　　計

管理値

規格値
（±５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（-３０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（-４５㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（±５０㎜）

差
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基準高等（表層工・路盤工・路床工）管理表

表層工
（基準高）

上層路盤工
（厚さ）

下層路盤工
（厚さ）

路床工
（基準高）

測　　点



４－（６）

左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右 左 全幅 右

設　　計

管理値

規格値
（＋200㎜・－0㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－２５㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（－５０㎜）

差

設　　計

管理値

規格値
（-５０㎜）

差
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表層幅

上層路盤工

下層路盤工

路床工

幅　員

幅員等（表層工・路盤工・路床工）管理表

測　　点
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４－（７） 

 平 面 面 積 管 理 表  

施工場所                      
工種         設計面積           

 

測点 
 内   角 

備考 
 測点 測点間距離 ｍ 

備考 
設 計 管 理 差   設 計 管 理 差 

  ° ′  ° ′  ° ′  № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
    

           № 

～№ 
    

№ 

～№ 
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４－（８） 

 植 付 本 数 管 理 表  

施 工 場 所                        

 

樹種名 設 計 管 理 差 備 考 樹種名 設 計 管 理 差 備 考 
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４－（９） 

 植 栽 工 出 来 形 管 理 表  

施 工 場 所                         

プロット 
 

番 号 

 

植       穴 植付（本数）  
樹種名       
規 格 Ｈ Ｄ Ｈ Ｄ Ｈ Ｄ  本 数  本 数  本 数 

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             

 設 計              
管 理             
差             
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４－（１０） 

 構造物（     ）管理表  

施 工 場 所                        
 
 

番号 
延    長 高    さ 

番号 
延    長 高    さ 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 
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４－（１１） 

 作 業 路 ・ 作 業 歩 道 管 理 表  

施 工 場 所                        
 
 

測 点 延 長（L） 幅 員（W） 敷砂利幅（W） 敷砂利厚（ｔ） 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 
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４－（１２） 

 防 火 線 管 理 表  

施 工 場 所                        
 

 

箇 所 
延    長 

箇 所 
延    長 

箇 所 
延    長 

箇 所 
延    長 

備 考 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
            

 

箇 所 
側          溝 

表土はぎとり（Ｗ） 刈払焼却（Ｗ） 
備 考 高 さ （Ｈ） 幅   （Ｗ） 

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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４－（１３） 

 本数調整伐・枝落とし管理表  

【プロット番号 №    】                               施 工 場 所                      
 

立木 
番号 

設  計 （Ａ） 管 理 （Ｂ） 差 
備 考 

 
立木 
番号 

設  計 （Ａ） 管 理 （Ｂ） 差 
備 考 

樹 種 
胸 高 
直 径 

伐 倒 枝落とし

高  ｍ 伐 倒 枝落とし

高  ｍ 伐 倒 枝落とし

高  ｍ 樹 種 
胸 高 
直 径 

伐 倒 枝落とし

高  ｍ 伐 倒 枝落とし

高  ｍ 伐 倒 枝落とし

高  ｍ 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
           
          

合   計 
本 本 

 
ｍ 

本   本 
Σ ｍ 
平均 ｍ 

本   本 
Σ ｍ 
平均 ｍ 

 
          
          
          

差 （出来形値－設計値） 
本   本 

Σ ｍ 
平均 ｍ 

本   本 
Σ ｍ 
平均 ｍ 
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４－（１４） 

 植 栽 規 格 管 理（ 植 栽 工 ）            施 工 場 所                  

            （大・中・小苗木）                        樹    種                  
 

番 号 
樹 高 （ｍ） 幹 回 （ｍ） 枝 張 （ｍ） 

番 号 
樹 高 （ｍ） 幹 回 （ｍ） 枝 張 （ｍ） 

設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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４－（１５） 

 植 栽 規 格 管 理（ 植 栽 工 ）            施 工 場 所                  

            （植栽Ａ・Ｂ）                          樹    種                  
 

番 号 
樹 高 （苗長㎝） 根 元 径 ㎜ 

番 号 
樹 高 （苗長㎝） 根 元 径 ㎜ 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 
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４－（１６） 

 植 栽 規 格 管 理（ 植 栽 工 ）            施 工 場 所                  

            （植栽Ａ・Ｂ コンテナ苗）                    樹    種                  
 

番 号 
根 鉢 （高さ㎝） 根 鉢 （直径㎜） 

番 号 
根 鉢 （高さ㎝） 根 鉢 （直径㎜） 

設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 設 計 管 理 差 
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４－（１７） 
樹木（            ）植栽工管理表 

                                            

 支柱等定規図 

樹 種 № 

樹   高 
 

Ｈ  （ｍ） 

幹  周 
（根 元 周） 

Ｃ  （ｍ） 

枝  張 
（葉  張） 

     Ｗ  （ｍ） 

植 穴 径 
 

φ  （㎝） 

植 穴 深 
 
     Ｄ  （㎝） 

土 壌 改 良 材 
（        ） 

       （  ） 

肥  料 
（        ） 

       （  ） 
設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

樹 種 № 
客  土 

        （㎥） 
支 柱 長（１） 

     Ｌ  （㎝） 
支 柱 径（１） 

φ  （㎝） 
支 柱 長（２）  

     Ｌ  （㎝） 
支 柱 径（２） 

φ  （㎝） 
 
       （  ） 

 

  （  ） 
設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 設計 管理 差 
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様式５ 
 

現

場

代

理

人 

 
 
   

監 
 
督 
 
員 

 係 
 
 
 
長 

 課 
 
 
 
長 

 

 
 
 
      年度            事業  
 
 

                                               

年   月  日  
 
 
 
 
 
 

工 事 ア ル バ ム 
 
 
 
 
 

工   種 記     事 
  

  

  

  

  

  

  

 
      注 本様式は、アルバムの表紙あるいは内紙に設けるものとする。 
 
 
 
 
                  受 注 者                         
 

                                          
                                                
 
 
 
 
  



監督員 係　　員 係長 課長 総務課長 副所長 所　　長
　 　 　 　

　

　 　

事業名 地区名 事業名 地区名

（No. ） （No. ）

起 工 番 号 起 工 番 号

監　督　員 受　注　者 監　督　員 受　注　者

摘　要 摘　要

・本書は２部作成し、受注者が１部、監督員が１部を保有する。
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・本書は２部作成し、受注者が１部、監督員が１部を保有する。

　

　 　

　

　

　 　

処理・回答） 処理・回答）

　　工　事　打　合　書 　　工　事　打　合　書

指示・立会・通知・協議・承諾・報告・提出事項 （発議：発注者・受注者） 指示・立会・通知・協議・承諾・報告・提出事項 （発議：発注者・受注者）
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様式７ 
現

場

代

理

人 

 
 
 

監 
 
督 
 
員 

 係 
 
 
 
長 

 課 
 
 
 
長 

 

 

 
 
 
      年度             事業  
 
 

                                                   

年    月    日 
 
 
 

工 事 し ゅ ん 工 検 査 資 料 一 覧 表 

 

 

１． 材料検収簿 

２． 品質管理表 

３． 出来形管理表 

４． ・・・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受 注 者                            
 

                                                                                                    

                           
 
 


